
 

第８回 阿賀野川大規模氾濫に関する減災対策協議会 
第３回 阿賀野川水系(阿賀野川)流域治水会議 

 

 

議 事 次 第 

 

 

   日時：令和４年３月１６日（水）14：00～15：20 

場所：各所 Web 会議 

 

１．開  会 

 

２．議  事 

  （１）規約改正について 

   

（２）流域治水会議および減災対策協議会の進め方について 

   

（３）流域治水プロジェクトの充実について 

   

（４）取組紹介 

  １）各機関の取組について 

    ２）新たな取組・課題について   

 

（５）その他 

 

 

３．閉  会 



日時：令和4年3月16日（水） 14時00分から
場所：各所会議室(web会議)

構成機関名 備考

新潟市 市長
（代理：危機管理監）

樋口　健志

五泉市 市長 田邊　正幸

阿賀野市 市長 田中　清善

新発田市 市長
(代理：地域安全課長）

見田　賢一

阿賀町 町長 【欠席】

東北電力（株）会津若松支社 会津若松支社長
（代理：会津ダム管理センター所長）

保坂　稔

新潟県
新潟地域振興局地域整備部

地域整備部長 東海林　晃

新潟県
新潟地域振興局農林振興部

農林振興部長 藤村　一平

新潟県
新潟地域振興局新津地域整備部

新津地域整備部長 波塚　泰一

新潟県
新潟地域振興局津川地区振興事務所

津川地区振興事務所長 清田　仁

新潟県
新発田地域振興局地域整備部

地域整備部長
（代理：副部長）

長尾　聡

新潟県
新発田地域振興局農村整備部

農村整備部長 竹内　徹

新潟地方気象台 新潟地方気象台長
（代理：防災管理官）

小野沢　和博

北陸農政局 地方参事官
（代理：設計課　水資源開発係長）

能澤　祐明

下越森林管理署 下越森林管理署長
（代理：総括治山技術官）

竹渕　敏晴

国立研究開発法人 森林研究・整備機構
森林整備センター  新潟水源林整備事務所

新潟水源林整備事務所長 冨﨑　政彦

北陸地方整備局
阿賀野川河川事務所

阿賀野川河川事務所長 池田　博明

オブザーバー機関名 備考

東日本旅客鉄道（株） 新潟支社 安全企画室　副課長 藤代　紳一

随行者 備考

新潟県
新潟地域振興局津川地区振興事務所

参事（土木整備課長） 七澤　正人

第8回　阿賀野川大規模氾濫に関する減災対策協議会
第3回　阿賀野川水系(阿賀野川)流域治水会議

出席者名簿

所属・出席者名

所属・出席者名

所属・出席者名



 

阿賀野川大規模氾濫に関する減災対策協議会規約 

 

（設置） 

第１条 水防法（昭和 24 年法律第 193 号）第 15 条の 9 に基づく大規模氾濫減災協議会と

して、「阿賀野川大規模氾濫に関する減災対策協議会」（以下、「協議会」という。）を設置

する。 

 

（目的） 

第２条 協議会では、「施設では防ぎ切れない大洪水は発生するもの」へと意識を変革し、

社会全体で洪水氾濫に備える「水防災意識社会」を再構築するため、河川管理者、県、市

町村等が連携して、阿賀野川流域における洪水氾濫による被害を軽減するためのハード・

ソフト対策を総合的かつ一体的に推進することを目的とする。 

 

（協議会の対象河川） 

第３条 協議会は、阿賀野川、早出川、その他新井郷川圏域、阿賀野川圏域、阿賀野川圏域

における指定区間内の一級河川を対象とする。 

 

（協議会の構成） 

第４条 協議会は、別表１の職にある者をもって構成する。 

２ 協議会の運営、進行及び招集は事務局が行う。 

３ 事務局は、第１項によるもののほか、協議会構成員の同意を得て、必要に応じて別表１

の職にある者以外の者（学識経験者等）の参加を協議会に求めることができる。 

 

（幹事会の構成） 

第５条 協議会に幹事会を置く。 

２ 幹事会は、別表２の職にある者をもって構成する。 

３ 幹事会の運営、進行及び招集は事務局が行う。 

４ 幹事会は、協議会の運営に必要な情報交換、調査、分析、減災対策等の各種検討、調整

を行うことを目的とし、結果について協議会へ報告する。 

５ 事務局は、第２項によるもののほか、幹事会構成員の同意を得て、必要に応じて別表２

の職にある者以外の者（学識経験者等）の参加を幹事会に求めることができる。 

 

（協議会の実施事項） 

第６条 協議会は、次の各号に掲げる事項を実施する。 

 一 洪水の浸水想定等の水害リスク情報を共有するとともに、各構成員がそれぞれ又は

連携して実施している現状の減災に係る取組状況等について共有する。 

 二 円滑かつ迅速な避難、的確な水防活動及び円滑かつ迅速な氾濫水の排水を実現する

ために各構成員がそれぞれ又は連携して取り組む事項をまとめた地域の取組方針を作

成し、共有する。 



 三 毎年、協議会を開催するなどして、地域の取組方針に基づく対策の実施状況を確認す

る。また、本協議会等を中心として、毎年出水期前にトップセミナーや堤防の共同点検

等を実施し、状況の共有を図る。 

四 その他、大規模氾濫に関する減災対策に関して必要な事項を実施する。 

 

（会議の公開） 

第７条 協議会は、原則として報道機関を通じて公開とする。ただし、審議内容によっては、

協議会に諮り、非公開とすることができる。 

２ 幹事会は、原則非公開とし、幹事会の結果を協議会へ報告することにより公開とみなす。 

 

（協議会資料等の公表） 

第８条 協議会に提出された資料等については速やかに公表するものとする。ただし、個人

情報等で公開することが適切でない資料等については、協議会の了解を得て公表しない

ものとする。 

２ 協議会の議事については、事務局が議事概要を作成し、出席した協議会構成員の確認を

得た後、公表するものとする。 

 

（事務局） 

第９条 協議会の庶務を行うため、事務局を置く。 

２ 事務局は、北陸地方整備局阿賀野川河川事務所（調査課）及び新潟県新潟地域振興局新

津地域整備部（工務課）が共同で行う。 

 

（雑則） 

第１０条 この規約に定めるもののほか、協議会の議事の手続きその他運営に関し必要な

事項については、協議会で定めるものとする。 

 

（附則） 

第１１条 本規約は、令和２年５月２０日から施行する。本規則の施行に伴い「阿賀野川大

規模氾濫に関する減災対策協議会規約（平成３０年５月２３日一部改正）」は廃止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表－１ 

 

機  関  名 代 表 者 

新 潟 市 市 長 

五 泉 市 市 長 

阿 賀 野 市 市 長 

新 発 田 市 市 長 

阿 賀 町 町 長 

東北電力（株）会津若松支社 支 社 長 

新潟県 新潟 地域振興 局 地域整備部 部 長 

 〃  新発田地域振興局 地域整備部 部 長 

 〃  新潟地域振興局  新津地域整備部 部 長 

 〃  新潟地域振興局  津川地区振興事務所 所 長 

新潟地方気象台 台 長 

北陸地方整備局 阿賀野川河川事務所 所 長 

  

＜オブザーバー＞ 
 

 

東日本旅客鉄道（株）新潟支社  

北陸地方整備局 河川部  

 

 

 

 



別表－２ 

 

所     属 幹 事 名 

新 潟 市 危 機 対 策 課 長 

五 泉 市 総 務 課 長 

阿 賀 野 市 危 機 管 理 課 長 

新 発 田 市 地 域 安 全 課 長 

阿 賀 町 総 務 課 長 

東北電力（株）会津若松支社 会津ダム管理センター課長 

新潟県 新潟 地域振興 局 地域整備部 治 水 課 長 

 〃  新発田地域振興局 地域整備部 治 水 課 長 

 〃  新潟 地域振興 局 新津地域整備部 工 務 課 長 

 〃  新潟 地域振興 局 津川地区振興事務所 土 木 整 備 課 長 

新 潟 地 方 気 象 台 防 災 管 理 官  

北陸地方整備局 阿賀野川河川事務所 副 所 長 （ 技 ） 

  

＜オブザーバー＞ 
 

 

北陸地方整備局 河川部  

 

 



 

阿賀野川水系（阿賀野川）流域治水会議 規約 

 

 

（設置） 

第１条 阿賀野川水系に係る新潟県内における阿賀野川（以下、「阿賀野川」という。）の

流域治水対策を推進するものとして、「阿賀野川水系（阿賀野川）流域治水会議」（以

下、「流域治水会議」という。）を設置する。 

 

（目的） 

第２条 流域治水会議は、令和元年東日本台風をはじめとした近年の激甚な水害や、気候変

動による水害の激甚化・頻発化に備え、阿賀野川において、あらゆる関係者が協働して流

域全体で水害を軽減させる治水対策（以下、「流域治水」という。）を計画的に推進する

ための協議・情報共有を行うことを目的とする。 

 

（流域治水会議の構成） 

第３条 流域治水会議は、別表１の職にある者をもって構成する。 

２ 流域治水会議の運営、進行及び招集は事務局が行う。 

３ 事務局は、第１項による者のほか、流域治水会議構成員の同意を得て、必要に応じて別

表１にある者以外の者の参加を流域治水会議に求めることができる。 

 

（幹事会の構成） 

第４条 流域治水会議に幹事会を置くものとする。 

２ 幹事会は、別表２の職にある者をもって構成する。 

３ 幹事会の運営、進行及び招集は事務局が行う。 

４ 幹事会は、流域治水会議の運営に必要な情報交換、調査、分析、流域治水に係る対策等

の各種検討、調整を行うことを目的とし、結果について流域治水会議に報告する。 

５ 事務局は、第２項による者のほか、幹事会構成員の同意を得て、必要に応じて別表２の

職にある者以外の者の参加を幹事会に求めることができる。 

 

（流域治水会議の実施事項） 

第５条 流域治水会議は、次の各号に掲げる事項を実施する。 

一 阿賀野川で行う流域治水の全体像を共有・検討。 

二 河川に関する対策、流域に関する対策、避難・水防等に関する対策を含む、「流域治

水プロジェクト」の策定と公表。 

三 「流域治水プロジェクト」にもとづく対策の実施状況のフォローアップ。 

四 その他、流域治水に関して必要な事項。 

 

（流域治水会議の公開） 

第６条 協議会は、原則として報道機関を通じて公開するものとする。ただし、審議内容に

よっては、幹事会に諮り、非公表とすることができる。 



 

２ 幹事会は、原則非公開とし、幹事会の結果を協議会へ報告することにより公開したもの

とみなす。 

 

（流域治水会議資料等の公表） 

第７条 流域治水会議に提出された資料等については速やかに公表するものとする。ただ

し、個人情報等で公表することが適切でない資料等については、公表しないものとする。 

２ 流域治水会議の議事については、事務局が議事概要を作成し、出席した構成員の確認を

得た後、公表するものとする。 

 

（事務局） 

第８条 流域治水会議の庶務を行うため、事務局を置くものとする。 

２ 事務局は、北陸地方整備局阿賀野川河川事務所（調査課）が行う。 

 

（雑則） 

第９条 この規約に定めるもののほか、流域治水会議の議事の手続きその他運営に関し必要

な事項については、流域治水会議で定めるものとする。 

 

（附則） 

第 10 条 本規約は、令和２年９月１７日から施行する。 

 

（改正） 

  令和３年３月１７日 

  



 

別表１ 

 

阿賀野川水系（阿賀野川）流域治水会議 名簿 

 

新潟市長 

五泉市長 

阿賀野市長 

新発田市長 

阿賀町長 

東北電力株式会社 会津若松支社長 

新潟県新潟地域振興局 地域整備部長 

新潟県新潟地域振興局 農林振興部長 

新潟県新潟地域振興局 新津地域整備部長 

新潟県新潟地域振興局 津川地区振興事務所長 

新潟県新発田地域振興局 地域整備部長 

新潟県新発田地域振興局 農村整備部長 

気象庁 新潟地方気象台長 

農林水産省北陸農政局 地方参事官 

林野庁関東森林管理局 下越森林管理署長 

国立研究開発法人 森林研究・整備機構 

   森林整備センター 新潟水源林整備事務所長 

国土交通省北陸地方整備局 阿賀野川河川事務所長 

 

＜オブザーバー＞ 

東日本旅客鉄道株式会社 新潟支社 

  



 

別表２ 

阿賀野川水系（阿賀野川）流域治水会議 幹事会名簿 

 

新 潟 市 危機対策課長  

五 泉 市 総務課長、都市整備課長  

阿 賀 野 市 危機管理課長、建設課長、農林課長、上下水道局長  

新 発 田 市 地域安全課長、地域整備課長  

阿 賀 町 総務課長、建設課長  

東北電力（株）会津若松支社 会津ダム管理センター課長 

新 潟 県 新潟地域振興局 地域整備部 治水課長 

 農林振興部 農村計画課長 

 新津地域整備部 工務課長 

 津川地区振興事務所 土木整備課長 

新 潟 県 新発田地域振興局 地域整備部 計画調整課長 

 農村整備部 農村計画課長 

気 象 庁 新潟地方気象台 防災管理官 

農林水産省 北 陸 農 政 局 農村振興部 設計課長 

林 野 庁 関東森林管理局 下越森林管理署 総括治山技術官 

（研）森林研究・整備機構 森林整備センター 新潟水源林整備事務所 主幹 

国土交通省 北陸地方整備局 阿賀野川河川事務所 副所長（技） 

 

＜オブザーバー＞ 

東日本旅客鉄道（株）新潟支社 

 

 

 

 



 

参考） 

各種会議と流域治水会議との関係 

 

 
 

 

 



阿賀野川水系（阿賀野川）流域治水会議 規約（改正案） 

（設置） 

第１条 阿賀野川水系に係る新潟県内における阿賀野川（以下、「阿賀野川」という。）の

流域治水対策を推進するものとして、「阿賀野川水系（阿賀野川）流域治水会議」（以

下、「流域治水会議」という。）を設置する。 

（目的） 

第２条 流域治水会議は、令和元年東日本台風をはじめとした近年の激甚な水害や、気候変

動による水害の激甚化・頻発化に備え、阿賀野川において、あらゆる関係者が協働して流

域全体で水害を軽減させる治水対策（以下、「流域治水」という。）を計画的に推進する

ための協議・情報共有を行うことを目的とする。 

（流域治水会議の構成） 

第３条 流域治水会議は、別表１の職にある者をもって構成する。 

２ 流域治水会議の運営、進行及び招集は事務局が行う。 

３ 事務局は、第１項による者のほか、流域治水会議構成員の同意を得て、必要に応じて別

表１にある者以外の者の参加を流域治水会議に求めることができる。 

（幹事会の構成） 

第４条 流域治水会議に幹事会を置くものとする。 

２ 幹事会は、別表２の職にある者をもって構成する。 

３ 幹事会の運営、進行及び招集は事務局が行う。 

４ 幹事会は、流域治水会議の運営に必要な情報交換、調査、分析、流域治水に係る対策等

の各種検討、調整を行うことを目的とし、結果について流域治水会議に報告する。 

５ 事務局は、第２項による者のほか、幹事会構成員の同意を得て、必要に応じて別表２の

職にある者以外の者の参加を幹事会に求めることができる。 

（流域治水会議の実施事項） 

第５条 流域治水会議は、次の各号に掲げる事項を実施する。 

一 阿賀野川で行う流域治水の全体像を共有・検討。 

二 河川に関する対策、流域に関する対策、避難・水防等に関する対策を含む、「流域治

水プロジェクト」の策定と公表。 

三 「流域治水プロジェクト」にもとづく対策の実施状況のフォローアップ。 

四 その他、流域治水に関して必要な事項。 

（流域治水会議の公開） 

第６条 協議会は、原則として報道機関を通じて公開するものとする。ただし、審議内容に

よっては、幹事会に諮り、非公表とすることができる。 
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２ 幹事会は、原則非公開とし、幹事会の結果を協議会へ報告することにより公開したもの

とみなす。 

 

（流域治水会議資料等の公表） 

第７条 流域治水会議に提出された資料等については速やかに公表するものとする。ただ

し、個人情報等で公表することが適切でない資料等については、公表しないものとする。 

２ 流域治水会議の議事については、事務局が議事概要を作成し、出席した構成員の確認を

得た後、公表するものとする。 

 

（事務局） 

第８条 流域治水会議の庶務を行うため、事務局を置くものとする。 

２ 事務局は、北陸地方整備局阿賀野川河川事務所（調査課）が行う。 

 

（雑則） 

第９条 この規約に定めるもののほか、流域治水会議の議事の手続きその他運営に関し必要

な事項については、流域治水会議で定めるものとする。 

 

（附則） 

第 10 条 本規約は、令和２年９月１７日から施行する。 

 

（一部改正） 

  令和３年３月１７日 

（一部改正） 

  令和 年 月 日  
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別表１ 

 

阿賀野川水系（阿賀野川）流域治水会議 名簿 

 

新潟市長 

五泉市長 

阿賀野市長 

新発田市長 

阿賀町長 

東北電力株式会社 会津若松支社長 

新潟県新潟地域振興局 地域整備部長 

新潟県新潟地域振興局 農林振興部長 

新潟県新潟地域振興局 新津地域整備部長 

新潟県新潟地域振興局 津川地区振興事務所長 

新潟県新発田地域振興局 地域整備部長 

新潟県新発田地域振興局 農村整備部長 

気象庁 新潟地方気象台長 

農林水産省北陸農政局 地方参事官 

林野庁関東森林管理局 下越森林管理署長 

国立研究開発法人 森林研究・整備機構 

   森林整備センター 新潟水源林整備事務所長 

国土交通省北陸地方整備局 阿賀野川河川事務所長 

 

＜オブザーバー＞ 

東日本旅客鉄道株式会社 新潟支社 
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別表２ 

阿賀野川水系（阿賀野川）流域治水会議 幹事会名簿 

 

新 潟 市 危機対策課長  

五 泉 市 総務課長、都市整備課長  

阿 賀 野 市 危機管理課長、建設課長、農林課長、上下水道局長  

新 発 田 市 地域安全課長、地域整備課長  

阿 賀 町 総務課長、建設課長  

東北電力（株）会津若松支社 会津ダム管理センター課長 

新 潟 県 新潟地域振興局 地域整備部 治水課長 

 農林振興部 農村計画課長 

 農林振興部 林業振興課長 

 農林振興部 森林施設課長 

 新津地域整備部 工務課長 

 津川地区振興事務所 土木整備課長 

 津川地区振興事務所 林業振興課長 

 津川地区振興事務所 森林施設課長 

新 潟 県 新発田地域振興局 地域整備部 計画調整課長 

 農村整備部 農村計画課長 

気 象 庁 新潟地方気象台 防災管理官 

農林水産省 北 陸 農 政 局 農村振興部 洪水調節機能強化対策官 

林 野 庁 関東森林管理局 下越森林管理署 総括治山技術官 

（研）森林研究・整備機構 森林整備センター 新潟水源林整備事務所 主幹 

国土交通省 北陸地方整備局 阿賀野川河川事務所 副所長（技） 

 

＜オブザーバー＞ 

東日本旅客鉄道（株）新潟支社 
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流域治水会議および減災対策協議会の進め方について

R4.3.16
第８回 阿賀野川大規模氾濫に関する減災対策協議会
第３回 阿賀野川水系(阿賀野川)流域治水会議
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緊急行動計画 H28～R2 （５か年）

「緊急行動計画」の今後の展開について

水防法 河川法 流域に関する対策

水防災意識社会の再構築 (大規模氾濫減災協議会 国管理河川１２９協議会)

流域治水 (流域治水協議会 国管理河川１１８協議会)

流域治水プロジェクト R3～

避難・水防対策

避難計画、防災教育、水位情報の強化、水防体制の充実など R2概ね完了見込み

危機管理型ハード対策等

地域の取組方針
※未達成のものは要因を分析し、流域治水プロジェクトとして位置づける

河川対策の検討
河川整備、ダム建設など 下水道、流出抑制、土地利用・住まい方の工夫、

浸水拡大抑制、利水ダムの活用など

流域対策の検討

R3以降

大規模氾濫減災協議会

避難・水防対策
地域の取組方針

避難計画、防災教育、水位情報の強化、水防体制の充実など

○ 水防災意識社会の実現に向け、令和2年度を目標として、円滑かつ迅速な避難・被害軽減のための取り組
み等について「緊急行動計画」として取りまとめ着実に推進してきた。このうち、危機管理型ハード対策につい
ては、令和2年度までにおおむね完了の見込みとなったところ。
○ 緊急行動計画に含まれていた避難や水防対策については、引き続き、大規模氾濫減災協議会において「地
域の取組方針」を作成するとともに、これを各河川で進められている「流域治水プロジェクト」に位置付けること
で、あらゆる関係者との密接な連携体制のもと、防災・減災の取組を継続的に推進していく。

※１
大規模氾濫減災協議会では、緊急行動計画に危機管
理型ハード対策（河川法に係るもの）を位置づけ取
り組んできたが、R2に概ね完了するため、R3以降は、
避難・水防対策の更なる充実を図る。

※２

※１

※２
R3以降、大規模氾濫減災協議会では、避難・水防対
策の更なる充実を図る。流域治水協議会は、大規模
氾濫減災協議会等における取組の状況等を確認・点
検し 、流域治水プロジェクトに記載する。
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阿賀野川大規模氾濫に関
する減災対策協議会
（Ｈ２８年４月設置）

阿賀野川水系
ダム洪水調節
機能協議会
（Ｒ３年９月設置）

阿賀野川上流域（阿賀川）

連携・協働

水防法第15条の９
＜構成機関＞
河川管理者、氾濫域
市町村、利水ダム管
理者他

阿賀野川水防連絡会

「河川管理の強化について」S57河川局治水課長通達
＜構成機関＞河川管理者、水防管理団体

阿賀野川水系流域治水プロジェクト

阿賀野川水系（阿賀野川）
流域治水会議
（Ｒ２年９月設置） 河川法第51の2

＜構成機関＞
河川管理者、
利水ダム管理者、
治水ダム管理者、
ダムユーザー

＜構成機関＞
あらゆる関係者（国・
県・市町村・企業・住
民等）※減災対策協議
会構成機関を含む

連携
協働

連携・協働

【目的】あらゆる関係者が協働して、「流域治水」を計
画的に推進するための協議・情報共有を行う

【目的】「水防災意識社会」を再構築するため、洪水
氾濫による被害を軽減するためのハード・ソフト対策
を総合的かつ一体的に推進する

【目的】緊急時に既存ダムを最
大限活用するため、洪水調節
機能向上の取組の継続・推進
を図る
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「水防災意識社会 再構築ビジョン」に基づく 

阿賀野川流域の減災に係る取組方針

（案）

令和 年 月 日

阿賀野川大規模氾濫に関する減災対策協議会
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１．はじめに 

 

 平成 27 年９月関東・東北豪雨災害により、鬼怒川の下流部は堤防が決壊するな

ど、氾濫流による家屋の倒壊・流失や広範囲かつ長期間の浸水が発生した。また、

これらに避難の遅れも加わり、近年の水害では類を見ないほどの多数の孤立者が

発生した。このようなことから、国土交通大臣から社会資本整備審議会会長に対

して「大規模氾濫に対する減災のための治水対策のあり方について」が諮問され、

平成 27 年 12 月 10 日に「大規模氾濫に対する減災のための治水対策のあり方につ

いて～社会意識の変革による「水防災意識社会」の再構築に向けて～」が答申さ

れた。 

 国土交通省では、この答申を踏まえ、新たに「水防災意識社会 再構築ビジョ

ン」として、全ての直轄河川とその氾濫により浸水のおそれのある市町村（109

水系、730 市町村）において、平成 32 年度を目途に水防災意識社会を再構築す

る取組を行うこととし、各地域において、河川管理者・都道府県・市町村等から

なる協議会等を新たに設置して減災のための目標を共有し、ハード・ソフト対策

を一体的・計画的に推進することとした。 

 

 阿賀野川流域では、この「水防災意識社会 再構築ビジョン」に基づき、地域住

民の安全安心を担う流域４市１町（新潟市、五泉市、阿賀野市、新発田市、阿賀

町）、東北電力株式会社会津若松支社、新潟県、新潟地方気象台、北陸地方整備局

阿賀野川河川事務所で構成される「阿賀野川大規模氾濫に関する減災対策協議会」

（以下「本協議会」という。）を平成 28 年４月 12 日に設立した。 

本協議会では、阿賀野川の地形的特徴や被害状況、現状の取組状況の共有を図

るとともに、水防災上の課題に対し、『自然排水が困難な低平地が広がる下流域

の地形特性を踏まえ、阿賀野川の大規模水害に対し、「安全な場所への確実な避

難」「社会経済被害の最小化」を目指す』ことを目標と定め、阿賀野川の減災に関

わる地域の取組方針（以下「取組方針」という。）をとりまとめ、令和２年度を目

標に、円滑かつ迅速な避難・被害軽減のための取組を着実に推進してきたところ

である。 

これまで推進してきた取組のうち、危機管理型のハード対策については概ね完

了の見込みとなったが、避難や水防対策については更なる充実を図る必要がある。 

これより、阿賀野川における大規模水害に対応するための避難や水防対策につ

いて、引き続き本協議会の取組方針に従い継続して取り組むとともに、これを「阿

賀野川水系流域プロジェクト」で実施することで、あらゆる関係者との密接な防

災・減災の取組を継続的に推進していくものである。 
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２．本協議会の構成員 

 本協議会の参加機関及び構成員は以下のとおりである。 

参加機関 構成員 

 

新潟市 

五泉市 

阿賀野市 

新発田市 

阿賀町 

東北電力（株）会津若松支社 

新潟県 新潟地域振興局   地域整備部 

  〃  新発田地域振興局 地域整備部 

  〃  新潟地域振興局    新津地域整備部 

  〃  新潟地域振興局    津川地区振興事務所 

 新潟地方気象台 

 北陸地方整備局 阿賀野川河川事務所 

 

＜オブザーバー＞ 

 東日本旅客鉄道（株）新潟支社 

 北陸地方整備局 河川部 

 

 

市長 

市長 

市長 

市長 

町長 

支社長 

部長 

部長 

部長 

 所長 

 台長 

 所長 
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３．阿賀野川の概要と主な課題 

 

（１）流域・地形の特徴 

①流域の特性 

阿賀野川流域は、新潟、福島、群馬県にまたがり、幹川流路延長 210km、流域

面積 7,710km2 と大きく、馬下地点での年総流出量約 142 億 m3、洪水を防ぐため

の計画で基準とする基本高水流量は 15,700m3/s と我国有数の規模を誇る大河で

ある。 

 

かつて泥田とよばれた越後平野は大河津分水路通水（大正11年）と阿賀野川大

改修（大正４年着手）という２大河川改修により、洪水に対する安全度が飛躍的

に向上し、交通網の整備や市街化が進んだ。 
沿川の新潟市、阿賀野市、五泉市、阿賀町における想定氾濫区域には約 80 万

人が居住しており、特に新潟市中央区に位置する新潟駅周辺は住居が集中してい

ることに加え、商業、産業が集積しており、昼間は周辺市町村からの流入人口も

多い。また、沿川各地域には高齢化率の高い地域が存在する。さらには、主要幹

線道路で災害時における救援活動、生活物資や復旧物資輸送等の確保などの緊急

活動のための緊急輸送道路である国道７号、49 号などが存在する。 

 

②洪水・氾濫の特性 

上流部は1,000m～2,000m級の山々が周囲にそびえる福島県会津盆地が存在し、

上流部の広大な空間から幾多の川を集めて山間狭隘部を流下し、越後平野を経て

日本海へと流れてくる。このため、上流域の降雨の影響を受けやすい特徴を有す

る。 

 

流域の気候は、下流部の越後平野、上流部の会津地方、一大支川只見川が流れ

る只見地方は、越後山脈を境に気候が変わるため上流域の降雨に伴う洪水の危険

度を認識しにくい特徴がある。 

 

阿賀野川の地形は、阿賀町の山間部（新潟県管理）を流れ、五泉市馬下地先よ

り下流（国管理）は、広大な扇状地を呈した越後平野が形成され、山地部と海岸

砂丘に挟まれた区間は、約100km2もの海抜ゼロメートル以下の地帯を含む低平地

が広がるため、氾濫した場合の浸水域は広範にわたり、浸水深が大きく、浸水深

が２階以上となる区域や氾濫流が吐けにくい地形的な特徴から浸水継続時間が長

期にわたる区域が存在する。 
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低平地部は、河床勾配が緩やかなため、洪水時に河川水位が高い状態が長時間

継続することにより、多数の旧河道跡に築造された堤防では漏水のリスクを抱え

ている。また、河道が大きく蛇行し、外湾部では水衝部が形成され、侵食により

堤防が被災しやすい特性を有している。支川早出川は急峻な山々や河床勾配が急

なため、その名のとおり、洪水の流出が早い特徴がある。 

 

（２）過去の被害状況と河川改修の状況 

①過去の被害 

大正２年８月の「木津切れ」では、小阿賀野川（新潟県管理）の堤防が約200m

にわたり決壊し、亀田郷（現在の新潟市江南区周辺）において浸水家屋1,440

戸、流出家屋１戸、死者２名を出す甚大な被害が発生した。 

 

昭和41年７月、昭和42年８月の洪水では、隣接する加治川の決壊による流入も

加わり、阿賀野川右岸部の低平地を中心とする一帯（現在の新潟市北区、阿賀野

市）では、長期間の浸水による甚大な被害が生じた。このうち、昭和41年７月の

洪水では、泥沼化した低平地の氾濫流を緊急排水や阿賀野川の右岸堤の開削など

の緊急措置を講じて、湛水日数を最小限にとどめた。 

 

昭和53年６月洪水では、阿賀野川沿川各地の支川で越水、氾濫が発生し、家屋

の半壊・床上浸水2,176戸、床下浸水5,572戸に及ぶ甚大な被害が生じた。特に右

岸部新井郷川流域の内水氾濫は排水機場をフル運転でも５日間という長きにわた

った。 
 

近年では、平成23年７月（観測史上第１位）の新潟・福島豪雨では溢水によ

り、家屋全半壊209戸、床上・床下浸水415戸、国道49号の通行止めなどの一般被

害の他、旧河道上の堤防で多数漏水が発生するなど河川管理施設においても甚大

な被害が発生した。 

 

平成27年９月関東・東北豪雨では、鬼怒川流域において大規模な水害が発生し

たが、北部で隣接する阿賀野川流域においても栃木・福島県南北にまたがる線状

降雨帯の影響により、観測史上第８位の洪水が発生し、避難判断水位を超過し、

新潟市において避難準備情報が発令された他、阿賀町で浸水被害や国道49号の通

行止めなどの被害が発生した。 

令和元年東日本台風では、台風の接近・通過により、観測史上第３位の洪水が

発生し、阿賀町では浸水被害が発生した他、護岸損壊をはじめとする河川管理施

設の被害が発生した。 
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②河川改修の状況 

平成28年５月に策定した「阿賀野川水系河川整備計画（国管理区間）」では、

洪水による災害の発生の防止及び軽減に関する目標として、「阿賀川での戦後最

大相当規模の洪水（基準点山科で3,900m3/s）の流下、下流部の阿賀野川では、

阿賀川及び只見川で安全に流下できる洪水と同じ規模の洪水（基準点馬下で

11,200m3/s）の安全な流下」を可能とするための整備を進めるとしている。 

現状では、上下流バランスを確保しつつ、整備が行われているものの、局所的

に堤防の低い箇所や堤防高が不足している区間が存在しており、生起確率150年

の洪水に対し安全に流下できる状態にはなっていない。 

 

阿賀野川での主な課題は、以下のとおりである。 

１）阿賀野川は、山間部と海岸砂丘に囲まれた低平地(ゼロメートル地帯)を抱

え、浸水域は広範にわたり、浸水深も大きくなる。また、自然排水が困難な

氾濫流が吐けにくい地形的な特徴を有しており、家屋倒壊等氾濫想定区域や

浸水深が深い区域では、その場に留まらない「立ち退き避難行動」が必要で

ある。 

２）阿賀野川下流域の越後平野と上流部の会津地方では、気候や降雨特性が異

なり、下流域の住民が上流域の降雨に伴う洪水氾濫の危険度を認識しにくい

おそれがある。 

３）上下流バランスを保ちながら堤防等の整備を進めているものの、堤防高が

不足している箇所や堤防の漏水や侵食など越水以外にも洪水に対するリスク

が高い箇所が存在している。 

４）支川の早出川は流出が早く、急激な水位上昇に注意が必要である。 

５）新たに公表した洪水浸水想定区域内の新潟市は、新潟駅周辺をはじめとす

る市街地部に人口が集中（約41万人に影響）することや、住居、商業、産業

が集積している。 

６）また、市役所、区役所をはじめ主要な公共施設及び国道７号、49号などの

主要幹線道路、緊急輸送道路が１週間以上にわたり浸水するおそれがあり、

社会経済が大きな打撃や復旧活動の遅れが懸念される。 

 

 

 

■取組の方向性 

今後、気候変動により、施設能力を上回る洪水の発生頻度が高まることが予想

されることを踏まえると、これらの課題に対して、行政や住民等の各主体が意識
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を変革し、社会全体で洪水氾濫に備える必要があり、本協議会おいては、発生が

想定し得る最大規模の洪水に対し「安全な場所への確実な避難」や「社会経済被

害の最小化」を目指すこととして、主に以下の取組を行うものとする。 

 

・ハード対策として、洪水を河川内で安全に流すための堤防整備や、河道掘削、

越水が発生した場合でも被害を軽減する｢危機管理型ハード対策｣としての堤防

天端の舗装、円滑な避難活動や水防活動等に資するCCTVカメラや水位計等の整

備 など 

 

・ソフト対策として、その場に留まらない「立ち退き避難区域」の検討、リアル

タイムの防災情報提供や市・ＪＲと連携したタイムラインの検討、市町村間で

の広域避難の検討、新技術を活用した水防資機材の検討・配備、浸水継続時間

の短縮を図るための排水計画の検討、「新潟県防災教育プログラム」に基づ

く、学年毎の「災害を自分の事としてとらえる」をテーマとした授業（水防災

教育）の実践 など 
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４．現状の取組状況 

 阿賀野川流域における減災対策について、各構成員で現状を確認し課題を抽

出した結果、概要としては、以下のとおりである。（別紙－１参照） 
 
 

 ①情報伝達、避難計画等に関する事項 
※○：現状、●：課題（以下同様） 

項 目 現状○と課題● 

洪水時における河川

管理者からの情報提

供等の内容及びタイ

ミング 

 

 

 

 

 

 

 

○阿賀野川・早出川（国管理区間）において想定最

大規模及び河川整備基本方針に基づく計画規模の

外力及び想定最大規模の外力による洪水浸水想定

区域図を阿賀野川河川事務所のHP等で公表してい

る。 

○阿賀野川・早出川（県管理区間）、常浪川におい

て計画規模の外力による浸水想定区域図をHP等で

公表している。 

○避難指示の発令判断の目安となる氾濫危険情報の

発表等の洪水予報を阿賀野川河川事務所と気象台

の共同で実施している。早出川では水位到達情報

の提供により水位周知を実施している。 

○災害発生のおそれがある場合は、阿賀野川河川事

務所長から関係の首長に情報伝達（ホットライ

ン）を実施している。 

●浸水想定区域図等が洪水に対するリスクと

して認識されていないことが懸念される。 
A 

●水位予測の精度の問題や長時間先の予測情

報不足から、水防活動の判断や住民の避難

行動の参考となりにくい。 

B 
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 ①情報伝達、避難計画等に関する事項 

項 目 現状○と課題● 

避難指示等の発令基

準 

 

○地域防災計画に具体的な避難指示の発令基準や対

象地域を明記している。（国のガイドライン

（案）に基づく見直し済） 

○阿賀野川本・支川（国管理区間）における避難指

示等の発令に着目した防災行動計画（タイムライ

ン）を作成している。 

●阿賀野川本・支川（県管理区間）における

避難指示等の発令に着目したタイムライン

が未整備であるため適切な防災情報の伝達

に対して懸念がある。 

●避難指示等の発令に着目したタイムライン

が実態に合ったものになっているかが懸念

される。 

C 

避難場所・避難経路 ○避難場所として、公共施設を指定し、想定最大規

模及び計画規模の洪水に対する水害ハザードマッ

プ等で周知している。 

●大規模氾濫による避難者数の増加や避難場

所、避難経路が浸水する場合には、住民の

避難が適切に行えないことが懸念される。 

D 

●大規模氾濫による避難場所周辺の浸水継続

時間が長期に渡る場合には、住民等が長期

にわたり孤立することが懸念される。 

E 

●避難に関する情報は水害ハザードマップ等

で周知しているが、住民等に十分に認知さ

れていないおそれがある。 

F 
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 ①情報伝達、避難計画等に関する事項 

項 目 現状○と課題● 

住民等への情報伝達

の体制や方法 

○防災行政無線によるサイレン吹鳴及び避難勧告等

の放送、災害情報や緊急速報のメール配信、ＳＮ

Ｓ、緊急告知ＦＭラジオ、ＴＶ電話、広報車によ

る周知、報道機関への情報提供等を実施してい

る。 

○河川管理者、ダム管理者等からWEB等を通じた河川

水位、ダム放流、ライブ映像情報などを住民等に

情報提供している。 

○河川氾濫の恐れがある場合（氾濫危険水位を超え

た）及び河川氾濫が発生した場合に緊急速報メール

を活用したプッシュ型配信にて洪水時における流

域住民の主体的な避難を促進する。 

●大雨・暴風により防災行政無線が聞き取りに

くい状況がある。 
G 

●WEB等により各種情報を提供しているが、住

民自らが情報を入手するまでに至っていない

懸念がある。 

H 

●災害時に国・県・市においてWEBやメール配

信による情報発信を行っているが、一部の利

用にとどまっているため、広く周知・啓発を

行い、利用者の拡大が求められている。 

I 

●住民の避難行動の判断に必要な氾濫原を共有

する他水系の防災情報や切迫が伝わるライブ

映像等が提供できていない懸念がある。 

J 

避難誘導体制 ○避難誘導は、警察、消防機関、自主防災組織、水

防団員（消防団員）と協力して実施している。 

●災害時の具体的な避難支援や避難誘導体制が

確立されていないため、特に要配慮者等の迅

速な避難が確保できないおそれがある。 

K 

 

  

資料-3-1-10



 

 

 ②水防に関する事項 

項 目 現状○と課題● 

河川水位等に係る情

報提供 

 

 

 

 

 

○国土交通省、新潟県が基準観測所の水位により水

防警報を発表している。水防団員へ水防警報迅速

化システムにより情報提供している。 

○災害発生のおそれがある場合は、阿賀野川河川事

務所長から沿川自治体の首長に情報伝達（ホット

ライン）をしている。 

○基準観測所において、氾濫注意水位を超える恐れ

がある場合は 6 時間後までの水位予測結果を毎正

時に提供している。 

○自治体向け水害リスクラインにより、各観測所の

現況水位および基準観測所の 6 時間後までの水位

予測結果をリアルタイムで提供している。 

●優先的に水防活動を実施すべき箇所の特

定・共有が難しい。 
L 

●堤防高が局所的に低く、水防活動に時間を

要する羽越本線橋梁右岸堤防において迅速

かつ適切な水防活動に懸念がある。 

M 

河川の巡視区間 

 

 

 

 

 

 

 

○出水期前に、自治体、水防団等と重要水防箇所の

合同巡視を実施している。また、出水時には、水

防団等と河川管理者がそれぞれ河川巡視を実施し

ている。 

○地域防災計画により、浸水被害が予想される箇所

を巡回し、現状把握に努めている。 

●河川巡視等で得られた情報について、水防

団等と河川管理者で共有が不十分であり、

適切な水防活動に懸念がある。 

N 

●水防団員が減少・高齢化等している中でそ

れぞれの受け持ち区間全てを回りきれない

ことや、定時巡回ができない状況にある。 

O 

●水防活動を担う水防団員（消防団員）は、

水防活動に関する専門的な知見等を習得す

る機会が少なく、的確な水防活動ができな

いことが懸念される。 

P 
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 ②水防に関する事項 

項 目 現状○と課題● 

水防資機材の整備状

況 

 

 

○防災ステーション、各機関の水防倉庫等に水防資

機材を備蓄している。 

●水防資機材の不足、劣化状況の確認、各機

関の備蓄情報の共有等が不十分であり、適

切な水防活動に懸念がある。 

●水防団員の高齢化や人数の減少により従来

の水防工法では迅速に実施できるか懸念が

ある。 

Q 

●鬼怒川での堤防決壊箇所の復旧内容を踏ま

え、阿賀野川での堤防決壊時の資機材の再

確認が必要である。 

R 

市・町庁舎、災害拠

点病院等の水害時に

おける対応 

○防災拠点となる市・町庁舎は洪水浸水想定区域外

又は、自家発電機室、コンピュータサーバーなど

上階に設置され防災拠点機能を確保している。 

●庁舎等が浸水想定区域内に存在している。 S 
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 ③氾濫水の排水、施設運用等に関する事項 

項 目 現状○と課題● 

排水施設、排水資機

材の操作・運用 

 

 

 

 

○排水ポンプ車や照明車等の災害対策車両・機器に

おいて平常時から定期的な保守点検を行うととも

に、機械を扱う職員等への訓練・教育も実施し、

災害発生による出動体制を確保している。 

○排水ポンプ車をはじめとした災害対策車両・機器

の配置･派遣ルート等の排水作業にかかる計画を

作成している。 

○樋門･陸閘の操作点検を出水期前に実施している｡ 

○雨水ポンプ場等による排水活動及びポンプ委託に

よる内水排除対策を実施している。 

●排水すべき水のボリュームが大きく、現状

の施設配置計画では、今後想定される大規

模浸水に対する早期の社会機能回復の対応

を行えない懸念がある。 

T 

●現状において早期の社会機能回復のために

有効な排水計画がないため、既存の排水施

設、排水系統も考慮しつつ排水計画を検討

する必要がある。 

U 

既存ダムにおける洪

水調節の現状 

○洪水調節機能を有する大川ダム、早出川ダムなど

で、洪水を貯留することにより、下流域の被害を

軽減させている。 

 

資料-3-1-13



 

 

 ④河川管理施設の整備に関する事項 

項 目 現状○と課題● 

堤防等河川管理施設

の現状の整備状況及

び今後の整備内容 

 

 

 

 

○計画断面に満たない堤防や流下能力が不足する箇

所に対し、上下流バランスを保ちながら堤防整備、

河道掘削などを推進している。 

○堤防の漏水や侵食など越水以外にも洪水に対する

リスクが高い箇所について、整備を推進してい

る。 

●計画断面に対して高さや幅が不足している

堤防や流下能力が不足している河道があ

り、洪水により氾濫するおそれがある。 

V 

●堤防の漏水や侵食など越水以外にも洪水に

対するリスクが高い箇所が存在している。 
W 

●洪水に対するリスクが高いにも関わらず、

住民避難等の時間確保に懸念がある。 
X 
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５．減災のための目標 

 

円滑かつ迅速な避難や水防活動の実施、氾濫水の排水等の対策を実施することで、

各構成員が連携して達成すべき減災目標は以下のとおりとした。 

 

 【阿賀野川で達成すべき目標】 

 自然排水が困難な低平地が広がる下流域の地形特性を踏ま

え、阿賀野川の大規模水害に対し、『安全な場所への確実な避難』

『社会経済被害の最小化』を目標とする。 

 ※ 大規模水害・・・・・発生が想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水氾濫による被害 

 ※ 安全な場所への確実な避難・・・・・浸水深が深い、家屋倒壊等氾濫想定区域内では水平避難が必要であり、そ

れ以外の浸水区域においても水平避難及び垂直避難が求められる 

 ※ 社会経済被害の最小化・・・・・大規模水害による社会経済被害を軽減し、早期に経済活動を再開できる状態 

 

上記目標の達成に向け、阿賀野川などにおいて、河川管理者が実施する堤防

整備等の洪水を安全に流す対策に加え、以下の取り組みを実施する。 

①阿賀野川の大規模水害における特徴を踏まえた避難行動の取り組み 

②氾濫被害の軽減や避難時間確保のための水防活動の取り組み 

③一刻も早く社会経済活動を回復させるための排水活動の取り組み 
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６.実施する取組 

 

 氾濫が発生することを前提として、社会全体で、常にこれに備える「水防災 

意識社会」を再構築することを目的に、各構成員が取り組む主な内容は次のと

おりである。（別紙－２参照） 

 

１）ハード対策の主な取組 

 各参加機関が実施するハード対策のうち、主な取組項目・目標時期・取組機関

は、以下のとおりである。 
 

主な取組項目 
課題の 

対応 
目標時期 取組機関 

■洪水を河川内で安全に流す対策 

① ＜阿賀野川＞ 

・下里地区堤防整備・河道掘削 
Ｕ R3年度完成 北陸地整 

② ・漏水箇所の堤防整備 Ｖ 引き続き実施 北陸地整 

③ ・蔵岡地区侵食対策 Ｖ 引き続き実施 北陸地整 

④ ・その他区間･支川の堤防整備 Ｕ 引き続き実施 北陸地整 
新潟県 

■危機管理型ハード対策 

① ＜阿賀野川＞ 

・天端保護 
Ｗ 引き続き実施 北陸地整 

新潟県 

■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備 

① ・新技術を活用した水防資機材の検討及び

配備 Ｍ,Ｐ 

Ｑ 

引き続き実施 北陸地整、新潟県 

新潟市、阿賀野市 

五泉市、阿賀町 

新発田市 

② ・円滑な避難活動や水防活動を支援するた

め、CCTVカメラ、簡易水位計や量水標等の

設置 
Ｌ,Ｊ 

引き続き実施 北陸地整 

新潟県 

③ ・洪水予測や水位情報の提供の強化（ダム

放流警報設備等の耐水化や改良等、水門観

測所の停電対策） 

Ｊ 

引き続き実施 北陸地整 

④ ・庁舎等の耐水化、非常用電源の整備 Ｓ 引き続き検討 北陸地整、阿賀町 

⑤ ・災害拠点病院等の機能確保のための対策

の実施状況を共有 
Ｓ 

引き続き実施 北陸地整、阿賀野市 

⑥ ・排水機場の耐水化 Ｔ,Ｕ 引き続き実施 新潟市 

⑦ ・応急的な避難場所の確保 
Ｅ 

引き続き実施 北陸地整、阿賀野

市、阿賀町 
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２）ソフト対策の主な取組 

 各参加機関が実施するソフト対策のうち、主な取組項目・目標時期・取組機関

については、以下のとおりである。 
 
①円滑かつ迅速な避難行動のための取組 

住民自らによる情報の収集、住民の避難行動に資するための情報発信等の不足

が懸念されるため、住民の適切な避難行動に資するための取組として、以下のと

おり実施する。 

主な取組項目 

課題の 

対応 目標時期 取組機関 

■情報伝達、避難計画等に関する取組 

① 
 

・リアルタイムの情報提供やプッシュ型情

 報の発信など防災情報の充実 
Ｇ,Ｈ 
Ｉ,Ｊ 

引き続き実施 北陸地整、気象台、 

新潟県、新潟市、 

阿賀野市、五泉市、 

阿賀町、新発田市、 

東北電力 

② ・洪水予測や河川水位の状況に関する解説 Ｂ,Ｈ,
Ｉ,Ｊ 

引き続き実施 北陸地整 

③ ・関係機関と連携した防災行動計画（タイ

ムライン）の整備 Ｃ 

引き続き実施 

 

北陸地整、気象台、 

新潟市、阿賀野市、 

新発田市 

④ ・避難指示等の発令に着目した防災行動計

画（タイムライン）の整備及び検証と改善 
Ｃ 

引き続き実施 北陸地整、気象台、 

新潟県、新潟市、 

阿賀野市、五泉市、 

阿賀町、新発田市 

⑤ ・想定最大規模も含めた破堤点別浸水想定

区域図、家屋倒壊等氾濫想定区域の公表 
（浸水ナビ等による公表） 

Ｄ,Ｅ

Ｆ 

引き続き実施 新潟県 

⑥ ・立ち退き避難が必要な区域及び避難方法

の検討 
Ｄ,Ｅ 

Ｆ,Ｋ 

引き続き実施 新潟県、新潟市、 

阿賀野市、五泉市、 

阿賀町、新発田市 

⑦ ・参加市・町による広域避難計画の策定及

び支援 
Ｄ,Ｅ 

引き続き実施 北陸地整、気象台、 

新潟県、新潟市、 

阿賀野市、五泉市 

新発田市 

⑧ ・広域的な避難計画等を反映した新たな洪

水ハザードマップの策定・周知 
Ｄ,Ｅ

Ｆ 

引き続き実施 北陸地整、新潟市、 

阿賀野市、五泉市、 

阿賀町、新発田市 
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⑨ ・水位周知河川の見直し及び追加指定の検

討 
Ｂ 

引き続き検討 新潟県、五泉市 

⑩ ・水位予測の検討及び精度の向上 
Ｂ,Ｍ 

引き続き検討 北陸地整 

新潟県 

⑪ ・気象情報発信時の「危険度の色分け」や

「警報級の現象」等の改善 
Ｊ 

引き続き実施 気象台 

⑫ ・流域雨量指数（洪水警報の危険度分布）

を活用した水害危険性周知を検討 
Ｂ 

引き続き検討 気象台、阿賀野市、 

五泉市、新発田市 

⑬ ・関係機関が連携した訓練の実施 
Ｃ,Ｉ 

Ｊ 

引き続き実施 北陸地整、気象台、 

新潟県、新潟市、 

阿賀野市、五泉市、 

新発田市 

⑭ ・市町村庁舎や災害拠点病院の施設関係者

への情報伝達体制、方法について検討 
Ｉ,Ｋ 

引き続き実施 北陸地整、気象台、 

新潟県、阿賀野市、 

五泉市、阿賀町、 

新発田市 
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※ 阿賀野川流域の減災に係る取組方針「広域避難計画」、「広域的な避難計画」とは、立ち退き避難を行う

際、地域、地形、被害などの状況によっては、隣接市町村への避難が有効な地区の避難計画をいう。 

※ 浸水ナビとは、自宅などの調べたい地点をＷＥＢサイト上で指定することにより、どの河川が氾濫した場

合に浸水するか、河川の決壊後どれくらいの時間で氾濫水が到達するか、浸水した状態がどれくらいの時間

継続するか等をアニメーションやグラフで表示するシステムをいう。 

※ 警報級の現象とは、ひとたび起これば社会的に大きな影響を与える現象をいう。 

  

■平時から住民等への周知・教育・訓練に関する取組 

① ・自治会や地域住民が参加した洪水に対

するリスクの高い箇所の共同点検の実施 
Ａ 

毎年実施 北陸地整、新潟県、 

新潟市、阿賀野市、 

五泉市、阿賀町 

新発田市 

② ・小中学校等における水災害教育を実施 

Ａ 

引き続き実施 北陸地整、気象台、 

新潟県、新潟市、 

阿賀野市、五泉市、 

阿賀町、新発田市 

③ ・出前講座等を活用し、水防災等に関す

る説明会を開催 

Ａ 

引き続き実施 北陸地整、気象台、 

新潟県、新潟市、 

阿賀野市、五泉市、 

阿賀町、新発田市 

東北電力 

④ ・まるごとまちごとハザードマップを整

備 

Ｄ,Ｆ

Ｉ 

引き続き実施 北陸地整、新潟県、 

阿賀野市、五泉市 

⑤ ・効果的な「水防災意識社会」の再構築

に役立つ広報や資料を作成・配布 
Ｈ 

引き続き実施 北陸地整、気象台、 

新潟県、新潟市、 

阿賀野市、五泉市、 

阿賀町、新発田市 

⑥ ・住民の防災意識を高め、地域の防災力

の向上を図るための自主防災組織の充実 
Ｋ 

引き続き実施 新潟市、阿賀野市、 

五泉市、阿賀町 

⑦ ・土砂災害に関する行動計画策定の支援 

 
 

引き続き検討 新潟市、新発田市 

⑧ ・地域防災力の向上のための人材育成 

 
Ｋ 

引き続き実施 北陸地整、新潟市、 

五泉市、新発田市 

⑨ ・本川と支川の合流部等の対策（リスク

情報の共有） 
Ｈ,Ｉ 

引き続き実施 北陸地整、阿賀町 

⑩ ・関係機関が連携して、自治体の避難情

報、河川やダム等の防災情報等を活用し

た住民参加型の避難訓練や、避難場所へ

の避難訓練の実施 

 

引き続き実施 気象台、新潟市、 

阿賀野市、五泉市、 

阿賀町、新発田市 
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②洪水氾濫による被害の軽減及び避難時間の確保のための水防活動等の取組 
水防団等との情報共有の不足や、要配慮者利用施設等の自衛水防への支援不足

が懸念されるため、水防活動に対する情報共有や支援に資するための取組として、

以下のとおり実施する。 

主な取組項目 
課題の 

対応 
目標時期 取組機関 

■水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する取組 

① ・水防団等への連絡体制の確認と首長も参

加した実践的な情報伝達訓練の実施 

Ｎ 

引き続き毎年

実施 

北陸地整、気象台、 

新潟県、新潟市、 

阿賀野市、五泉市、 

阿賀町、新発田市 

東北電力 

② ・自治体関係機関や水防団が参加した洪水

に対するリスクの高い箇所の合同巡視の実

施 

Ｌ,Ｍ

Ｎ 

引き続き毎年

実施 

北陸地整、新潟県、 

新潟市、阿賀野市、 

五泉市、阿賀町、 

新発田市、東北電力 

③ ・水防団間での連携、協力に関する検討、

調整 
Ｏ,Ｑ 

引き続き検討 阿賀野市、五泉市、 

新発田市 

④ ・毎年、関係機関が連携した水防実働訓練

等を実施 

Ｐ,Ｑ 

引き続き毎年

実施 

北陸地整、気象台、 

新潟県、新潟市、 

阿賀野市、五泉市、 

阿賀町、新発田市 

東北電力 

⑤ ・水防活動の担い手となる水防協力団体の

募集・指定を促進 Ｏ,Ｑ 

引き続き実施 新潟市、阿賀野市、 

五泉市、阿賀町 

新発田市 

⑥ ・洪水に対するリスクが特に高いＪＲ羽越

本線橋梁右岸部の水防活動に着目したタイ

ムラインの整備 

Ｕ 

引き続き実施 北陸地整 

阿賀野市、他 

⑦ ・国・県・自治体職員等を対象に、水防技

術講習会を実施 
Ｐ 

引き続き実施 北陸地整、新潟県 

新潟市、阿賀野市、 

五泉市、阿賀町 

新発田市 

⑧ ・大規模災害時の復旧活動の拠点等配置計

画の検討を実施 
Ｒ 

引き続き検討 北陸地整、新潟県 
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■流域対策に関する取組 

① ・浸水被害軽減地区の指定のための情報提

供及び複数市町村に影響が想定される場合

の共有、連携 

Ｄ,Ｅ 

引き続き実施 北陸地整 

② ・立地適正化計画の作成 

 
 

引き続き検討 新潟市 

■避難行動要支援者の迅速かつ適切な避難および大規模工場等の自衛水防の推進に関する

取組 

 

① 

 

 

・要配慮者利用施設による避難確保計画の

作成に向けた支援を実施 
Ｋ 

引き続き実施 北陸地整、新潟県 

新潟市、阿賀野市 

五泉市、阿賀町、 

新発田市 

② ・大規模工場等への浸水リスクの説明と水

害対策等の啓発活動 
Ｉ 

引き続き実施 北陸地整、新潟市 

③ ・早期復興を支援する事前の準備（民間企

業BCP策定支援） 
Ｉ 

  

 

④ ・避難行動要支援者ごとに個別避難計画を

作成 Ｋ 

引き続き実施 新潟市、阿賀野市 

五泉市、阿賀町 

新発田市 
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③社会経済活動を取り戻すための排水活動及び施設運用の強化 
現状のポンプ車配置計画では大規模浸水の対応が行えない等の懸念があるため、

確実な住民避難等に資する取組として、以下のとおり実施する。 

 
 
 
 
 
 
 
 

主な取組項目 
課題の 

対応 
目標時期 取組機関 

■救援・救助活動の効率化に関する取組 

① ・大規模災害時の救援・救助活動等支援

のための拠点等配置計画の検討を実施 
Ｅ,Ｓ 

引き続き実施 北陸地整、新潟県 

新潟市、阿賀野市、 

五泉市、阿賀町 

新発田市 

■排水計画（案）の作成及び排水訓練の実施 

① ・大規模水害を想定した阿賀野川排水計画

（案）の検討を実施 
Ｓ,Ｔ 

引き続き実施 北陸地整、新潟県、 

新潟市、阿賀野市、 

五泉市、阿賀町 

新発田市 

② ・排水ポンプ車の出動要請の連絡体制等を

整備 
Ｔ 

引き続き毎年

実施 

北陸地整、新潟県、 

新潟市、阿賀野市、 

五泉市、阿賀町 

新発田市 

③ ・関係機関が連携した排水実働訓練の実施 

Ｕ 

引き続き実施 北陸地整、新潟県、 

新潟市、阿賀野市、 

五泉市、阿賀町、 

新発田市、東北電力 

④ ・内水排水ポンプの運転調整の検討 Ｔ,Ｕ 

Ｖ 

引き続き検討 北陸地整、新潟市、 

阿賀野市 

■水防団等による避難時の声かけ等の取組 

① ・協議会等の場を活用して、自主防災組織

、福祉関係者、水防団、水防協力団体等に

よる避難時の声かけや避難誘導を含む訓練

及び出水時における実際の事例の情報を共

有 

 

引き続き実施 新潟市、阿賀町、 

新発田市 
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■水害からの高齢者の避難行動の理解促進に向けた取組 

① ・市町村の防災部局だけでなく高齢者福祉

部局についても、協議会等への参加や防災

部局から当該協議会等に関する情報提供を

受けるなどにより情報共有を実施 

 

引き続き検討 北陸地整、新潟市、 

阿賀野市、五泉市、 

阿賀町、新発田市 

② ・地域包括支援センターにハザードマップ

の掲示や避難訓練のお知らせ等の防災関連

のパンフレット等を設置 

 

 

引き続き実施 新潟市、阿賀野市、 

五泉市、阿賀町、 

新発田市 

③ ・協議会毎に地域包括支援センター・ケア

マネジャーと連携した水害からの高齢者の

避難行動の理解促進に向けた取組の実施お

よびその状況を共有 

 

引き続き検討 北陸地整、新潟市、 

阿賀野市、五泉市、 

阿賀町、新発田市 
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７．フォローアップ 

 
 各機関の取組については、必要に応じて、防災業務計画や地域防災計画、河川

整備計画等に反映することなどによって責任を明確にし、組織的、計画的、継続

的に取り組むことが重要である。 
 
 原則、本協議会を毎年出水期前に開催し、取組の進捗状況を確認し、必要に応

じて取組方針を見直すこととする。また、実施した取組についても訓練等を通じ

て習熟、改善を図るなど、継続的なフォローアップを行うこととし、阿賀野川水

系（阿賀野川）流域治水会議と連携し必要に応じ、随時、取組方針を見直すこと

とする。 
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阿賀野川流域の減災に係る取組方針 現行・次期対比表 

H28.6.24 現行 取組方針 次期 取組方針（案） 変更理由 

「水防災意識社会 再構築ビジョン」に基づく

阿賀野川流域の減災に係る取組方針

平成２８年６月２４日

阿賀野川大規模氾濫に関する減災対策協議会

「水防災意識社会 再構築ビジョン」に基づく

阿賀野川流域の減災に係る取組方針

（案）

令和 年 月 日

阿賀野川大規模氾濫に関する減災対策協議会

資料－３－２
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１．はじめに 

 

 平成 27 年９月関東・東北豪雨災害により、鬼怒川の下流部は堤防が決壊するなど、氾

濫流による家屋の倒壊・流失や広範囲かつ長期間の浸水が発生した。また、これらに避

難の遅れも加わり、近年の水害では類を見ないほどの多数の孤立者が発生した。このよ

うなことから、国土交通大臣から社会資本整備審議会会長に対して「大規模氾濫に対す

る減災のための治水対策のあり方について」が諮問され、平成 27 年 12 月 10 日に「大規

模氾濫に対する減災のための治水対策のあり方について～社会意識の変革による「水防

災意識社会」の再構築に向けて～」が答申された。 

 

 国土交通省では、この答申を踏まえ、新たに「水防災意識社会 再構築ビジョン」と

して、全ての直轄河川とその氾濫により浸水のおそれのある市町村（109 水系、730 市

町村）において、平成 32 年度を目途に水防災意識社会を再構築する取組を行うことと

し、各地域において、河川管理者・都道府県・市町村等からなる協議会等を新たに設置

して減災のための目標を共有し、ハード・ソフト対策を一体的・計画的に推進すること

とした。 

 

 阿賀野川流域では、この「水防災意識社会 再構築ビジョン」に基づき、地域住民の安

全安心を担う沿川３市１町（新潟市、五泉市、阿賀野市、阿賀町）、東北電力株式会社

会津若松支社、新潟県、新潟地方気象台、北陸地方整備局阿賀野川河川事務所で構成さ

れる「阿賀野川大規模氾濫に関する減災対策協議会」（以下「本協議会」という。）を

平成 28 年４月 12 日に設立した。 

本協議会では、阿賀野川の地形的特徴や被害状況、現状の取組状況の共有を図るとと

もに、主な水防災上の課題として以下を抽出した。 

 

１）阿賀野川は、約 100km2 のゼロメートル地帯を含む低平地を抱え、氾濫した場合の

浸水域は広範にわたり、浸水深が大きくなる。また、自然排水が困難な氾濫流が吐け

にくい地形的な特徴を有しており、家屋倒壊等氾濫想定区域や浸水深が深い区域で

は、その場に留まらない「立ち退き避難行動」が必要である。 

２）上下流バランスを保ちながら堤防等の整備を進めているものの、堤防高が不足して

いる箇所や堤防の漏水や侵食など越水以外にも洪水に対するリスクが高い箇所が存

在している。 

３）支川の早出川は流出が早く急激な水位上昇に注意が必要である。 

４）新たに公表した洪水浸水想定区域内には、新潟駅周辺をはじめ人口が集中（約 41

万人に影響）する市街地が形成され、住居、商業、産業が集積している。 

５）また、市役所、区役所をはじめ主要な公共施設及び国道７号、49 号などの主要幹線

道路、緊急輸送道路が１週間以上にわたり浸水するおそれがあり、社会経済が大きな

打撃を受けて復旧活動の遅れが懸念される。 

 

このような課題に対し、本協議会においては、『自然排水が困難な低平地が広がる下

流域の地形特性を踏まえ、阿賀野川の大規模水害に対し、「安全な場所への確実な避難」

「社会経済被害の最小化」を目指す』ことを目標と定め、平成 32 年度までに各構成員

が連携して取り組み、水防災意識社会の再構築を行うこととして、阿賀野川の減災に関

１．はじめに 

 

 平成 27 年９月関東・東北豪雨災害により、鬼怒川の下流部は堤防が決壊するなど、氾

濫流による家屋の倒壊・流失や広範囲かつ長期間の浸水が発生した。また、これらに避

難の遅れも加わり、近年の水害では類を見ないほどの多数の孤立者が発生した。このよ

うなことから、国土交通大臣から社会資本整備審議会会長に対して「大規模氾濫に対す

る減災のための治水対策のあり方について」が諮問され、平成 27 年 12 月 10 日に「大規

模氾濫に対する減災のための治水対策のあり方について～社会意識の変革による「水防

災意識社会」の再構築に向けて～」が答申された。 

 

 国土交通省では、この答申を踏まえ、新たに「水防災意識社会 再構築ビジョン」と

して、全ての直轄河川とその氾濫により浸水のおそれのある市町村（109 水系、730 市

町村）において、平成 32 年度を目途に水防災意識社会を再構築する取組を行うことと

し、各地域において、河川管理者・都道府県・市町村等からなる協議会等を新たに設置

して減災のための目標を共有し、ハード・ソフト対策を一体的・計画的に推進すること

とした。 

 

 阿賀野川流域では、この「水防災意識社会 再構築ビジョン」に基づき、地域住民の安

全安心を担う流域４市１町（新潟市、五泉市、阿賀野市、新発田市、阿賀町）、東北電

力株式会社会津若松支社、新潟県、新潟地方気象台、北陸地方整備局阿賀野川河川事務

所で構成される「阿賀野川大規模氾濫に関する減災対策協議会」（以下「本協議会」と

いう。）を平成 28 年４月 12 日に設立した。 

本協議会では、阿賀野川の地形的特徴や被害状況、現状の取組状況の共有を図るとと

もに、主な水防災上の課題として以下を抽出した。 

 

１）阿賀野川は、約 100km2 のゼロメートル地帯を含む低平地を抱え、氾濫した場合の

浸水域は広範にわたり、浸水深が大きくなる。また、自然排水が困難な氾濫流が吐け

にくい地形的な特徴を有しており、家屋倒壊等氾濫想定区域や浸水深が深い区域で

は、その場に留まらない「立ち退き避難行動」が必要である。 

２）上下流バランスを保ちながら堤防等の整備を進めているものの、堤防高が不足して

いる箇所や堤防の漏水や侵食など越水以外にも洪水に対するリスクが高い箇所が存

在している。 

３）支川の早出川は流出が早く急激な水位上昇に注意が必要である。 

４）新たに公表した洪水浸水想定区域内には、新潟駅周辺をはじめ人口が集中（約 41

万人に影響）する市街地が形成され、住居、商業、産業が集積している。 

５）また、市役所、区役所をはじめ主要な公共施設及び国道７号、49 号などの主要幹線

道路、緊急輸送道路が１週間以上にわたり浸水するおそれがあり、社会経済が大きな

打撃を受けて復旧活動の遅れが懸念される。 

 

このような課題に対し、本協議会においては、『自然排水が困難な低平地が広がる下

流域の地形特性を踏まえ、阿賀野川の大規模水害に対し、「安全な場所への確実な避難」

「社会経済被害の最小化」を目指す』ことを目標と定めた、平成 32 年度までに各構成

員が連携して取り組み、水防災意識社会の再構築を行うこととして、阿賀野川の減災に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時点修正 

 

 

 

 

 

 

P5 記載の課題

と重複するた

め 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料-3-2-2
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２．本協議会の構成員 

 

 本協議会の参加機関及び構成員は以下のとおりである。 

参加機関 構成員 

 

新潟市 

五泉市 

阿賀野市 

阿賀町 

東北電力（株）会津若松支社 

新潟県 新潟地域振興局 

  〃  新発田地域振興局 

  〃  新潟地域振興局 新津地域整備部 

  〃  新潟地域振興局 津川地区振興事務所 

 新潟地方気象台 

 北陸地方整備局 阿賀野川河川事務所 

 

＜オブザーバー＞ 

 新発田市 

 東日本旅客鉄道（株）新潟支社 

 北陸地方整備局 河川部 

 

 

市長 

市長 

市長 

町長 

支社長 

地域整備部長 

 地域整備部長 

 地域整備部長 

 所長 

 次長 

 所長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．本協議会の構成員 

 

 本協議会の参加機関及び構成員は以下のとおりである。 

参加機関 構成員 

 

新潟市 

五泉市 

阿賀野市 

新発田市 

阿賀町 

東北電力（株）会津若松支社 

新潟県 新潟地域振興局  地域整備部 

  〃  新発田地域振興局  地域整備部 

  〃  新潟地域振興局    新津地域整備部 

  〃  新潟地域振興局    津川地区振興事務所 

 新潟地方気象台 

 北陸地方整備局 阿賀野川河川事務所 

 

＜オブザーバー＞ 

新発田市 

 東日本旅客鉄道（株）新潟支社 

 北陸地方整備局 河川部 

 

 

市長 

市長 

市長 

市長 

町長 

支社長 

地域整備部長 

 地域整備部長 

 地域整備部長 

 所長 

 次長台長 

 所長 
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３．阿賀野川の概要と主な課題 

 

（１）流域・地形の特徴 

①流域の特性 

阿賀野川流域は、新潟、福島、群馬県にまたがり、幹川流路延長 210km、流域面積

7,710km2 と大きく、馬下地点での年総流出量約 142 億 m3、洪水を防ぐための計画で基

準とする基本高水流量は 15,700m3/s と我国有数の規模を誇る大河である。 

 

かつて泥田とよばれた越後平野は大河津分水路通水（大正 11 年）と阿賀野川大改修

（大正４年着手）という２大河川改修により、洪水に対する安全度が飛躍的に向上し、

交通網の整備や市街化が進んだ。 

沿川の新潟市、阿賀野市、五泉市、阿賀町における想定氾濫区域には約 80 万人が居

住しており、特に新潟市中央区に位置する新潟駅周辺は住居が集中していることに加

え、商業、産業が集積しており、昼間は周辺市町村からの流入人口も多い。また、沿川

各地域には高齢化率の高い地域が存在する。さらには、主要幹線道路で災害時における

救援活動、生活物資や復旧物資輸送等の確保などの緊急活動のための緊急輸送道路であ

る国道７号、49 号などが存在する。 

 

②洪水・氾濫の特性 

上流部は 1,000m～2,000m 級の山々が周囲にそびえる福島県会津盆地が存在し、上流

部の広大な空間から幾多の川を集めて山間狭隘部を流下し、越後平野を経て日本海へと

流れてくる。このため、上流域の降雨の影響を受けやすい特徴を有する。 

 

流域の気候は、下流部の越後平野、上流部の会津地方、一大支川只見川が流れる只見

地方は、越後山脈を境に気候が変わるため上流域の降雨に伴う洪水の危険度を認識しに

くい特徴がある。 

 

阿賀野川の地形は、阿賀町の山間部（新潟県管理）を流れ、五泉市馬下地先より下流

（国管理）は、広大な扇状地を呈した越後平野が形成され、山地部と海岸砂丘に挟まれ

た区間は、約 100km2 もの海抜ゼロメートル以下の地帯を含む低平地が広がるため、氾濫

した場合の浸水域は広範にわたり、浸水深が大きく、浸水深が２階以上となる区域や氾

濫流が吐けにくい地形的な特徴から浸水継続時間が長期にわたる区域が存在する。 

 

低平地部は、河床勾配が緩やかなため、洪水時に河川水位が高い状態が長時間継続す

ることにより、多数の旧河道跡に築造された堤防では漏水のリスクを抱えている。また、

河道が大きく蛇行し、外湾部では水衝部が形成され、侵食により堤防が被災しやすい特

性を有している。支川早出川は急峻な山々や河床勾配が急なため、その名のとおり、洪

水の流出が早い特徴がある。 

 

（２）過去の被害状況と河川改修の状況 

①過去の被害 

大正２年８月の「木津切れ」では、小阿賀野川（新潟県管理）の堤防が約 200m にわた

り決壊し、亀田郷（現在の新潟市江南区周辺）において浸水家屋 1,440 戸、流出家屋１
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戸、死者２名を出す甚大な被害が発生した。 

 

昭和 41 年７月、昭和 42 年８月の洪水では、隣接する加治川の決壊による流入も加わ

り、阿賀野川右岸部の低平地を中心とする一帯（現在の新潟市北区、阿賀野市）では、

長期間の浸水による甚大な被害が生じた。このうち、昭和 41 年７月の洪水では、泥沼化

した低平地の氾濫流を緊急排水や阿賀野川の右岸堤の開削などの緊急措置を講じて、湛

水日数を最小限にとどめた。 

 

昭和 53 年６月洪水では、阿賀野川沿川各地の支川で越水、氾濫が発生し、家屋の半

壊・床上浸水 2,176 戸、床下浸水 5,572 戸に及ぶ甚大な被害が生じた。特に右岸部新井

郷川流域の内水氾濫は排水機場をフル運転でも５日間という長きにわたった。 

 

近年では、平成 23 年７月（観測史上第１位）の新潟・福島豪雨では溢水により、家屋

全半壊 209 戸、床上・床下浸水 415 戸、国道 49 号の通行止めなどの一般被害の他、旧河

道上の堤防で多数漏水が発生するなど河川管理施設においても甚大な被害が発生した。 

 

昨年、平成 27 年９月関東・東北豪雨では、鬼怒川流域において大規模な水害が発生し

たが、北部で隣接する阿賀野川流域においても栃木・福島県南北にまたがる線状降雨帯

の影響により、観測史上第７位の洪水が発生し、避難判断水位を超過し、新潟市におい

て避難準備情報が発令された他、阿賀町で浸水被害や国道 49 号の通行止めなどの被害

が発生した。 

 

 

 

 

②河川改修の状況 

平成 28 年５月に策定した「阿賀野川水系河川整備計画（国管理区間）」では、洪水に

よる災害の発生の防止及び軽減に関する目標として、「阿賀川での戦後最大相当規模の

洪水（基準点山科で 3,900m3/s）の流下、下流部の阿賀野川では、阿賀川及び只見川で安

全に流下できる洪水と同じ規模の洪水（基準点馬下で 11,200m3/s）の安全な流下」を可

能とするための整備を進めるとしている。 

現状では、上下流バランスを確保しつつ、整備が行われているものの、局所的に堤防

の低い箇所や堤防高が不足している区間が存在しており、生起確率 150 年の洪水に対し

安全に流下できる状態にはなっていない。 

 

阿賀野川での主な課題は、以下のとおりである。 

１）阿賀野川は、山間部と海岸砂丘に囲まれた低平地(ゼロメートル地帯)を抱え、

浸水域は広範にわたり、浸水深も大きくなる。また、自然排水が困難な氾濫流

が吐けにくい地形的な特徴を有しており、家屋倒壊等氾濫想定区域や浸水深が

深い区域では、その場に留まらない「立ち退き避難行動」が必要である。 

２）阿賀野川下流域の越後平野と上流部の会津地方では、気候や降雨特性が異な

り、下流域の住民が上流域の降雨に伴う洪水氾濫の危険度を認識しにくいおそ

れがある。 

戸、死者２名を出す甚大な被害が発生した。 

 

昭和 41 年７月、昭和 42 年８月の洪水では、隣接する加治川の決壊による流入も加わ

り、阿賀野川右岸部の低平地を中心とする一帯（現在の新潟市北区、阿賀野市）では、

長期間の浸水による甚大な被害が生じた。このうち、昭和 41 年７月の洪水では、泥沼化

した低平地の氾濫流を緊急排水や阿賀野川の右岸堤の開削などの緊急措置を講じて、湛

水日数を最小限にとどめた。 

 

昭和 53 年６月洪水では、阿賀野川沿川各地の支川で越水、氾濫が発生し、家屋の半

壊・床上浸水 2,176 戸、床下浸水 5,572 戸に及ぶ甚大な被害が生じた。特に右岸部新井

郷川流域の内水氾濫は排水機場をフル運転でも５日間という長きにわたった。 

 

近年では、平成 23 年７月（観測史上第１位）の新潟・福島豪雨では溢水により、家屋

全半壊 209 戸、床上・床下浸水 415 戸、国道 49 号の通行止めなどの一般被害の他、旧河

道上の堤防で多数漏水が発生するなど河川管理施設においても甚大な被害が発生した。 

 

昨年、平成 27 年９月関東・東北豪雨では、鬼怒川流域において大規模な水害が発生し

たが、北部で隣接する阿賀野川流域においても栃木・福島県南北にまたがる線状降雨帯

の影響により、観測史上第８位の洪水が発生し、避難判断水位を超過し、新潟市におい

て避難準備情報が発令された他、阿賀町で浸水被害や国道 49 号の通行止めなどの被害

が発生した。 

令和元年東日本台風では、台風の接近・通過により、観測史上第３位の洪水が発生し、

阿賀町では浸水被害が発生した他、護岸損壊をはじめとする河川管理施設の被害が発生

した。 

 

②河川改修の状況 

平成 28 年５月に策定した「阿賀野川水系河川整備計画（国管理区間）」では、洪水に

よる災害の発生の防止及び軽減に関する目標として、「阿賀川での戦後最大相当規模の

洪水（基準点山科で 3,900m3/s）の流下、下流部の阿賀野川では、阿賀川及び只見川で安

全に流下できる洪水と同じ規模の洪水（基準点馬下で 11,200m3/s）の安全な流下」を可

能とするための整備を進めるとしている。 

現状では、上下流バランスを確保しつつ、整備が行われているものの、局所的に堤防

の低い箇所や堤防高が不足している区間が存在しており、生起確率 150 年の洪水に対し

安全に流下できる状態にはなっていない。 

 

阿賀野川での主な課題は、以下のとおりである。 

１）阿賀野川は、山間部と海岸砂丘に囲まれた低平地(ゼロメートル地帯)を抱え、

浸水域は広範にわたり、浸水深も大きくなる。また、自然排水が困難な氾濫流

が吐けにくい地形的な特徴を有しており、家屋倒壊等氾濫想定区域や浸水深が

深い区域では、その場に留まらない「立ち退き避難行動」が必要である。 

２）阿賀野川下流域の越後平野と上流部の会津地方では、気候や降雨特性が異な

り、下流域の住民が上流域の降雨に伴う洪水氾濫の危険度を認識しにくいおそ

れがある。 
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３）上下流バランスを保ちながら堤防等の整備を進めているものの、堤防高が不

足している箇所や堤防の漏水や侵食など越水以外にも洪水に対するリスクが

高い箇所が存在している。 

４）支川の早出川は流出が早く、急激な水位上昇に注意が必要である。 

５）新たに公表した洪水浸水想定区域内の新潟市は、新潟駅周辺をはじめとする

市街地部に人口が集中（約 41 万人に影響）することや、住居、商業、産業が集

積している。 

６）また、市役所、区役所をはじめ主要な公共施設及び国道７号、49 号などの主

要幹線道路、緊急輸送道路が１週間以上にわたり浸水するおそれがあり、社会

経済が大きな打撃や復旧活動の遅れが懸念される。 

 

■取組の方向性 

今後、気候変動により、施設能力を上回る洪水の発生頻度が高まることが予想される

ことを踏まえると、これらの課題に対して、行政や住民等の各主体が意識を変革し、社

会全体で洪水氾濫に備える必要があり、本協議会おいては、発生が想定し得る最大規模

の洪水に対し「安全な場所への確実な避難」や「社会経済被害の最小化」を目指すこと

として、主に以下の取組を行うものとする。 

 

・ハード対策として、洪水を河川内で安全に流すための堤防整備や、河道掘削、越水が

発生した場合でも被害を軽減する｢危機管理型ハード対策｣としての堤防天端の舗装、

円滑な避難活動や水防活動等に資する CCTV カメラや水位計等の整備 など 

 

・ソフト対策として、その場に留まらない「立ち退き避難区域」の検討、リアルタイム

の防災情報提供や市・ＪＲと連携したタイムラインの検討、市町村間での広域避難の

検討、新技術を活用した水防資機材の検討・配備、浸水継続時間の短縮を図るための

排水計画の検討、「新潟県防災教育プログラム」に基づく、学年毎の「災害を自分の事

としてとらえる」をテーマとした授業（水防災教育）の実践 など 

 

このような取組を実施することにより、「水防災意識社会」の再構築を目指すものと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）上下流バランスを保ちながら堤防等の整備を進めているものの、堤防高が不

足している箇所や堤防の漏水や侵食など越水以外にも洪水に対するリスクが

高い箇所が存在している。 

４）支川の早出川は流出が早く、急激な水位上昇に注意が必要である。 

５）新たに公表した洪水浸水想定区域内の新潟市は、新潟駅周辺をはじめとする

市街地部に人口が集中（約 41 万人に影響）することや、住居、商業、産業が集

積している。 

６）また、市役所、区役所をはじめ主要な公共施設及び国道７号、49 号などの主

要幹線道路、緊急輸送道路が１週間以上にわたり浸水するおそれがあり、社会

経済が大きな打撃や復旧活動の遅れが懸念される。 

 

■取組の方向性 

今後、気候変動により、施設能力を上回る洪水の発生頻度が高まることが予想される

ことを踏まえると、これらの課題に対して、行政や住民等の各主体が意識を変革し、社

会全体で洪水氾濫に備える必要があり、本協議会おいては、発生が想定し得る最大規模

の洪水に対し「安全な場所への確実な避難」や「社会経済被害の最小化」を目指すこと

として、主に以下の取組を行うものとする。 

 

・ハード対策として、洪水を河川内で安全に流すための堤防整備や、河道掘削、越水が

発生した場合でも被害を軽減する｢危機管理型ハード対策｣としての堤防天端の舗装、

円滑な避難活動や水防活動等に資する CCTV カメラや水位計等の整備 など 

 

・ソフト対策として、その場に留まらない「立ち退き避難区域」の検討、リアルタイム

の防災情報提供や市・ＪＲと連携したタイムラインの検討、市町村間での広域避難の

検討、新技術を活用した水防資機材の検討・配備、浸水継続時間の短縮を図るための

排水計画の検討、「新潟県防災教育プログラム」に基づく、学年毎の「災害を自分の事

としてとらえる」をテーマとした授業（水防災教育）の実践 など 

 

このような取組を実施することにより、「水防災意識社会」の再構築を目指すものとす

る。 
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４．現状の取組状況 

 阿賀野川流域における減災対策について、各構成員で現状を確認し課題を抽出した

結果、概要としては、以下のとおりである。（別紙－１参照） 
 
 
 ①情報伝達、避難計画等に関する事項 

※○：現状、●：課題（以下同様） 

項 目 現状○と課題● 

洪水時における河川

管理者からの情報提

供等の内容及びタイ

ミング 

 

 

 

 

 

 

 

○阿賀野川・早出川（国管理区間）において想定最

大規模及び河川整備基本方針に基づく計画規模の

外力による洪水浸水想定区域図を阿賀野川河川事

務所のHP等で公表している。 

 

○阿賀野川・早出川（県管理区間）、常浪川におい

て計画規模の外力による浸水想定区域図をHP等で

公表している。 

○避難勧告の発令判断の目安となる氾濫危険情報の

発表等の洪水予報を阿賀野川河川事務所と気象台

の共同で実施している。早出川では水位到達情報

の提供により水位周知を実施している。 

○災害発生のおそれがある場合は、阿賀野川河川事

務所長から沿川自治体の首長に情報伝達（ホット

ライン）を実施している。 

●浸水想定区域図等が洪水に対するリスクと

して認識されていないことが懸念される。 
A 

●水位予測の精度の問題や長時間先の予測情

報不足から、水防活動の判断や住民の避難

行動の参考となりにくい。 

B 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．現状の取組状況 

 阿賀野川流域における減災対策について、各構成員で現状を確認し課題を抽出した

結果、概要としては、以下のとおりである。（別紙－１参照） 
 
 
 ①情報伝達、避難計画等に関する事項 

※○：現状、●：課題（以下同様） 

項 目 現状○と課題● 

洪水時における河川

管理者からの情報提

供等の内容及びタイ

ミング 

 

 

 

 

 

 

 

○阿賀野川・早出川（国管理区間）において想定最

大規模及び河川整備基本方針に基づく計画規模の

外力及び想定最大規模の外力による洪水浸水想定

区域図を阿賀野川河川事務所のHP等で公表してい

る。 

○阿賀野川・早出川（県管理区間）、常浪川におい

て計画規模の外力による浸水想定区域図をHP等で

公表している。 

○避難指示の発令判断の目安となる氾濫危険情報の

発表等の洪水予報を阿賀野川河川事務所と気象台

の共同で実施している。早出川では水位到達情報

の提供により水位周知を実施している。 

○災害発生のおそれがある場合は、阿賀野川河川事

務所長から関係の首長に情報伝達（ホットライ

ン）を実施している。 

●浸水想定区域図等が洪水に対するリスクと

して認識されていないことが懸念される。 
A 

●水位予測の精度の問題や長時間先の予測情

報不足から、水防活動の判断や住民の避難

行動の参考となりにくい。 

B 
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 ①情報伝達、避難計画等に関する事項 

項 目 現状○と課題● 

避難勧告等の発令基

準 

 

○地域防災計画に具体的な避難勧告の発令基準や対

象地域を明記している。（国のガイドライン

（案）に基づく見直し済） 

○阿賀野川本・支川（国管理区間）における避難勧

告等の発令に着目した防災行動計画（タイムライ

ン）を作成している。 

●阿賀野川本・支川（県管理区間）における

避難勧告等の発令に着目したタイムライン

が未整備であるため適切な防災情報の伝達

に対して懸念がある。 

●避難勧告等の発令に着目したタイムライン

が実態に合ったものになっているかが懸念

される。 

C 

避難場所・避難経路 ○避難場所として、公共施設を指定し、計画規模の

洪水に対する水害ハザードマップ等で周知してい

る。 

●大規模氾濫による避難者数の増加や避難場

所、避難経路が浸水する場合には、住民の

避難が適切に行えないことが懸念される。 

D 

●大規模氾濫による避難場所周辺の浸水継続

時間が長期に渡る場合には、住民等が長期

にわたり孤立することが懸念される。 

E 

●避難に関する情報は水害ハザードマップ等

で周知しているが、住民等に十分に認知さ

れていないおそれがある。 

F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ①情報伝達、避難計画等に関する事項 

項 目 現状○と課題● 

避難指示等の発令基

準 

 

○地域防災計画に具体的な避難指示の発令基準や対

象地域を明記している。（国のガイドライン

（案）に基づく見直し済） 

○阿賀野川本・支川（国管理区間）における避難指

示等の発令に着目した防災行動計画（タイムライ

ン）を作成している。 

●阿賀野川本・支川（県管理区間）における

避難指示等の発令に着目したタイムライン

が未整備であるため適切な防災情報の伝達

に対して懸念がある。 

●避難指示等の発令に着目したタイムライン

が実態に合ったものになっているかが懸念

される。 

C 

避難場所・避難経路 ○避難場所として、公共施設を指定し、想定最大規

模及び計画規模の洪水に対する水害ハザードマッ

プ等で周知している。 

●大規模氾濫による避難者数の増加や避難場

所、避難経路が浸水する場合には、住民の

避難が適切に行えないことが懸念される。 

D 

●大規模氾濫による避難場所周辺の浸水継続

時間が長期に渡る場合には、住民等が長期

にわたり孤立することが懸念される。 

E 

●避難に関する情報は水害ハザードマップ等

で周知しているが、住民等に十分に認知さ

れていないおそれがある。 

F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害対策基本

法改正に伴う
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 ①情報伝達、避難計画等に関する事項 

項 目 現状○と課題● 

住民等への情報伝達

の体制や方法 

○防災行政無線によるサイレン吹鳴及び避難勧告等

の放送、災害情報や緊急速報のメール配信、ＳＮ

Ｓ、緊急告知ＦＭラジオ、ＴＶ電話、広報車によ

る周知、報道機関への情報提供等を実施してい

る。 

○河川管理者、ダム管理者等からWEB等を通じた河川

水位、ダム放流、ライブ映像情報などを住民等に

情報提供している。 

 

 

 

 

●大雨・暴風により防災行政無線が聞き取りに

くい状況がある。 
G 

●WEB等により各種情報を提供しているが、住

民自らが情報を入手するまでに至っていない

懸念がある。 

H 

●災害時に国・県・市においてWEBやメール配

信による情報発信を行っているが、一部の利

用にとどまっているため、広く周知・啓発を

行い、利用者の拡大が求められている。 

I 

●住民の避難行動の判断に必要な氾濫原を共有

する他水系の防災情報や切迫が伝わるライブ

映像等が提供できていない懸念がある。 

J 

避難誘導体制 ○避難誘導は、警察、消防機関、自主防災組織、水

防団員（消防団員）と協力して実施している。 

●災害時の具体的な避難支援や避難誘導体制が

確立されていないため、特に要配慮者等の迅

速な避難が確保できないおそれがある。 

K 

 
 

 

 

 

 ①情報伝達、避難計画等に関する事項 

項 目 現状○と課題● 

住民等への情報伝達

の体制や方法 

○防災行政無線によるサイレン吹鳴及び避難勧告等

の放送、災害情報や緊急速報のメール配信、ＳＮ

Ｓ、緊急告知ＦＭラジオ、ＴＶ電話、広報車によ

る周知、報道機関への情報提供等を実施してい

る。 

○河川管理者、ダム管理者等からWEB等を通じた河川

水位、ダム放流、ライブ映像情報などを住民等に

情報提供している。 

○河川氾濫の恐れがある場合（氾濫危険水位を超え

た）及び河川氾濫が発生した場合に緊急速報メール

を活用したプッシュ型配信にて洪水時における流

域住民の主体的な避難を促進する。 

●大雨・暴風により防災行政無線が聞き取りに

くい状況がある。 
G 

●WEB等により各種情報を提供しているが、住

民自らが情報を入手するまでに至っていない

懸念がある。 

H 

●災害時に国・県・市においてWEBやメール配

信による情報発信を行っているが、一部の利

用にとどまっているため、広く周知・啓発を

行い、利用者の拡大が求められている。 

I 

●住民の避難行動の判断に必要な氾濫原を共有

する他水系の防災情報や切迫が伝わるライブ

映像等が提供できていない懸念がある。 

J 

避難誘導体制 ○避難誘導は、警察、消防機関、自主防災組織、水

防団員（消防団員）と協力して実施している。 

●災害時の具体的な避難支援や避難誘導体制が

確立されていないため、特に要配慮者等の迅

速な避難が確保できないおそれがある。 

K 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状の取組に

時点修正 
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 ②水防に関する事項 

項 目 現状○と課題● 

河川水位等に係る情

報提供 

 

 

 

 

 

○国土交通省、新潟県が基準観測所の水位により水

防警報を発表している。水防団員へ水防警報迅速

化システムにより情報提供している。 

○災害発生のおそれがある場合は、阿賀野川河川事

務所長から沿川自治体の首長に情報伝達（ホット

ライン）をしている。 

 

 

 

 

 

 

●優先的に水防活動を実施すべき箇所の特

定・共有が難しい。 
L 

●堤防高が局所的に低く、水防活動に時間を

要する羽越本線橋梁右岸堤防において迅速

かつ適切な水防活動に懸念がある。 

M 

河川の巡視区間 

 

 

 

 

 

 

 

○出水期前に、自治体、水防団等と重要水防箇所の

合同巡視を実施している。また、出水時には、水

防団等と河川管理者がそれぞれ河川巡視を実施し

ている。 

○地域防災計画により、浸水被害が予想される箇所

を巡回し、現状把握に努めている。 

●河川巡視等で得られた情報について、水防

団等と河川管理者で共有が不十分であり、

適切な水防活動に懸念がある。 

N 

●水防団員が減少・高齢化等している中でそ

れぞれの受け持ち区間全てを回りきれない

ことや、定時巡回ができない状況にある。 

O 

●水防活動を担う水防団員（消防団員）は、

水防活動に関する専門的な知見等を習得す

る機会が少なく、的確な水防活動ができな

いことが懸念される。 

P 

 ②水防に関する事項 

項 目 現状○と課題● 

河川水位等に係る情

報提供 

 

 

 

 

 

○国土交通省、新潟県が基準観測所の水位により水

防警報を発表している。水防団員へ水防警報迅速

化システムにより情報提供している。 

○災害発生のおそれがある場合は、阿賀野川河川事

務所長から沿川自治体の首長に情報伝達（ホット

ライン）をしている。 

○基準観測所において、氾濫注意水位を超える恐れ

がある場合は 6 時間後までの水位予測結果を毎正

時に提供している。 

○自治体向け水害リスクラインにより、各観測所の

現況水位および基準観測所の 6 時間後までの水位

予測結果をリアルタイムで提供している。 

●優先的に水防活動を実施すべき箇所の特

定・共有が難しい。 
L 

●堤防高が局所的に低く、水防活動に時間を

要する羽越本線橋梁右岸堤防において迅速

かつ適切な水防活動に懸念がある。 

M 

河川の巡視区間 

 

 

 

 

 

 

 

○出水期前に、自治体、水防団等と重要水防箇所の

合同巡視を実施している。また、出水時には、水

防団等と河川管理者がそれぞれ河川巡視を実施し

ている。 

○地域防災計画により、浸水被害が予想される箇所

を巡回し、現状把握に努めている。 

●河川巡視等で得られた情報について、水防

団等と河川管理者で共有が不十分であり、

適切な水防活動に懸念がある。 

N 

●水防団員が減少・高齢化等している中でそ

れぞれの受け持ち区間全てを回りきれない

ことや、定時巡回ができない状況にある。 

O 

●水防活動を担う水防団員（消防団員）は、

水防活動に関する専門的な知見等を習得す

る機会が少なく、的確な水防活動ができな

いことが懸念される。 

P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状の取組に

時点修正 
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 ②水防に関する事項 

項 目 現状○と課題● 

水防資機材の整備状

況 

 

 

○防災ステーション、各機関の水防倉庫等に水防資

機材を備蓄している。 

●水防資機材の不足、劣化状況の確認、各機

関の備蓄情報の共有等が不十分であり、適

切な水防活動に懸念がある。 

●水防団員の高齢化や人数の減少により従来

の水防工法では迅速に実施できるか懸念が

ある。 

Q 

●鬼怒川での堤防決壊箇所の復旧内容を踏ま

え、阿賀野川での堤防決壊時の資機材の再

確認が必要である。 

R 

市・町庁舎、災害拠

点病院等の水害時に

おける対応 

○防災拠点となる市・町庁舎は洪水浸水想定区域外

又は、自家発電機室、コンピュータサーバーなど

上階に設置され防災拠点機能を確保している。 

 

 

 

 ③氾濫水の排水、施設運用等に関する事項 

項 目 現状○と課題● 

排水施設、排水資機

材の操作・運用 

 

 

 

 

○排水ポンプ車や照明車等の災害対策車両・機器に

おいて平常時から定期的な保守点検を行うととも

に、機械を扱う職員等への訓練・教育も実施し、

災害発生による出動体制を確保している。 

 

 

○樋門・陸閘の操作点検を出水期前に実施してい

る。 

○雨水ポンプ場等による排水活動及びポンプ委託に

よる内水排除対策を実施している。 

●排水すべき水のボリュームが大きく、現状

の施設配置計画では、今後想定される大規

模浸水に対する早期の社会機能回復の対応

を行えない懸念がある。 

S 

 

 ②水防に関する事項 

項 目 現状○と課題● 

水防資機材の整備状

況 

 

 

○防災ステーション、各機関の水防倉庫等に水防資

機材を備蓄している。 

●水防資機材の不足、劣化状況の確認、各機

関の備蓄情報の共有等が不十分であり、適

切な水防活動に懸念がある。 

●水防団員の高齢化や人数の減少により従来

の水防工法では迅速に実施できるか懸念が

ある。 

Q 

●鬼怒川での堤防決壊箇所の復旧内容を踏ま

え、阿賀野川での堤防決壊時の資機材の再

確認が必要である。 

R 

市・町庁舎、災害拠

点病院等の水害時に

おける対応 

○防災拠点となる市・町庁舎は洪水浸水想定区域外

又は、自家発電機室、コンピュータサーバーなど

上階に設置され防災拠点機能を確保している。 

●庁舎等が浸水想定区域内に存在している。 S 

 

 

 ③氾濫水の排水、施設運用等に関する事項 

項 目 現状○と課題● 

排水施設、排水資機

材の操作・運用 

 

 

 

 

○排水ポンプ車や照明車等の災害対策車両・機器に

おいて平常時から定期的な保守点検を行うととも

に、機械を扱う職員等への訓練・教育も実施し、

災害発生による出動体制を確保している。 

○排水ポンプ車をはじめとした災害対策車両・機器

の配置･派遣ルート等の排水作業にかかる計画を

作成している。 

○樋門･陸閘の操作点検を出水期前に実施している｡ 

○雨水ポンプ場等による排水活動及びポンプ委託に

よる内水排除対策を実施している。 

●排水すべき水のボリュームが大きく、現状

の施設配置計画では、今後想定される大規

模浸水に対する早期の社会機能回復の対応

を行えない懸念がある。 

T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時点修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状の取組に

時点修正 
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●現状において早期の社会機能回復のために

有効な排水計画がないため、既存の排水施

設、排水系統も考慮しつつ排水計画を検討

する必要がある。 

T 

 

 

 ③氾濫水の排水、施設運用等に関する事項 

項 目 現状○と課題● 

既存ダムにおける洪

水調節の現状 

○洪水調節機能を有する大川ダム、早出川ダムなど

で、洪水を貯留することにより、下流域の被害を

軽減させている。 

 

 

 ④河川管理施設の整備に関する事項 

項 目 現状○と課題● 

堤防等河川管理施設

の現状の整備状況及

び今後の整備内容 

 

 

 

 

○計画断面に満たない堤防や流下能力が不足する箇

所に対し、上下流バランスを保ちながら堤防整備、

河道掘削などを推進している。 

○堤防の漏水や侵食など越水以外にも洪水に対する

リスクが高い箇所について、整備を推進してい

る。 

●計画断面に対して高さや幅が不足している

堤防や流下能力が不足している河道があ

り、洪水により氾濫するおそれがある。 

U 

●堤防の漏水や侵食など越水以外にも洪水に

対するリスクが高い箇所が存在している。 
V 

●洪水に対するリスクが高いにも関わらず、

住民避難等の時間確保に懸念がある。 
W 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

●現状において早期の社会機能回復のために

有効な排水計画がないため、既存の排水施

設、排水系統も考慮しつつ排水計画を検討

する必要がある。 

U 

 

 

 ③氾濫水の排水、施設運用等に関する事項 

項 目 現状○と課題● 

既存ダムにおける洪

水調節の現状 

○洪水調節機能を有する大川ダム、早出川ダムなど

で、洪水を貯留することにより、下流域の被害を

軽減させている。 

 

 

 ④河川管理施設の整備に関する事項 

項 目 現状○と課題● 

堤防等河川管理施設

の現状の整備状況及

び今後の整備内容 

 

 

 

 

○計画断面に満たない堤防や流下能力が不足する箇

所に対し、上下流バランスを保ちながら堤防整備、

河道掘削などを推進している。 

○堤防の漏水や侵食など越水以外にも洪水に対する

リスクが高い箇所について、整備を推進してい

る。 

●計画断面に対して高さや幅が不足している

堤防や流下能力が不足している河道があ

り、洪水により氾濫するおそれがある。 

V 

●堤防の漏水や侵食など越水以外にも洪水に

対するリスクが高い箇所が存在している。 
W 

●洪水に対するリスクが高いにも関わらず、

住民避難等の時間確保に懸念がある。 
X 
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５．減災のための目標 

 

円滑かつ迅速な避難や水防活動の実施、氾濫水の排水等の対策を実施することで、各

構成員が連携して平成 32 年度までに達成すべき減災目標は以下のとおりとした。 

 

 【５年間で達成すべき目標】 

 自然排水が困難な低平地が広がる下流域の地形特性を踏ま

え、阿賀野川の大規模水害に対し、『安全な場所への確実な避

難』『社会経済被害の最小化』を目標とする。 

 ※ 大規模水害・・・・・発生が想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水氾濫による被害 

 ※ 安全な場所への確実な避難・・・・・浸水深が深い、家屋倒壊等氾濫想定区域内では水平避難が必要であ

り、それ以外の浸水区域においても水平避難及び垂直避難が求められる 

 ※ 社会経済被害の最小化・・・・・大規模水害による社会経済被害を軽減し、早期に経済活動を再開できる

状態 

 

上記目標の達成に向け、阿賀野川などにおいて、河川管理者が実施する堤防整備

等の洪水を安全に流す対策に加え、以下の取り組みを実施する。 

①阿賀野川の大規模水害における特徴を踏まえた避難行動の取り組み 

②氾濫被害の軽減や避難時間確保のための水防活動の取り組み 

③一刻も早く社会経済活動を回復させるための排水活動の取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．減災のための目標 

 

円滑かつ迅速な避難や水防活動の実施、氾濫水の排水等の対策を実施することで、各

構成員が連携して平成 32 年度までに達成すべき減災目標は以下のとおりとした。 

 

 【阿賀野川で達成すべき目標】 

 自然排水が困難な低平地が広がる下流域の地形特性を踏ま

え、阿賀野川の大規模水害に対し、『安全な場所への確実な避

難』『社会経済被害の最小化』を目標とする。 

 ※ 大規模水害・・・・・発生が想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水氾濫による被害 

 ※ 安全な場所への確実な避難・・・・・浸水深が深い、家屋倒壊等氾濫想定区域内では水平避難が必要であ

り、それ以外の浸水区域においても水平避難及び垂直避難が求められる 

 ※ 社会経済被害の最小化・・・・・大規模水害による社会経済被害を軽減し、早期に経済活動を再開できる

状態 

 

上記目標の達成に向け、阿賀野川などにおいて、河川管理者が実施する堤防整備

等の洪水を安全に流す対策に加え、以下の取り組みを実施する。 

①阿賀野川の大規模水害における特徴を踏まえた避難行動の取り組み 

②氾濫被害の軽減や避難時間確保のための水防活動の取り組み 

③一刻も早く社会経済活動を回復させるための排水活動の取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時点修正 
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６.概ね５年で実施する取組 

 

 氾濫が発生することを前提として、社会全体で、常にこれに備える「水防災 

意識社会」を再構築することを目的に、各構成員が取り組む主な内容は次のとおりで

ある。（別紙－２参照） 

 

１）ハード対策の主な取組 

 各参加機関が実施するハード対策のうち、主な取組項目・目標時期・取組機関は、以

下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な取組項目 
課題の 

対応 
目標時期 取組機関 

■洪水を河川内で安全に流す対策    

 ＜阿賀野川＞ 

・下里地区堤防整備 
Ｕ 

順次実施 北陸地整 

 ・下里地区河道掘削 Ｕ 引き続き実施 北陸地整 

 ・漏水箇所の堤防整備 Ｖ 引き続き実施 北陸地整 

 ・小杉地区侵食対策 
Ｖ 

平成28年度から

順次整備 

北陸地整 

 ・その他区間の堤防整備 

（早出川合流点より上流） 
Ｕ 

引き続き実施 北陸地整 

新潟県 

■危機管理型ハード対策    

 ＜阿賀野川＞ 

・天端保護 
Ｗ 

平成28年度から

順次整備 

北陸地整 

新潟県 

■避難行動、水防活動、排水活動に資する基

盤等の整備 

  

 

 

 

 ・新技術を活用した水防資機材の検討及び

配備 
Ｍ,Ｐ 

Ｑ 

平成28年度から

検討 

北陸地整、新潟県 

新潟市、阿賀野市 

五泉市、阿賀町 

 ・円滑な避難活動や水防活動を支援するた

め、CCTVカメラ、簡易水位計や量水標等の

設置 
Ｌ,Ｊ 

平成28年度から

順次整備 

北陸地整 

新潟県 

６.概ね５年で実施する取組 

 

 氾濫が発生することを前提として、社会全体で、常にこれに備える「水防災 

意識社会」を再構築することを目的に、各構成員が取り組む主な内容は次のとおりで

ある。（別紙－２参照） 

 

１）ハード対策の主な取組 

 各参加機関が実施するハード対策のうち、主な取組項目・目標時期・取組機関は、以

下のとおりである。 

 

主な取組項目 
課題の 

対応 
目標時期 取組機関 

■洪水を河川内で安全に流す対策 

① ＜阿賀野川＞ 

・下里地区堤防整備・河道掘削 Ｕ 

R3年度完成 北陸地整 

② ・漏水箇所の堤防整備 Ｖ 引き続き実施 北陸地整 

③ ・蔵岡地区侵食対策 Ｖ 引き続き実施 北陸地整 

④ ・その他区間･支川の堤防整備 

（早出川合流点より上流） 
Ｕ 

引き続き実施 北陸地整 

新潟県 

■危機管理型ハード対策 

① ＜阿賀野川＞ 

・天端保護 
Ｗ 

引き続き実施 北陸地整 

新潟県 

■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備 

① ・新技術を活用した水防資機材の検討及び

配備 Ｍ,Ｐ 

Ｑ 

引き続き実施 北陸地整、新潟県 

新潟市、阿賀野市 

五泉市、阿賀町 

新発田市 

② ・円滑な避難活動や水防活動を支援するた

め、CCTVカメラ、簡易水位計や量水標等の

設置 

Ｌ,Ｊ 

引き続き実施 北陸地整 

新潟県 

③ ・洪水予測や水位情報の提供の強化（ダム

放流警報設備等の耐水化や改良等、水門観

測所の停電対策） 

Ｊ 

引き続き実施 北陸地整 

④ ・庁舎等の耐水化、非常用電源の整備 Ｓ 引き続き検討 北陸地整、阿賀町 

⑤ ・災害拠点病院等の機能確保のための対策

の実施状況を共有 
Ｓ 

引き続き実施 北陸地整、阿賀野市 

⑥ ・排水機場の耐水化 Ｔ,Ｕ 引き続き実施 新潟市 

⑦ ・応急的な避難場所の確保 
Ｅ 

引き続き実施 北陸地整、 

阿賀野市、阿賀町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組項目等の

時点修正 

 

 

時点修正 
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２）ソフト対策の主な取組 

 各参加機関が実施するソフト対策のうち、主な取組項目・目標時期・取組機関につい

ては、以下のとおりである。 

 

①円滑かつ迅速な避難行動のための取組 

住民自らによる情報の収集、住民の避難行動に資するための情報発信等の不足が懸念

されるため、住民の適切な避難行動に資するための取組として、以下のとおり実施する。 

主な取組項目 

課題の 

対応 目標時期 取組機関 

■情報伝達、避難計画等に関する取組    

 

 

・リアルタイムの情報提供やプッシュ型情 

報の発信など防災情報の充実 Ｇ,Ｈ 

Ｉ,Ｊ 

 

 

 

 

 

 

順次実施 北陸地整、気象台、 

新潟県、新潟市、 

阿賀野市、五泉市、 

阿賀町、東北電力 

 

 

 

 

 

 

 ・避難勧告等の発令に着目した防災行動計

画（タイムライン）の整備及び検証と改善 
Ｃ 

順次実施 

 

北陸地整、気象台、 

新潟県、新潟市、 

阿賀野市、五泉市、 

阿賀町 

 ・想定最大規模も含めた破堤点別浸水想定

区域図、家屋倒壊等氾濫想定区域の公表 

（浸水ナビ等による公表） 

Ｄ,Ｅ

Ｆ 

平成28年度から

順次実施 

北陸地整 

新潟県 

 ・立ち退き避難が必要な区域及び避難方法

の検討 
Ｄ,Ｅ 

Ｆ,Ｋ 

平成28年度から

順次実施 

北陸地整、新潟県、 

新潟市、阿賀野市、 

五泉市、阿賀町 

 ・参加市・町による広域避難計画の策定及

び支援 

Ｄ,Ｅ 

計画規模：平成

28年度、想定最

大規模：平成29

年度から順次実

施 

北陸地整、気象台、 

新潟県、新潟市、 

阿賀野市、五泉市 

 ・広域的な避難計画等を反映した新たな洪

水ハザードマップの策定・周知 
Ｄ,Ｅ

Ｆ 

平成28年度から

順次実施 

北陸地整、新潟市、 

阿賀野市、五泉市、 

阿賀町 

 

２）ソフト対策の主な取組 

 各参加機関が実施するソフト対策のうち、主な取組項目・目標時期・取組機関につい

ては、以下のとおりである。 

 

①円滑かつ迅速な避難行動のための取組 

住民自らによる情報の収集、住民の避難行動に資するための情報発信等の不足が懸念

されるため、住民の適切な避難行動に資するための取組として、以下のとおり実施する。 

主な取組項目 

課題の 

対応 目標時期 取組機関 

■情報伝達、避難計画等に関する取組 

① 

 

・リアルタイムの情報提供やプッシュ型情 

報の発信など防災情報の充実 
Ｇ,Ｈ 

Ｉ,Ｊ 

引き続き実施 北陸地整、気象台、 

新潟県、新潟市、 

阿賀野市、五泉市、 

阿賀町、新発田市、 

東北電力 

② ・洪水予測や河川水位の状況に関する解説 Ｂ,Ｈ,

Ｉ,Ｊ 

引き続き実施 北陸地整 

③ ・関係機関と連携した防災行動計画（タイ

ムライン）の整備 Ｃ 

引き続き実施 

 

北陸地整、気象台、 

新潟市、阿賀野市、 

新発田市 

④ ・避難指示等の発令に着目した防災行動計

画（タイムライン）の整備及び検証と改善 
Ｃ 

引き続き実施 北陸地整、気象台、 

新潟県、新潟市、 

阿賀野市、五泉市、 

阿賀町、新発田市 

⑤ ・想定最大規模も含めた破堤点別浸水想定

区域図、家屋倒壊等氾濫想定区域の公表 

（浸水ナビ等による公表） 

Ｄ,Ｅ

Ｆ 

引き続き実施 新潟県 

⑥ ・立ち退き避難が必要な区域及び避難方法

の検討 
Ｄ,Ｅ 

Ｆ,Ｋ 

引き続き実施 新潟県、新潟市、 

阿賀野市、五泉市、 

阿賀町、新発田市 

⑦ ・参加市・町による広域避難計画の策定及

び支援 

Ｄ,Ｅ 

引き続き実施 北陸地整、気象台、 

新潟県、新潟市、 

阿賀野市、五泉市 

新発田市 

⑧ ・広域的な避難計画等を反映した新たな洪

水ハザードマップの策定・周知 Ｄ,Ｅ

Ｆ 

引き続き実施 北陸地整、新潟市、 

阿賀野市、五泉市、 

阿賀町、新発田市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組項目等の

時点修正 
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 ・水位予測の検討及び精度の向上 
Ｂ,Ｍ 

平成28年度から

検討 

北陸地整 

新潟県 

 ・気象情報発信時の「危険度の色分け」や

「警報級の現象」等の改善 
Ｊ 

平成29年度 気象台 

■平時から住民等への周知・教育・訓練に 

関する取組 

   

 ・自治会や地域住民が参加した洪水に対

するリスクの高い箇所の共同点検の実施 
Ａ 

平成27年度から

順次、毎年実施 

北陸地整、新潟県、 

新潟市、阿賀野市、 

五泉市、阿賀町 

 

 ・小中学校等における水災害教育を実施 

Ａ 

引き続き実施 北陸地整、気象台、

新潟県、新潟市、 

阿賀野市、五泉市、

阿賀町 

 ・出前講座等を活用し、水防災等に関す

る説明会を開催 

Ａ 

引き続き実施 北陸地整、気象台、

新潟県、新潟市、 

阿賀野市、五泉市、

阿賀町、東北電力 

 

 ・まるごとまちごとハザードマップを整

備 

Ｄ,Ｆ

Ｉ 

順次実施 北陸地整、新潟県、 

阿賀野市、五泉市 

 ・効果的な「水防災意識社会」の再構築

に役立つ広報や資料を作成・配布 
Ｈ 

順次実施 北陸地整、気象台、 

新潟県、新潟市、 

阿賀野市、五泉市、 

阿賀町 

 ・住民の防災意識を高め、地域の防災力

の向上を図るための自主防災組織の充実 
Ｋ 

順次実施 新潟市、阿賀野市、 

五泉市、阿賀町 

 

 

⑨ ・水位周知河川の見直し及び追加指定の検

討 
Ｂ 

引き続き検討 新潟県、五泉市 

⑩ ・水位予測の検討及び精度の向上 
Ｂ,Ｍ 

引き続き検討 北陸地整 

新潟県 

⑪ ・気象情報発信時の「危険度の色分け」や

「警報級の現象」等の改善 
Ｊ 

引き続き実施 気象台 

⑫ ・流域雨量指数（洪水警報の危険度分布）

を活用した水害危険性周知を検討 
Ｂ 

引き続き検討 気象台、阿賀野市、 

五泉市、新発田市 

⑬ ・関係機関が連携した訓練の実施 

Ｃ,Ｉ 

Ｊ 

引き続き実施 北陸地整、気象台、 

新潟県、新潟市、 

阿賀野市、五泉市、 

新発田市 

⑭ ・市町村庁舎や災害拠点病院の施設関係者

への情報伝達体制、方法について検討 
Ｉ,Ｋ 

引き続き実施 北陸地整、気象台、 

新潟県、阿賀野市、 

五泉市、阿賀町、 

新発田市 

■平時から住民等への周知・教育・訓練に関する取組 

① ・自治会や地域住民が参加した洪水に対

するリスクの高い箇所の共同点検の実施 
Ａ 

平成27年度から

順次、毎年実施 

北陸地整、新潟県、 

新潟市、阿賀野市、 

五泉市、阿賀町 

新発田市 

② ・小中学校等における水災害教育を実施 

Ａ 

引き続き実施 北陸地整、気象台、 

新潟県、新潟市、 

阿賀野市、五泉市、 

阿賀町、新発田市 

③ ・出前講座等を活用し、水防災等に関す

る説明会を開催 

Ａ 

引き続き実施 北陸地整、気象台、 

新潟県、新潟市、 

阿賀野市、五泉市、 

阿賀町、新発田市 

東北電力 

④ ・まるごとまちごとハザードマップを整

備 

Ｄ,Ｆ

Ｉ 

引き続き実施 北陸地整、新潟県、 

阿賀野市、五泉市 

⑤ ・効果的な「水防災意識社会」の再構築

に役立つ広報や資料を作成・配布 
Ｈ 

引き続き実施 北陸地整、気象台、 

新潟県、新潟市、 

阿賀野市、五泉市、 

阿賀町、新発田市 

⑥ ・住民の防災意識を高め、地域の防災力

の向上を図るための自主防災組織の充実 
Ｋ 

引き続き実施 新潟市、阿賀野市、 

五泉市、阿賀町 

 

取組項目等の

時点修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組項目等の

時点修正 
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※ 阿賀野川流域の減災に係る取組方針「広域避難計画」、「広域的な避難計画」とは、立ち退き避難を行う際、地域、地

形、被害などの状況によっては、隣接市町村への避難が有効な地区の避難計画をいう。 

※ 浸水ナビとは、自宅などの調べたい地点をＷＥＢサイト上で指定することにより、どの河川が氾濫した場合に浸水

するか、河川の決壊後どれくらいの時間で氾濫水が到達するか、浸水した状態がどれくらいの時間継続するか等をア

ニメーションやグラフで表示するシステムをいう。 

※ 警報級の現象とは、ひとたび起これば社会的に大きな影響を与える現象をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 阿賀野川流域の減災に係る取組方針「広域避難計画」、「広域的な避難計画」とは、立ち退き避難を行う際、地域、地

形、被害などの状況によっては、隣接市町村への避難が有効な地区の避難計画をいう。 

※ 浸水ナビとは、自宅などの調べたい地点をＷＥＢサイト上で指定することにより、どの河川が氾濫した場合に浸水

するか、河川の決壊後どれくらいの時間で氾濫水が到達するか、浸水した状態がどれくらいの時間継続するか等をア

ニメーションやグラフで表示するシステムをいう。 

※ 警報級の現象とは、ひとたび起これば社会的に大きな影響を与える現象をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ ・土砂災害に関する行動計画策定の支援 

 
 

引き続き検討 新潟市、新発田市 

⑧ ・地域防災力の向上のための人材育成 

 
Ｋ 

引き続き実施 北陸地整、新潟市、 

五泉市、新発田市 

⑨ ・本川と支川の合流部等の対策（リスク

情報の共有） 
Ｈ,Ｉ 

引き続き実施 北陸地整、阿賀町 

⑩ ・関係機関が連携して、自治体の避難情

報、河川やダム等の防災情報等を活用し

た住民参加型の避難訓練や、避難場所へ

の避難訓練の実施 

 

引き続き実施 気象台、新潟市、 

阿賀野市、五泉市、 

阿賀町、新発田市 

 

 

取組項目等の

時点修正 
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②洪水氾濫による被害の軽減及び避難時間の確保のための水防活動等の取組 

水防団等との情報共有の不足や、要配慮者利用施設等の自衛水防への支援不足が懸念

されるため、水防活動に対する情報共有や支援に資するための取組として、以下のとお

り実施する。 

主な取組項目 
課題の 

対応 
目標時期 取組機関 

■水防活動の効率化及び水防体制の強化に 

関する取組 

   

 ・水防団等への連絡体制の確認と首長も参

加した実践的な情報伝達訓練の実施 
Ｎ 

引き続き毎年

実施 

北陸地整、気象台、 

新潟県、新潟市、 

阿賀野市、五泉市、 

阿賀町、東北電力 

 ・自治体関係機関や水防団が参加した洪水

に対するリスクの高い箇所の合同巡視の実

施 

 

 

 

Ｌ,Ｍ

Ｎ 

引き続き毎年

実施 

北陸地整、新潟県、 

新潟市、阿賀野市、 

五泉市、阿賀町、 

東北電力 

 ・毎年、関係機関が連携した水防実働訓練

等を実施 

Ｐ,Ｑ 

引き続き毎年

実施 

北陸地整、気象台、 

新潟県、新潟市、 

阿賀野市、五泉市、 

阿賀町、東北電力 

 

 ・水防活動の担い手となる水防協力団体の

募集・指定を促進 Ｏ,Ｑ 

引き続き実施 新潟市、阿賀野市、 

五泉市、阿賀町 

 

 ・洪水に対するリスクが特に高いＪＲ羽越

本線橋梁右岸部の水防活動に着目したタイ

ムラインの整備 

Ｕ 

平成28年度 北陸地整 

阿賀野市、他 

 ・国・県・自治体職員等を対象に、水防技

術講習会を実施 
Ｐ 

引き続き 

実施 

北陸地整、新潟県 

新潟市、阿賀野市、 

五泉市、阿賀町 

 

 ・大規模災害時の復旧活動の拠点等配置計

画の検討を実施 
Ｒ 

平成28年度か

ら検討 

北陸地整、新潟県 

 
 
 
 
 
 
 

②洪水氾濫による被害の軽減及び避難時間の確保のための水防活動等の取組 

水防団等との情報共有の不足や、要配慮者利用施設等の自衛水防への支援不足が懸念

されるため、水防活動に対する情報共有や支援に資するための取組として、以下のとお

り実施する。 

主な取組項目 
課題の 

対応 
目標時期 取組機関 

■水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する取組 

① ・水防団等への連絡体制の確認と首長も参

加した実践的な情報伝達訓練の実施 

Ｎ 

引き続き毎年

実施 

北陸地整、気象台、 

新潟県、新潟市、 

阿賀野市、五泉市、 

阿賀町、新発田市 

東北電力 

② ・自治体関係機関や水防団が参加した洪水

に対するリスクの高い箇所の合同巡視の実

施 

Ｌ,Ｍ

Ｎ 

引き続き毎年

実施 

北陸地整、新潟県、 

新潟市、阿賀野市、 

五泉市、阿賀町、 

新発田市、東北電力 

③ ・水防団間での連携、協力に関する検討、

調整 
Ｏ,Ｑ 

引き続き検討 阿賀野市、五泉市、 

新発田市 

④ ・毎年、関係機関が連携した水防実働訓練

等を実施 

Ｐ,Ｑ 

引き続き毎年

実施 

北陸地整、気象台、 

新潟県、新潟市、 

阿賀野市、五泉市、 

阿賀町、新発田市 

東北電力 

⑤ ・水防活動の担い手となる水防協力団体の

募集・指定を促進 Ｏ,Ｑ 

引き続き実施 新潟市、阿賀野市、 

五泉市、阿賀町 

新発田市 

⑥ ・洪水に対するリスクが特に高いＪＲ羽越

本線橋梁右岸部の水防活動に着目したタイ

ムラインの整備 

Ｕ 

引き続き実施 北陸地整 

阿賀野市、他 

⑦ ・国・県・自治体職員等を対象に、水防技

術講習会を実施 
Ｐ 

引き続き 

実施 

北陸地整、新潟県 

新潟市、阿賀野市、 

五泉市、阿賀町 

新発田市 

⑧ ・大規模災害時の復旧活動の拠点等配置計

画の検討を実施 
Ｒ 

引き続き検討 北陸地整、新潟県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組項目等の

時点修正 
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■要配慮者利用施設や大規模工場等の自衛水

防の推進に関する取組 

   

 ・要配慮者利用施設による避難確保計画の

作成に向けた支援を実施 Ｋ 

平成28年度か

ら順次実施 

北陸地整、新潟市、 

阿賀野市、 

五泉市、阿賀町 

・大規模工場等への浸水リスクの説明と水

害対策等の啓発活動 
Ｉ 

平成28年度か

ら実施 

北陸地整、新潟市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■流域対策に関する取組 

① ・浸水被害軽減地区の指定のための情報提

供及び複数市町村に影響が想定される場合

の共有、連携 

Ｄ,Ｅ 

引き続き実施 北陸地整 

② ・立地適正化計画の作成 

 
 

引き続き検討 新潟市 

■要配慮者利用施設や・避難行動要支援者の迅速かつ適切な避難および大規模工場等の自衛

水防の推進に関する取組 

① ・要配慮者利用施設による避難確保計画の

作成に向けた支援を実施 
Ｋ 

引き続き実施 北陸地整、新潟県 

新潟市、阿賀野市 

五泉市、阿賀町、 

新発田市 

② ・大規模工場等への浸水リスクの説明と水害

対策等の啓発活動 
Ｉ 

引き続き実施 北陸地整、新潟市 

③ ・早期復興を支援する事前の準備（民間企業

BCP策定支援） 
Ｉ 

  

 

④ ・避難行動要支援者ごとに個別避難計画を

作成 Ｋ 

引き続き実施 新潟市、阿賀野市 

五泉市、阿賀町 

新発田市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組項目等の

時点修正 
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③社会経済活動を取り戻すための排水活動及び施設運用の強化 

現状のポンプ車配置計画では大規模浸水の対応が行えない等の懸念があるため、確実

な住民避難等に資する取組として、以下のとおり実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な取組項目 
課題の 

対応 
目標時期 取組機関 

■救援・救助活動の効率化に関する取組    

 ・大規模災害時の救援・救助活動等支援

のための拠点等配置計画の検討を実施 
Ｅ,Ｓ 

平成28年度か

ら検討 

北陸地整、新潟県 

新潟市、阿賀野市、 

五泉市、阿賀町 

 

■排水計画（案）の作成及び排水訓練の実施    

 ・大規模水害を想定した阿賀野川排水計画

（案）の検討を実施 
Ｓ,Ｔ 

平成28年度か

ら検討 

北陸地整、新潟県、 

新潟市、阿賀野市、 

五泉市、阿賀町 

 

 ・排水ポンプ車の出動要請の連絡体制等を

整備 
Ｔ 

引き続き毎年

実施 

北陸地整、新潟県、 

新潟市、阿賀野市、 

五泉市、阿賀町 

 

 ・関係機関が連携した排水実働訓練の実施 

Ｕ 

順次実施 北陸地整、新潟県、 

新潟市、阿賀野市、 

五泉市、阿賀町、 

東北電力 

③社会経済活動を取り戻すための排水活動及び施設運用の強化 

現状のポンプ車配置計画では大規模浸水の対応が行えない等の懸念があるため、確実

な住民避難等に資する取組として、以下のとおり実施する。 

主な取組項目 
課題の 

対応 
目標時期 取組機関 

■救援・救助活動の効率化に関する取組 

① ・大規模災害時の救援・救助活動等支援

のための拠点等配置計画の検討を実施 
Ｅ,Ｓ 

引き続き実施 北陸地整、新潟県 

新潟市、阿賀野市、 

五泉市、阿賀町 

新発田市 

■排水計画（案）の作成及び排水訓練の実施 

① ・大規模水害を想定した阿賀野川排水計画

（案）の検討を実施 
Ｓ,Ｔ 

引き続き実施 北陸地整、新潟県、 

新潟市、阿賀野市、 

五泉市、阿賀町 

新発田市 

② ・排水ポンプ車の出動要請の連絡体制等を

整備 
Ｔ 

引き続き毎年

実施 

北陸地整、新潟県、 

新潟市、阿賀野市、 

五泉市、阿賀町 

新発田市 

③ ・関係機関が連携した排水実働訓練の実施 

Ｕ 

引き続き実施 北陸地整、新潟県、 

新潟市、阿賀野市、 

五泉市、阿賀町、 

新発田市、東北電力 

④ ・内水排水ポンプの運転調整の検討 

 

 

Ｔ,Ｕ, 

Ｖ 

引き続き検討 北陸地整、新潟市、 

阿賀野市 

■水防団等による避難時の声かけ等の取組 

① ・協議会等の場を活用して、自主防災組織

、福祉関係者、水防団、水防協力団体等に

よる避難時の声かけや避難誘導を含む訓練

及び出水時における実際の事例の情報を共

有 

 

引き続き実施 新潟市、阿賀町、 

新発田市 

■水害からの高齢者の避難行動の理解促進に向けた取組 

① ・市町村の防災部局だけでなく高齢者福祉

部局についても、協議会等への参加や防災

部局から当該協議会等に関する情報提供を

受けるなどにより情報共有を実施 

 

引き続き検討 北陸地整、新潟市、 

阿賀野市、五泉市、 

阿賀町、新発田市 

② ・地域包括支援センターにハザードマップ

の掲示や避難訓練のお知らせ等の防災関連

のパンフレット等を設置 

 

 

引き続き実施 新潟市、阿賀野市、 

五泉市、阿賀町、 

新発田市 

 

 

 

 

 

 

取組項目等の

時点修正 
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③ ・協議会毎に地域包括支援センター・ケア

マネジャーと連携した水害からの高齢者の

避難行動の理解促進に向けた取組の実施お

よびその状況を共有 

 

引き続き検討 北陸地整、新潟市、 

阿賀野市、五泉市、 

阿賀町、新発田市 

 

取組項目等の

時点修正 
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７．フォローアップ 

 

 各機関の取組内容については、必要に応じて、防災業務計画や地域防災計画、河川整

備計画等に反映することなどによって責任を明確にし、組織的、計画的、継続的に取り

組むことが重要である。 

 

 原則、本協議会を毎年出水期前に開催し、取組の進捗状況を確認し、必要に応じて取

組方針を見直すこととする。また、実施した取組についても訓練等を通じて習熟、改善

を図るなど、継続的なフォローアップを行うこととする。 

 

 なお、本協議会は、全国でも早い段階で取組方針をまとめており、今後、全国で作成

される他の取組方針の内容や技術開発の動向等を収集した上で、随時、取組方針を見直

すこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．フォローアップ 

 

 各機関の取組については、必要に応じて、防災業務計画や地域防災計画、河川整備計

画等に反映することなどによって責任を明確にし、組織的、計画的、継続的に取り組む

ことが重要である。 

 

 原則、本協議会を毎年出水期前に開催し、取組の進捗状況を確認し、必要に応じて取

組方針を見直すこととする。また、実施した取組についても訓練等を通じて習熟、改善

を図るなど、継続的なフォローアップを行うこととし、阿賀野川水系（阿賀野川）流域

治水会議と連携し必要に応じ、随時、取組方針を見直すこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流域治水プロ

ジェクトに伴

い修正 
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流域治水プロジェクトの充実について

R4.3.16
第８回 阿賀野川大規模氾濫に関する減災対策協議会
第３回 阿賀野川水系(阿賀野川)流域治水会議

資料－４



■プロジェクトの充実内容

流域治水プロジェクトの充実について

・昨今の豪雨災害の激甚化・頻発化を受け、河川管理者が主体となって行う治水対策に加え、流域全体で水害を軽減させる「流域治水」へ
の転換が重要であるとの認識に基づき、各水系にて設置した「流域治水協議会」（以下、「協議会」という。）での議論を通じて、国、流域自治
体、企業等が協働して流域全体で実施すべき対策の全体像を「流域治水プロジェクト」としてとりまとめ、令和３年３月に公表した。

・各水系においては、協議会に参画する関係者との連携を図りつつ、本プロジェクトに基づく取組が実施されているところであるが、流域治水
の一層の推進により浸水被害の防止・軽減を図るためには、共通の指標に基づき取組の進捗状況を「見える化」し、積極的・先進的な事例を
踏まえた、プロジェクトの更なる充実を全国的に図ることが重要である。

１．指標を活用した流域治水プロジェクトの更なる推進

２．流域治水プロジェクトの更新

■水害リスク情報の充実について ■グリーンインフラの取り組みについて ■事業内容の更新について

凡例
想定される浸水範囲

高頻度(1/10規模)
中高頻度(1/30規模)
中頻度(1/50規模)
中低頻度(1/100規模)
低頻度(1/150規模)
想定最大規模

凡例
想定される浸水範囲

高頻度(1/10規模)
中高頻度(1/30規模)
中頻度(1/50規模)
中低頻度(1/100規模)
低頻度(1/150規模)
想定最大規模

現況
短期
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流域治水プロジェクトの充実について（指標の活用・水害リスクの充実）

【目的】

・流域治水の一層の推進により浸水被害の防止・軽減を図るためには、共通の指標に基づき取組の進捗状況を「見える化」し、プロジェクト
の更なる充実を図ることが重要。

・流域治水における主要な各取組に係る数値目標に対する進捗状況の「見える」を行うため、第５次社会資本整備重点計画（令和３年５月２
８日閣議決定）および流域治水推進行動計画（令和３年７月３０ 日策定）等に記載されている取組を参考に、流域内の自治体や関係者が連
携し、多層的な流域治水の取組を推進するための指標を設定し、「見える化」を図る。

■各種指標

【目的】

・これまで水防法等に基づき公表されてきたハザード情報は、主に円滑な避難の確保を目的として作成・公表されているが、更なる避難行動
の検討をはじめ、防災まちづくりの検討等に活用することを目的に、水害リスク情報を充実化が必要。

・想定最大規模・計画規模の降雨に加え、中～高頻度の降雨での浸水想エリアを示し重ね合わせた図（リスクマップと呼称）を作成し水害リ
スクの充実を図る。

■リスクマップイメージ

●指標を活用した流域治水プロジェクトの更なる推進

●流域治水プロジェクトの更新（水害リスクの充実）

整備効果の
“見える化”

凡例
想定される浸水範囲

高頻度(1/10規模)
中高頻度(1/30規模)
中頻度(1/50規模)
中低頻度(1/100規模)
低頻度(1/150規模)
想定最大規模

凡例
想定される浸水範囲

高頻度(1/10規模)
中高頻度(1/30規模)
中頻度(1/50規模)
中低頻度(1/100規模)
低頻度(1/150規模)
想定最大規模

現況 短期
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流域治水プロジェクトの充実について（流域治水×グリーンインフラ）

我が国が抱える課題

■安全・安心で持続可能な国土

■国土の適切な管理

■生活の質の向上

■人口減少・高齢化に対応した
持続可能な社会形成

自然環境が有する多様な
機能活用


ୠ

×

ॢ
জ
␗
থ
ॖ
থ
ই
ছ

地域振興防災・減災 環境

■貯留機能保全区域を創設し、沿川の保

水・遊水機能を有する土地を確保

■治水対策における多自然川づくり

■自然環境の保全・復元などの自然再生

■健全な水循環系の確保(水環境)

■生物の多様な生息･生育環境の保全・創

出による生態系ネットワークの形成

■魅力ある水辺空間・賑わい創出（かわ
まちづくり）

■河川環境学習の促進

■インフラツーリズム事業者との協働に
よる賑わい創出、地域活性化

■ミズベリング・プロジェクトの推進に

による賑わい創出、地域活性化

【流域治水プロジェクトと関係】

■令和２年７月 社会資本整備審議会 答申（抜粋）
「気候変動を踏まえた水災害対策のあり方について」～あらゆる関係者が流域全体で行う持続可能な「流域治水」への転換～
○流域治水を進める上で、生態系ネットワークに配慮した自然環境の保全や創出、かわまちづくりと連携した地域経済の活性化やにぎわいの創出など、防災機能以外の多面的な要
素も考慮し、治水対策を適切に組み合わせることにより、持続可能な地域づくりに貢献していくべきである。

■令和3年４月 衆議院 国交委員会 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案に対する付帯決議 （抜粋）
○流域治水の取り組みにおいては、自然環境が有する多様な機能を活かすグリーンインフラの考えを推進し、災害リスクの低減に寄与する生態系の機能を積極的に保全又は再生す

ることにより、生態系ネットワークの形成に貢献すること。

【グリーンインフラとは】

■社会資本整備や土地利用等のハード・ソフト両面において、自然環境が有する多様な機能（生物の生息・生育の場の提供、良好な景観形成、気温上昇の抑制等）を活用し、
持続可能で魅力ある国土づくりや地域づくりを進める取り組み
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流域治水プロジェクトの充実について（今後のスケジュール）

阿賀野川水系流域治水プロジェクトの充実内容 公表

時期

阿賀野川水系流域治水流域治水会議 第２回幹事会
※阿賀野川大規模氾濫減災対策協議会 第９回幹事会と合同開催

■各種指標を活用した流域治水プロジェクトの更なる推進

■流域治水プロジェクトの更新
・水害リスク情報の充実
・グリーンインフラの取り組み
・事業箇所の更新

第３回 阿賀野川水系（阿賀野川）流域治水会議
※第８回 阿賀野川大規模氾濫減災対策協議会と合同開催

R4.2.18

R4.3.16

R4.3末

■流域治水プロジェクトの充実（案） 公表スケジュールについて
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第８回　阿賀野川大規模氾濫に関する減災対策協議会
第３回　阿賀野川水系(阿賀野川)流域治水会議

参考資料－1
減災対策協議会における各機関の取組状況について



※上段：平成28年6月 取組方針策定時の実施内容と時期　　　下段：令和3年1月段階の取組状況（進捗）　令和4年1月段階の取組状況（進捗）　※随時更新する。
（様式1-取組一覧）　取組状況確認様式 ※「課題の対応（A～W）」は減災対策についての現状の課題であり、各取組がどの課題(詳細は「阿賀野川流域の減災に係る取組方針H28.6.4」参照)に対応したものかを指す。

項
目

事
項

カテゴリ
課題
の

対応

目標
時期

内容 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期

１．ハード対策の主な取組
■洪水を河川内で安全に流す対策

・洪水を安全に流すた
め及び危機管理型の
ハード対策を推進する

引き
続き
実施

・洪水を安全に流すた
めのハード対策を推進
する。

引き
続き
実施

・防災拠点等の整備を
検討する

引き
続き
実施

検討中【R4.3現在】 引き
続き
実施

・藤戸川合流点処理
【R3年度】逆流防止樋
門の整備検討を実施
中

主要降雨等による浸水
被害を防止・軽減する
ために河川改修等の
対策を実施

■流出抑制対策

－

■内水対策
・排水ポンプ車の更新・
増強

・排水ポンプ車や照明
車等の災害対策車輌・
機器について、平常時
から定期的な保守点検
を行い、災害発生時の
出動体制を確保

・引き
続き
実施

雨水ポンプ場の整備の
検討

引き
続き
検討

－ 排水ポンプ車等の整備
検討。※県内導入事例
の情報収集を実施。

引き
続き
検討

既存排水機場の維持
管理
排水ポンプ車を整備予
定（R5.3）

新発田市 東北電力株式会社

・河道掘削
・侵食対策
・浸透対策
・築堤

U,V
引き続き

実施

洪水を安全に流すた
め・危機管理型の
ハード対策の推進

・下里地区河道掘削工
事中【R3年度】新橋梁
の架替・特殊堤の設置
が完了
「防災・減災・国土強靱
化のための３カ年緊急
対策」でH30年度より河
道掘削（樹木伐採）、浸
透対策実施

新潟地方気象台 新潟県 新潟市 阿賀野市 五泉市 阿賀町
減災のための取組方針

（概ね５年間）
北陸地整

防災拠点等整備の
検討

引き
続き
実施

【R4.3末現在】
・支川は新井郷川,大通
川（新潟）、福島潟（新
発田・新潟）、駒林川
（新発田）の工事を実
施
・阿賀野川の工事を実
施（津川）
・H30～R2年度防災・
減災・国土強靱化関係
予算（緊急対策）等に
よる河床掘削工事・伐
木業務委託等を実施
（新発田・新潟・新津・
津川）
・R3年度は緊急浚渫推
進事業債を活用した河
床掘削工事・伐木業務
委託等を実施（新発
田・新潟・新津・津川）

引き
続き
実施

 

主要降雨等による浸水
被害を防止・軽減する
ために河川改修等の
対策を実施

・本川と支川
の合流部等
の対策

V,W

・多数の家屋
や重要施設
等の保全対
策

V,W

・ダムの嵩上
げ、遊水地
の整備

V
遊水地の整備、ダム
の嵩上げ

・重要インフ
ラの機能確
保

V,W

・排水機能の
配備

T
引き続き

検討

排水ポンプ場の整備
等の、排水ポンプ車
の整備

参－１－1



※上段：平成28年6月 取組方針策定時の実施内容と時期　　　下段：令和3年1月段階の取組状況（進捗）　令和4年1月段階の取組状況（進捗）　※随時更新する。
（様式1-取組一覧）　取組状況確認様式 ※「課題の対応（A～W）」は減災対策についての現状の課題であり、各取組がどの課題(詳細は「阿賀野川流域の減災に係る取組方針H28.6.4」参照)に対応したものかを指す。

項
目

事
項

カテゴリ
課題
の

対応

目標
時期

内容 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期

新発田市 東北電力株式会社新潟地方気象台 新潟県 新潟市 阿賀野市 五泉市 阿賀町
減災のための取組方針

（概ね５年間）
北陸地整

調整池、雨水貯留施設
による浸水対策の実施

引き
続き
実施

－ 既存箇所の維持管理

田んぼダムの活用 引き
続き
実施

－

■危機管理型ハード対策
・堤防天端の保護 H28年

度か
ら順
次整
備

・堤防天端の保護 H28年
度以
降検
討

・堤防天端の保護につ
いてH29年度完了

引き
続き
実施

【R3.1末現在】
・福島潟で一部実施済
（新発田）
・阿賀野川（白崎、吉津
工区）、中ノ沢川（岡沢
工区）を実施済（津川）

引き
続き
実施

■避難路・避難場所の安全対策の強化

■流域対策に関する取組
・新たな治水対策の検
討を実施

引き
続き
実施

・新たな治水対策の検
討を実施新たな治水対
策の検討を実施

引き
続き
実施

検討中。 引き
続き
実施

－ 県へ水位計、簡易カメ
ラ設置要望

・外水氾濫の被害軽減
に向けた対策の検討

H28年
度か
ら検

・外水氾濫の被害軽減
に向けた対策の検討を
実施

引き
続き
実施

・外水氾濫被害軽減に
向けた掘削等のハード
対策を実施(新発田)

引き
続き
実施

検討中。 引き
続き
実施

・ハザードマップに家屋
倒壊等氾濫想定区域
など、早期立退き避難
区域を設定・明示。

ハザードマップに家屋
倒壊等氾濫想定区域
など、早期立退き避難
区域を設定・明示。区
長会議時に早期避難
について周知。

自主防災組織へ出前
講座時に早期避難の
周知

・河川整備計画に基づ
き、実施可能性を検討
（津川）

田んぼダムの整備・
活用

・堤防天端の
　保護
・堤防裏法尻
　の補強

W

H28
年度
から
順次
整備

堤防天端の保護

・調整池の整
備
・田んぼダム
の活用

T
引き続き

実施

調整池等の整備

・避難通路等
の整備

D

・平成16年7
月、同23年7
月を上回る
豪雨に襲わ
れても壊滅
的な被害を
招くことのな
いよう、新た
な治水対策
の検討を実
施

D,E
引き続き

実施

平成16年7月、同23
年7月を上回る豪雨
に襲われても壊滅的
な被害を招くことの
ないよ
う、新たな治水対策
の検討

・流域におけ
る氾濫被害
軽減に向け
た対策の検
討を実施

D,E
引き続き

実施

外水氾濫の被害軽
減に向けた対策の
検討

・二線堤整
備、保全

D,E

・家屋移転、
災害ハザー
ドエリアから
の移転

D,E,
F

・宅地嵩上げ
D,E,
F

・浸水防止施
設等の整備

D,E,
F

参－１－2



※上段：平成28年6月 取組方針策定時の実施内容と時期　　　下段：令和3年1月段階の取組状況（進捗）　令和4年1月段階の取組状況（進捗）　※随時更新する。
（様式1-取組一覧）　取組状況確認様式 ※「課題の対応（A～W）」は減災対策についての現状の課題であり、各取組がどの課題(詳細は「阿賀野川流域の減災に係る取組方針H28.6.4」参照)に対応したものかを指す。

項
目

事
項

カテゴリ
課題
の

対応

目標
時期

内容 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期

新発田市 東北電力株式会社新潟地方気象台 新潟県 新潟市 阿賀野市 五泉市 阿賀町
減災のための取組方針

（概ね５年間）
北陸地整

■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備
・水防連絡会にて水防
倉庫の備蓄材などの
合同巡視を実施

引き
続き
実施

・水防資機材の配備状
況の確認・整備

引き
続き
実施

河川管理者や消防団
と連携し水防資機材の
配備状況の確認や整
備を行う。

H28年
度か
ら検
討

・河川管理者と連携し
水防資機材の配備状
況の確認を実施する。

H28年
度か
ら検
討

・河川管理者と連携を
図り、配備状況の確認
や整備を行う。

H28年
度か
ら検
討

・河川管理者と町・消
防本部・水防団等で資
機材を確認する。

H28年
度か
ら検
討

【R1.5.15】合同巡視時
に実施

引き
続き
実施

【R4.3末現在】
・水防資機材の配備状
況を5月～8月にかけて
確認・補充を実施（新
発田・新潟・新津・津
川）

R3実
施済、
引き
続き
実施

・河川管理者と連携
し阿賀野川重要水防
箇所の巡視に合わせ
て水防資機材の配備
状況の確認を行っ
た。

引き
続き
実施

水防資機材の配備状
況の確認・補充を実
施。

引き
続き
実施

・出水期前に確認を行
い、補充している。
・地元町内会長からの
申し出により、不足分
を補充している。

引き
続き
実施

合同巡視時に実施済
み。
出水期前に土のう用砂
を鹿瀬地域に配備し
た。

引き
続き
実施

資機材を適切に、また
迅速な水防活動が行
えるよう、県との合同
巡視時に点検する。

引き
続き
実施

・新技術（水のう等）を
活用した資機材等の配
備

H28年
度か
ら検
討

・新技術を活用した水
防資機材等の配備を
検討する。

H28年
度か
ら検
討

・JR羽越本線橋梁右岸
部の水防活動時間が
短縮できる資機材の検
討を進める。

H28年
度か
ら検
討

・Ｈ23水害の教訓とし
て、市の倉庫や消防器
具置場、町内会館等に
配備済みで、新技術を
活用した水防資機材等
の配備を検討する。

H28年
度か
ら検
討

・水防資機材の種類や
数量を検討する。

H28年
度か
ら検
討

【R1.5】
阿賀野市の水防訓練
への三角水のうの貸し
出し

引き
続き
実施

【R4.3末現在】
・検討中（新発田・新
潟・新津・津川）

引き
続き
検討

検討中。 引き
続き
実施

・出水期前に確認を行
い、補充している
・地元町内会長からの
申し出により、不足分
を補充している
・新技術を活用した水
防資機材等の配備に
ついては、検討中。

引き
続き
実施

検討中 引き
続き
検討

検討中 引き
続き
実施

・簡易水位計の設置
・ＣＣＴＶカメラの設置

H28年
度か
ら順
次

・水位計・量水標の設
置
・洪水危険箇所におけ
る河川カメラ設置

H28年
度か
ら検
討

済

済

済

引き
続き
実施

・観測所における監視
体制の強化
・水害リスクラインに基
づく水位予測及
び洪水予報
【R1～】水位観測所に
おける耐水化完了・設
備改修による監視体制
の強化を実施中
【R3.6～】6時間水位予
測の提供を開始

事務所・出張所の耐水
対策を検討

・市役所本庁舎にお
いては、屋上にも自
家発電設備を設置す
るなど、水害時の対
応を実施済み。

実施
済み

本庁舎非常用電源の
高さ対応済み。

・災害対策本部が設置
される庁舎について、
非常用電源の高さ対
策を実施済み。

本庁舎（災害対策本部
設置庁舎）浸水想定あ
り。自家発電設備の移
設等を検討。

引き
続き
検討

本庁舎（災害対策本部
設置庁舎）浸水想定な
し
受水槽を上階に設置
し、浸水時も生活用水
として確保

適宜、協議会等におい
て災害拠点病院等の
機能確保のための対
策の実施状況を共有

あがの市民病院の建
設にあたり、盛土によ
る想定浸水深より高い
場所に建設。

－

①新技術を
活用した水
防資機材の
検討及び配
備

M,P,
Q

H28年度
から検討

水防資機材の確認・
整備

【R3.1末現在】
・危機管理型水位計を
18河川18箇所に設置
済（新発田9・新潟2・新
津2・津川5）設置済み。
・簡易型カメラを8河川
14箇所に設置済み。
（新発田4・新潟1・新津
1・津川8）
・柴倉川水系に新設の
丸淵雨量局、合川水位
局（阿賀町 常浪川）を
R1.6月に設置済（津
川）

③洪水予測
や水位情報
の提供の強
化（ダム放流
警報設備等
の耐水化や
改良等、水
文観測所の
停電対策）

J

新技術を活用した水
防資機材の検討・配
備

②円滑な避
難活動や水
防活動を支
援するため、
CCTVカメラ、
簡易水位計
や量水標等
の設置

L,J
H28年度
から順次

整備

CCTVカメラ、簡易水
位計・量水標の設置

・危機管理型水位計１
３基の設置済
・簡易型カメラ計5基の
設置
　R3.3に新規1基を追
加設置し運用を開始
【R4.3現在】

運用
に向
けて
調整
中

④庁舎等の
耐水化、非
常用電源の
整備

S
引き続き

検討
庁舎等の耐水対策

⑤災害拠点
病院等の機
能確保のた
めの対策の
実施状況を
共有

S

災害拠点病院等の
機能確保のための
対策の実施状況を
共有
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※上段：平成28年6月 取組方針策定時の実施内容と時期　　　下段：令和3年1月段階の取組状況（進捗）　令和4年1月段階の取組状況（進捗）　※随時更新する。
（様式1-取組一覧）　取組状況確認様式 ※「課題の対応（A～W）」は減災対策についての現状の課題であり、各取組がどの課題(詳細は「阿賀野川流域の減災に係る取組方針H28.6.4」参照)に対応したものかを指す。

項
目

事
項

カテゴリ
課題
の

対応

目標
時期

内容 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期

新発田市 東北電力株式会社新潟地方気象台 新潟県 新潟市 阿賀野市 五泉市 阿賀町
減災のための取組方針

（概ね５年間）
北陸地整

完了済 排水機場更新のタイミ
ングに合わせて耐水化
を実施

更新
時実
施

－

・洪水ハザードマップに
記載されている民間施
設等を活用した緊急的
な避難先の事例を収
集し、調整内容や協定
の締結方法等について
協議会の場等を通じて
情報提供。

検討中 引き
続き
検討

R4年度に開業予定の
道の駅あがのを確保。

新型コロナウイルス感
染者等の避難も考慮
し、新たな避難施設
（場所）を確保。

⑥排水機場
の耐水化

T,U
引き続き

実施
排水機場の耐水化

⑦応急的な
避難場所の
確保

E
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※上段：平成28年6月 取組方針策定時の実施内容と時期　　　下段：令和3年1月段階の取組状況（進捗）　令和4年1月段階の取組状況（進捗）　※随時更新する。
（様式1-取組一覧）　取組状況確認様式 ※「課題の対応（A～W）」は減災対策についての現状の課題であり、各取組がどの課題(詳細は「阿賀野川流域の減災に係る取組方針H28.6.4」参照)に対応したものかを指す。

項
目

事
項

カテゴリ
課題
の

対応

目標
時期

内容 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期

新発田市 東北電力株式会社新潟地方気象台 新潟県 新潟市 阿賀野市 五泉市 阿賀町
減災のための取組方針

（概ね５年間）
北陸地整

２．ソフト対策の主な取組　①「安全な場所への確実な避難」に向けた、円滑かつ迅速な避難のための取組
■情報伝達、避難計画等に関する事項

・川の防災情報システ
ムの改良及びスマート
フォンを活用した情報
発信

順次
実施

・新潟県河川防災情報
システムの改良及びス
マートフォン向け画面
の検討

引き
続き
検討

【H28.3】よりスマート
フォン向け機能を追加
し、運用開始。HPにて
公表済み
・Twitterを用いた情報
提供を運用中【R4.3現
在】

済 【H29.4】スマートフォン
向け画面を公開（河管
課）
【R1.6】
河川防災情報システム
の改良を実施（河管
課）

済 にいがた防災メールや
ツイッターなどを活用し
た情報発信を実施し
た。

引き
続き
実施

・信濃川下流域との防
災情報を一元化し、共
有・閲覧できるシステ
ム（プラットホーム）を
構築

順次
実施

平成29年度にHPで公
表済

済

・プッシュ型の洪水予
報等の情報発信

順次
実施

・気象警報・注意報を
発表し、現象ごとに警
戒期間、注意期間、
ピーク時間帯、雨量な
どの予想最大値を周知

引き
続き
実施

・隣県水位局の情報を
掲載
・洪水時における水位
の緊急速報メールの検
討

引き
続き
検討

CCTVカメラの画像を
HP上で公開済。

済 ・画像情報を河川防災
情報システムにて公開
済み

引き
続き
実施

・必要に応じて適宜実
施。

・必要に応じて、自治
体に情報伝達（ホットラ
イン）を実施

引き
続き
実施

・関係自治体に専用端
末を配備し、web会議
でのホットラインが可能
な環境を構築R4.3現
在】

【R04.01現在】
気象状況に応じ、適宜
実施中

引き
続き
実施

・危険箇所の範囲や避
難所の位置を分かりや
すく表示する「にいがた
防災アプリ」について、
更なる普及のため周
知・広報を実施する。
・緊急告知FMラジオに
ついて、更なる普及の
ため周知・広報を実施
する。

H28年
度か
ら実
施

・登録制である阿賀野
市安全安心メールや
LINEについて、更なる
普及のため周知・広報
を実施する。

H28年
度か
ら検
討

・携帯電話やパソコン
のメールを利用した五
泉あんしんメールにつ
いて、更なる普及のた
め周知・広報を実施す
る。

引き
続き
実施

・「にいがた防災アプリ」
について、市民の利便性
向上のため、同アプリの
令和元年度末での廃止
と新潟県の防災アプリへ
移行を促す情報を市HP
に掲載し市民に周知。
・緊急告知FMラジオにつ
いて、市HP及び市報に
いがた掲載し市民に周
知。

引き
続き
実施

広報紙やホームページ
への記事掲載、防災塾
等におけるチラシの配
布による周知を実施。

引き
続き
実施

出水期前の市広報誌
での周知に加え、ホー
ムページ、出前講座等
での周知を実施。

引き
続き
実施

新発田あんしんメール
の登録者増加のため、
周知・広報を実施。
防災アプリ等の普及の
ための周知・広報を実
施。

引き
続き
実施

信濃川下流域情報
共有プラットホーム
の構築

水位・気象情報等の
情報発信

国土交通省発信で携
帯電話事業者提供の
「緊急速報メール」サー
ビスを平成29年5月より
開始。

済 【R04.01現在】
・「危険度を色分けした
時系列表」を提供中

引き
続き
実施

【H29.3】隣県水位局の
情報を新潟県河川防
災情報システムで公開
（河管課）
【R1.6】
危機管理型水位計の
水位情報を河川防災
情報システムにて公開
（河管課）
【R1.7】
河川情報のプッシュ型
配信サービスを開始
（河管課）
【R2.7月現在】
・簡易型河川監視カメ
ラの画像情報を河川防
災情報システムにて公
開（河管課）

済

済

済

済

引き
続き
実施

カメラ映像の情報提
供

自治体への情報伝
達（ホットライン）

防災アプリ・ラジオ・
メールの更なる普及
のための周知・広報

川の防災情報システ
ムの改良・スマート
フォンを活用した情
報発信

①リアルタイ
ムの情報提
供やプッシュ
型情報の発
信など防災
情報の充実
（水位、気象
情報、カメラ
映像、ホット
ラインなど）

G,Ｈ
I,Ｊ

順次整
備
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※上段：平成28年6月 取組方針策定時の実施内容と時期　　　下段：令和3年1月段階の取組状況（進捗）　令和4年1月段階の取組状況（進捗）　※随時更新する。
（様式1-取組一覧）　取組状況確認様式 ※「課題の対応（A～W）」は減災対策についての現状の課題であり、各取組がどの課題(詳細は「阿賀野川流域の減災に係る取組方針H28.6.4」参照)に対応したものかを指す。

項
目

事
項

カテゴリ
課題
の

対応

目標
時期

内容 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期

新発田市 東北電力株式会社新潟地方気象台 新潟県 新潟市 阿賀野市 五泉市 阿賀町
減災のための取組方針

（概ね５年間）
北陸地整

・津波用として設置して
ある同報無線について
河川洪水用としても活
用するよう、既存設備
の運用変更を行う。

H28年
度か
ら実
施

津波用として設置して
ある同報無線について
河川洪水用としても活
用するよう、既存設備
の運用変更を行った。

H28年
実施
済。

津波用同報無線は設
置していないが、J-
ALERTと連動したサイ
レンを設置済み。

引き
続き
実施

・洪水時のダム放流情
報や水位情報等をTV
電話（告知情報端末）
で随時情報発信を行っ
た。

引続
き実
施

・ダムの運用方法，ＨＰ
の見方等については，
「阿賀野川洪水対策連
絡協議会」にて説明
【R3.6　書面開催】

・ダム放流警報に関する
説明については，各自
治体の広報誌に掲載
(5，6月号)

引き
続き
毎年
実施

引き
続き
毎年
実施

H31.1から緊急告知FM
ラジオ配付事業を実
施。

引き
続き
実施

－ 津波浸水想定、土砂災
害警戒区域付近住民
へ貸与

引き
続き
実施

－ 検討中

・様々な災害リスク情
報を「蓄積」、「共有」
し、的確な避難行動に
つながるよう、降雨流
出氾濫モデル（RRIモデ
ル）を改良、発展させ
る。

H28年
度か
ら検
討

阿賀町水災害情報共
有システム（ARIS)の活
用。

引続
き実
施

広報誌やホームページ
で住民周知を図った。

・平常時から河川の注
意点などについて、専
門家の解説として国土
交通職員による解説を
実施。
・災害発生に備え、新
潟地方気象台と連携
し、合同記者会見を実
施。
・新潟県メディア連携協
議会を設立し、報道機
関と交えた関係機関と
の情報共有・連携し、
より良い災害情報の発
信の内容や発信の仕

津波用同報無線の
活用

ダム放流情報等の
情報発信

H28年
度か
ら検
討

 ・「阿賀野川洪水対策
連絡協議会」を活用
し，ダムの運用方法や
ホームページの見方・
使用方法などを説明
(要望があれば出向い
て説明)

・各自治体広報誌への
ダム放流警報に関する
説明を掲載

引き
続き
毎年
実施

引き
続き
毎年
実施

FMラジオの配備事
業

Wi-Fiステーション整
備

降雨流出氾濫モデ
ルの改良

②危険レベ
ルの統一化
等による災
害情報の充

実と整理

H,I

・TV電話（告知情報端
末）を利用して洪水時
のダム放流情報や水
位情報等を分かりやす
く伝える。

②洪水予測
や河川水位
の状況に関
する解説

B,H,I
,J
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※上段：平成28年6月 取組方針策定時の実施内容と時期　　　下段：令和3年1月段階の取組状況（進捗）　令和4年1月段階の取組状況（進捗）　※随時更新する。
（様式1-取組一覧）　取組状況確認様式 ※「課題の対応（A～W）」は減災対策についての現状の課題であり、各取組がどの課題(詳細は「阿賀野川流域の減災に係る取組方針H28.6.4」参照)に対応したものかを指す。

項
目

事
項

カテゴリ
課題
の

対応

目標
時期

内容 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期

新発田市 東北電力株式会社新潟地方気象台 新潟県 新潟市 阿賀野市 五泉市 阿賀町
減災のための取組方針

（概ね５年間）
北陸地整

・出水後におけるタイ
ムラインの検証と改善
・必要に応じて、水位
情報等の提供など

関係機関の要請に応じ
て、気象部門の助言、
作成支援を実施。

順次
実施

・関係機関と連携した
防災行動計画（タイム
ライン）の整備を検討

【R04.01現在】
支援要請実績はなかっ
たが、今後も適宜支援
を実施。

引き
続き
実施

・関係機関と連携した
防災行動計画（タイム
ライン）の整備を実施
運用。

引き
続き
実施

阿賀野川（国管理区
間）についてはタイムラ
イン整備済み。
改善については検討
中。

引き
続き
実施

・関係機関と連携した
防災行動計画（タイム
ライン）の整備を実施
運用。

引き
続き
実施

関係機関と連携した防
災行動計画（タイムライ
ン）の整備を実施運
用。

引き
続き
実施

検討中

・出水後におけるタイ
ムラインの検証と改善
・必要に応じて、水位
情報等の提供など

順次
実施

北陸地整・県・市・町と
共同し、整備・改善を
支援

順次
実施

・市町が作成するタイ
ムラインに必要な水位
情報等の提供など

順次
実施

・ホットラインのタイミン
グや庁内の体制などに
ついて、タイムラインの
改善を実施する。

H28年
度か
ら検
討

・協議会の中で検討す
る避難計画（案）等をふ
まえ改善を行う。

H29年
度か
ら実
施

・早出川（国管理区間）
は整備済み
・阿賀野川について
は、タイムラインを策定
・協議会の中で検討す
る避難計画（案）等をふ
まえ改善を行う
・河川管理者と連携を
図り、改善・整備を行
う。

H27年
度か
ら順
次実
施

・タイムラインの策定 新潟
県か
らの
情報
提供
後に
実施

・阿賀野川洪水浸水想
定区域図の策定・公表
・早出川洪水浸水想定
区域図の策定・公表
・家屋倒壊等氾濫想定
区域図を作成し自治体
へ提供

H28年
度か
ら実
施

想定最大規模も含めた
浸水想定区域図や家
屋倒壊等氾濫想定区
域等の公表を行う。

H28年
度以
降検
討

・想定最大規模降雨の
阿賀野川氾濫シミュ
レーションの公表
・想定最大規模降雨の
早出川氾濫シミュレー
ションの公表

H28年
度か
ら実
施

平成29年より公表。
(浸水ナビ)

済

③関係機関
と連携した防
災行動計画
（タイムライ
ン）の整備

C
引き続き

実施
タイムラインの整備・

改善・支援

④避難指示
等の発令に
着目した防
災行動計画
（タイムライ

ン）の整備及
び検証と改

善

C

順次実
施

タイムラインの整備・
改善・支援

【H28.5.27】洪水対応演
習時にタイムラインの
たたき台作成
H29出水、R1出水、R2
出水において適宜自治
体に水位情報等を提
供

【H29.6】早出川洪水浸
水想定区域図（L2）公
表（新津）
【H30.6】常浪川洪水浸
水想定区域図（L2）公
表（津川）
【R1.7】安野川洪水浸
水想定区域図（L2）公
表（新発田）
【R1.11.15】新谷川・姥
堂川洪水浸水想定区
域図（L2）公表（津川）
【R4.3末現在】
・新井郷川水系で洪水
浸水想定区域図(L2)を
R4に作成予定(新発田)

【H28.5】HPにて公表 済

洪水浸水想定区域
図・家屋倒壊等氾濫
想定区域図の策定・
公表

引き
続き
実施

阿賀野川（国管理区
間）についてはタイムラ
イン整備済み。
改善については検討
中。

引き
続き
実施

早出川（国・県管理区
間）のタイムラインは整
備済。

引き
続き
実施

【R04.01現在】
[R02.7月]洪水警報の
危険度分布活用にむ
けた地域防災計画の
改定支援を実施。
・避難判断基準の検討
については、市町村訪
問により、R3.5改定の
避難情報に関するガイ
ドラインに沿った避難
判断基準の解説を実
施し、市町村支援を行
う。あわせて、台長によ
る首長訪問を実施し、
市町村との連携強化を
図る。（コロナ禍によ
り、Web会議等を活用）

引き
続き
実施

【H29.6】早出川洪水浸
水想定区域図（L2）公
表（新津）
【H30.6】常浪川洪水浸
水想定区域図（L2）公
表（津川）
【R1.7】安野川洪水浸
水想定区域図（L2）公
表（新発田）
【R1.11.15】新谷川・姥
堂川洪水浸水想定区
域図（L2）公表（津川）
【R4.3末現在】
・新井郷川水系で洪水
浸水想定区域図(L2)を
R4に作成予定(新発田)

済

済

済

済

引き
続き
実施・
検討

・洪水対応演習時にタ
イムラインを確認。

引続
き検
討

検討中

新発田市版マイタイム
ラインを作成し市民へ
周知

引き
続き
実施

引き
続き
実施

阿賀野川、常浪川のタ
イムラインを整備済
み。阿賀野川のタイム
ラインの改善を検討
中。

氾濫シミュレーション
の公表

⑤想定最大
規模も含め
た破堤点別
浸水想定区
域図、 家屋
倒壊等氾濫
想定区域の
公表（浸水ナ
ビ等による公
表）

D,Ｅ
Ｆ

H28年度
から

順次実
施

済

済

済

済

引き
続き
実施・
検討
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※上段：平成28年6月 取組方針策定時の実施内容と時期　　　下段：令和3年1月段階の取組状況（進捗）　令和4年1月段階の取組状況（進捗）　※随時更新する。
（様式1-取組一覧）　取組状況確認様式 ※「課題の対応（A～W）」は減災対策についての現状の課題であり、各取組がどの課題(詳細は「阿賀野川流域の減災に係る取組方針H28.6.4」参照)に対応したものかを指す。

項
目

事
項

カテゴリ
課題
の

対応

目標
時期

内容 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期

新発田市 東北電力株式会社新潟地方気象台 新潟県 新潟市 阿賀野市 五泉市 阿賀町
減災のための取組方針

（概ね５年間）
北陸地整

・浸水想定区域の浸水
深、浸水継続時間及び
家屋倒壊危険区域の
情報提供を行う。

H28年
度か
ら実
施

・浸水想定区域の浸水
深、浸水継続時間及び
家屋倒壊危険区域の
情報提供を行う。

H28年
度以
降検
討

【H28.5】HPにて公表 済

・家屋倒壊危険区域等
より、立ち退き避難が
必要な区域を検討す
る。

新潟
県か
らの
情報
提供
後か
ら実
施

・浸水深、浸水継続時
間及び家屋倒壊危険
区域等より、立ち退き
避難が必要な区域を
検討する。
・想定最大規模での浸
水深により避難計画の
見直し整理

H28年
度か
ら検
討

・浸水深、浸水継続時
間及び家屋倒壊危険
区域等より、立ち退き
避難が必要な区域を
検討する。

H29年
度以
降検
討

・浸水想定区域図等の
公表後に立ち退き避難
が必要な区域及び避
難方法を検討する。

H29年
度以
降検
討

・新潟県から情報提供
後、家屋倒壊等氾濫想
定区域を洪水ハザード
マップに掲載し、全戸
配布。

・H30
年度
実施
済み

想定浸水深や家屋倒
壊等氾濫想定区域を
表示した洪水ハザード
マップを作成。H30.5に
全世帯へ配布。

済 ・家屋倒壊等氾濫想定
区域等を表示したハ
ザードマップ作成と全
世帯への配布がH30.4
で完了。
浸水深3ｍ以上・家屋
倒壊等氾濫想定区域
については、早期立ち
退き避難区域として指
定し、ハザードマップへ
記載した。

H29・
30年
度

想定最大規模降雨の
洪水浸水想定区域を
示した洪水ハザード
マップを作成し、R2.7に
全世帯へ配布。

R2完
成

想定最大規模の降雨
による洪水浸水想定区
域も含めた新発田市ハ
ザードマップの全戸配
布及び、市民公開GIS
にて公開した。

H30完
成。

垂直避難等、柔軟な避
難方法の検討

新潟
県か
らの
情報
提供
後か
ら実
施

・広域避難の他に垂直
避難等、柔軟な避難方
法の検討
・家屋倒壊等氾濫想定
区域における頑丈で高
い建物等での屋内安
全確保等、柔軟な避難
方法の検討
・避難路、その他の避
難経路の検討
・想定最大規模での浸
水深により避難計画の
見直し整理

H28年
度か
ら検
討

・広域避難の他に垂直
避難等、柔軟な避難方
法の検討
・家屋倒壊等氾濫想定
区域における頑丈で高
い建物等での屋内安
全確保等、柔軟な避難
方法の検討

H29年
度以
降検
討

・広域避難の他に垂直
避難等、柔軟な避難方
法の検討。
・家屋倒壊等氾濫想定
区域における頑丈で高
い建物等での屋内安
全確保等、柔軟な避難
方法の検討。

・阿賀野川流域におい
て、家屋倒壊等氾濫想
定区域内にある避難所
について、避難所を開
設しないことした。（北
区：１箇所　江南区2箇
所　秋葉区1箇所　）

・H31
年度
運用
開始

ハザードマップの説明
の際に、垂直避難等、
柔軟な避難方法につい
て説明を実施。

引き
続き
実施

・家屋倒壊等氾濫想定
区域等を表示したハ
ザードマップ作成と全
世帯への配布がH30.4
で完了。
浸水深3ｍ以上・家屋
倒壊等氾濫想定区域
については、早期立ち
退き避難区域として指
定し、ハザードマップへ
記載した。

H29・
30年
度

ハザードマップの説明
の際に、垂直避難等、
柔軟な避難方法につい
て説明を実施。

引き
続き
実施

・避難所ごとに水害時
の浸水深や避難の可
否について確認を行
う。

新潟
県か
らの
情報
提供
後か

避難所ごとの想定浸水
深を確認して、避難の
可否を確認する。

H28年
度か
ら検
討

避難所ごとの想定浸水
深を確認して、避難の
可否を確認する。

Ｈ28年
度か
ら検
討

避難所ごとの想定浸水
深を確認して、避難の
可否を確認する。

・避難所ごとに水害
時の浸水深や避難の
可否について確認
後、新潟市洪水ハ
ザードマップにおい
て、避難所の評価を
記載して全戸配布。
・浸水想定規模の変
更があった場合は、
随時避難所の評価を
見直し、ハザード
マップ及び地域防災
計画の修正をしてい
る。

・H30
年度
に実
施済
み
・引
き続
き実
施

H30.5に配布した洪水
ハザードマップに、各
避難所の洪水時の利
用可能判定を掲載。ハ
ザードマップの説明と
併せて、利用可能判定
についても説明を実
施。

引き
続き
実施

・地域防災計画の変更
及びハザードマップへ
記載した。

H30完
成。

ハザードマップの説明
と併せて、利用可能判
定についても説明を実
施。

ハザードマップに水害
時に使用できない避難
所を掲載。

H30完
成。

⑥立ち退き
避難が必要
な区域及び
避難方法の
検討

D,Ｅ
Ｆ,K

H28年度
から

順次実
施

浸水想定区域の浸
水深・水継続時間・
家屋倒壊危険区域
の情報提供

立ち退き避難が必要
な区域・避難方法の
検討

垂直避難等、柔軟な
避難方法の検討

避難所ごとの浸水
深・避難可否の確認

【H29.6】早出川洪水浸
水想定区域図（L2）公
表（新津）
【H30.6】常浪川洪水浸
水想定区域図（L2）公
表（津川）
【R1.7】安野川洪水浸
水想定区域図（L2）公
表（新発田）
【R1.11.15】新谷川・姥
堂川洪水浸水想定区
域図（L2）公表（津川）
【R4.3末現在】
・新井郷川水系で洪水
浸水想定区域図(L2)を
R4に作成予定(新発田)

済

済

済

済

引き
続き
実施・
検討
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※上段：平成28年6月 取組方針策定時の実施内容と時期　　　下段：令和3年1月段階の取組状況（進捗）　令和4年1月段階の取組状況（進捗）　※随時更新する。
（様式1-取組一覧）　取組状況確認様式 ※「課題の対応（A～W）」は減災対策についての現状の課題であり、各取組がどの課題(詳細は「阿賀野川流域の減災に係る取組方針H28.6.4」参照)に対応したものかを指す。

項
目

事
項

カテゴリ
課題
の

対応

目標
時期

内容 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期

新発田市 東北電力株式会社新潟地方気象台 新潟県 新潟市 阿賀野市 五泉市 阿賀町
減災のための取組方針

（概ね５年間）
北陸地整

自主防災組織の新規
結成や防災訓練を実
施した際の助成金の整
備。

引き
続き
実施

・大規模災害時の避難
住民の誘導や被災者
の救援等の協力が期
待されるため、自主防
災組織の育成・強化
（組織率の向上や組織
の実効性）を行う。

H28年
度
から
検討

・新規結成助成
・R3：新型コロナウイル
ス感染症対策を踏まえ
た防災訓練に対応する
ため、訓練助成内容を
拡充
・R4以降：拡充した訓
練助成内容の見直し

引き
続き
実施

自主防災組織の育成・
強化のため、防災塾
（講座・訓練）を実施。

引き
続き
実施

自主防育成強化のた
め、区長会議等で呼び
かけを実施。

育成・強化のため、職
員派遣を行い、講座を
実施。

引き
続き
実施

・作成に必要な情報の
提供及び策定を支援

H28年
度か
ら順
次
実施

・作成に必要な情報の
提供及び策定を支援

H28年
度か
ら順
次
実施

・作成に必要な情報の
提供及び策定を支援
・市町間の調整や運営
上の課題への支援

引き
続き
実施

・広域避難の現実性に
ついて検討する。

H28年
度か
ら検
討

・北陸地整、県、関係
市町と連携し、計画規
模洪水に対する広域
避難計画を検討・策定
する。

・北陸地整、県、関係
市町と連携し、想定最
大規模洪水に対する
広域避難計画を検討・
策定する。

H28年
度か
ら検
討

H29年
度か
ら検
討

・北陸地整、県、関係
市町と連携し、計画規
模洪水に対する広域
避難計画を検討・策定
する。

・北陸地整、県、関係
市町と連携し、想定最
大規模洪水に対する
広域避難計画を検討・
策定する。

H28年
度か
ら検
討

H29年
度か
ら検
討

・作成に必要な情報を
提供

引き
続き
実施

【R04.01現在】
R03年度支援要請実績
はないが要請に応じ
て、適宜支援を実施。

引き
続き
実施

【R3.1末現在】
・H27.11及びH28.6に広
域避難検討地区の抽
出や課題・対応につい
て意見交換会を実施
（河管課）

引き
続き
実施

引き続き広域避難の
現実性について検討
する。

引き
続き
検討

検討中。 引き
続き
検討

検討中 引き
続き
検討

検討中。 検討中 引き
続き
実施

・ハザードマップポータ
ルサイトの周知と活用
を促進

H28年
度
から
実施

・新たな浸水想定区域
に対応した洪水ハザー
ドマップへの改良と、出
前講座などを活用した
周知・広報を実施す
る。

新潟
県か
らの
情報
提供
後に
実施

・洪水ハザードマップの
更新整備を図り、自治
会等に配付、説明会の
開催

H29年
度
から
順次
実施

・ハザードマップの見直
しを行い、全戸配布に
より周知する。

H29年
度以
降検
討

・洪水ハザードマップの
見直しを行い、全戸配
布により周知する。

H29年
度以
降検
討

・【H28.8】想定最大規
模降雨による洪水浸水
想定区域データを更新
・【H28.6】検索ツール等
改良
いずれもHPにて公表

引き
続き
実施

・新潟市総合ハザード
マップ作成・全戸配布
（Ｈ31年3月末）を行い、
市民に周知。

H30年
度に
実施
済み

想定最大規模の浸水
想定区域を表示した洪
水ハザードマップを
H30.5に全世帯へ配
布。防災塾で説明を実
施。

引き
続き
実施

・想定最大規模降雨の
洪水浸水想定区域を
表示したハザードマッ
プ作成と全世帯への配
布がH30.4で完了。
・ハザードマップの更新
及び周知を実施する。

H29・
30年
度
引き
続き
実施

阿賀町洪水ハザード
マップ作成・全世帯へ
配布。HPにより公開。

R2完
成

想定最大規模の降雨
による洪水浸水想定区
域も含めた新発田市ハ
ザードマップの全戸配
布及び、市民公開GIS
にて公開した。

H30完
成。

【R3.1末現在】
・安野川（金田町水位
局・大室水位局）を令
和2年度より水位周知
河川とした（新発田）

安野川が水位周知河
川に指定（R2年度）。

済 ・関係機関と引き続き
協議。

・現状予測期間（～3時
間）
・更に数時間（4～6時
間程度）先も含め水位
予測の精度向上の検
討・システム改良を行
う。

H28年
度
から
検討

・上流水位局による下
流水位予測の検討

H28年
度か
ら検
討

・水害リスクラインにて
R3.6～6時間先の水位
予測の提供を開始
【R4.3】

運用
に向
けて
調整
中

自主防災組織の育
成・強化

⑧広域的な
避難計画等
を反映した新
たな洪水ハ
ザードマップ
の策定・周知

D,Ｅ
Ｆ

H28年度
から

順次実
施

洪水ハザードマップ
の改良・周知

⑦参加市・町
による広域
避難計画の
策定及び支
援

D,E

〔計画規
模〕

平成28
年度から
順次実

施

〔想定最
大規模〕
平成29

年度から
順次実

施

計画規模洪水・想定
最大規模洪水に対
する広域避難計画
の検討・策定・支援

⑨水位周知
河川の見直
し及び追加
指定の検討

B
引き続き

検討

水位周知河川の見
直し及び追加指定の
検討

⑩水位予測
の検討及び
精度の向上

B,M
H28年度
から検討

水位予測の検討及
び精度の向上
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※上段：平成28年6月 取組方針策定時の実施内容と時期　　　下段：令和3年1月段階の取組状況（進捗）　令和4年1月段階の取組状況（進捗）　※随時更新する。
（様式1-取組一覧）　取組状況確認様式 ※「課題の対応（A～W）」は減災対策についての現状の課題であり、各取組がどの課題(詳細は「阿賀野川流域の減災に係る取組方針H28.6.4」参照)に対応したものかを指す。

項
目

事
項

カテゴリ
課題
の

対応

目標
時期

内容 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期

新発田市 東北電力株式会社新潟地方気象台 新潟県 新潟市 阿賀野市 五泉市 阿賀町
減災のための取組方針

（概ね５年間）
北陸地整

・警報等における危険
度の色分け表示
・早期注意情報（警報
級の可能性）の情報提
供
・災害発生の危険度の
高まりを確認できる「危
険度分布の予測（メッ
シュ情報）」の提供・利
活用促進

H29年
度出
水期
から
実施

【R04.01現在】
・[R03.10]最大危険度
予測（土砂災害・浸水
害・洪水）を用いた警戒
呼びかけ
・キキクル（危険度分
布）の改善：警戒レベ
ル４相当の紫への一本
化、警戒レベル５相当
の黒の新設

H29年
度出
水期
から
実施

・流域雨量指数（洪水
警報の危険度分布）を
活用した水害危険性周
知を検討
・協議会等で危険度分
布の事例解説を実施
し、普及啓発を図る。

実施
中

【R04.01現在】
・避難情報に関するガ
イドライン（内閣府）
R3.5改定を受けて、洪
水キキクル（洪水警報
の危険度分布）活用に
むけた地域防災計画
の改定支援を適宜実
施。

引き
続き
実施

避難指示等発令の判
断において、流域雨量
指数についても確認。

引き
続き
実施

・関係機関と引き続き
協議。

検討中

・洪水対応演習の実施 ・洪水対応演習の参加 実施
中

・洪水対応演習の実施

【R3.5】阿賀野川・早出
川総合水防演習を実
施

・【Ｒ03.4.20】洪水対応
演習実施

引き
続き
実施

・【R3.4.20】洪水対応演
習実施

引き
続き
実施

洪水対応演習の実施 引き
続き
実施

【R3.4.20】洪水対応演
習の実施

引き
続き
実施

・関係機関が連携した
洪水対応演習を実施。

引き
続き
実施

【R3.5.30】阿賀野川・早
出川総合水防演習に
参加。

関係機関と協力し開催
（水防訓練）【R3実施せ
ず】
市総合防災訓練実施
（洪水、土砂災害対応
訓練）【10月3日】

・情報伝達元の市町に
対し、正確かつすみや
かな予警報の伝達に
努め、またホットライン
等も含めた新たな取り
組み等で協力して行
く。

順次
実施

必要に応じて、洪水危
険度に応じたホットライ
ンを実施。

実施
中

必要に応じて、洪水危
険度に応じたホットライ
ンを実施。

実施
中

・市町村とのweb会議
を活用したホットライン
構築
・CCTV、危機管理型水
位計、簡易型監視カメ
ラをはじめ監視体制の
強化を実施中

引き
続き
実施

【R04.01現在】
引き続き適宜実施。

引き
続き
実施

【R4.3現在】
引き続き適宜実施

引き
続き
実施

検討中。 引き
続き
実施

・市関係部署の水害に
関する連絡体制は構
築済み。

町関係部署の水害に
関する連絡体制は構
築済み。

エリアメール、新発田あ
んしんメール、FMラジオ
を用いた情報伝達ととも
に水害時の自治会長へ
の連絡のための名簿を
作成

⑪気象情報
発信時の「危
険度の色分
け」や「警報
級の現象」等
の改善

J H29年度

気象情報発信時の
「危険度の色分け」
や「警報級の現象」
等の改善

⑫流域雨量
指数（洪水警
報の危険度
分布）を活用
した水害危
険性周知を
検討

B
引き続き

検討

流域雨量指数
（洪水警報の危険度
分布）を活用した水
害危険性周知を検
討

⑬関係機関
が連携した
訓練の実施

C,I,J
引き続き

実施
洪水対応演習、水防
訓練等の実施

⑭市町村庁
舎や災害拠
点病院の施
設関係者へ
の情報伝達
体制、方法に
ついて検討

I,K
引き続き

実施
水防情報の伝達
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※上段：平成28年6月 取組方針策定時の実施内容と時期　　　下段：令和3年1月段階の取組状況（進捗）　令和4年1月段階の取組状況（進捗）　※随時更新する。
（様式1-取組一覧）　取組状況確認様式 ※「課題の対応（A～W）」は減災対策についての現状の課題であり、各取組がどの課題(詳細は「阿賀野川流域の減災に係る取組方針H28.6.4」参照)に対応したものかを指す。

項
目

事
項

カテゴリ
課題
の

対応

目標
時期

内容 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期

新発田市 東北電力株式会社新潟地方気象台 新潟県 新潟市 阿賀野市 五泉市 阿賀町
減災のための取組方針

（概ね５年間）
北陸地整

■平時から住民等への周知・教育・訓練に関する取組
・重要水防箇所等の共
同点検を実施

順次
毎年
実施

・出水期前に自治会や
地域住民と重要水防
箇所の共同点検を実
施

H28年
度か
ら実
施

・河川管理者と自治会
や地域住民で重要水
防箇所等の共同点検
を実施する。

順次
毎年
実施

・河川管理者と自治会
や地域住民で重要水
防箇所等の共同点検
を実施する。

順次
毎年
実施

・河川管理者と自治会
や地域住民が参加した
重要水防箇所等の共
同点検を実施する。

順次
毎年
実施

・河川管理者と地域住
民等で重要水防箇所
等の合同点検を実施
する。

順次
毎年
実施

沿川市町、沿川自治会
と共同で重要水防箇所
等の点検を実施
【R3.6.20】

引き
続き
毎年
実施

【R4.3末現在】
・阿賀野市（R3.5.21）、
新発田市（R3.5.20）と
共同で重要水防箇所
等の点検を実施（新発
田）
・五泉市とR3.6.2に共同
で重要水防箇所等の
点検を実施（新津）
・阿賀町とR3.5.31に共
同で重要水防箇所等
の点検を実施予定（津
川）

引き
続き
毎年
実施

・河川管理者と実施
した阿賀野川重要水
防箇所巡視に参加。

順次
毎年
実施

【R3.6.22】河川管理者
が主催する重要水防
箇所等巡視に参加。

引き
続き
実施

・河川管理者が主催す
る重要水防箇所等の
共同点検に参加。
・河川管理者と自治体
で重要水防箇所の共
同点検を実施。

引き
続き
実施

河川管理者が主催す
る重要水防箇所等の
共同点検に参加した。

順次
毎年
実施

新発田地域振興局地
域整備部と重要水防
箇所合同巡視を実施。
【5月20日】

順次
毎年
実施

・教育委員会と連携し、
効果的な対応を検討す
る。

H28年
度か
ら実
施

教育委員会と連携し、
防災教育を実施

引き
続き
実施

【R04.01現在】
引き続き、要請に応じ
て支援を実施。

H28年
度か
ら実
施

公民館と連携した防災
講座の実施

引き
続き
実施

全小学校（4年生）を対
象に防災教育を実施

引き
続き
実施

・市町の要請により、出
前講座等を積極的に
行っていく。

引き
続き
実施

・市町の要請により、出
前講座等を積極的に
行っていく。

引き
続き
実施

・出前講座等を活用
し、水防災等に関する
説明を実施

新潟
県か
らの
情報
提供
後に
検討

・ハザードマップ作成の
際に説明会を実施

H29年
度
から
実施

・ハザードマップ作成の
際に説明会を実施

H29年
度
以降
実施

・ハザードマップ作成の
際に説明会を実施

H29年
度
以降
実施

・ダム操作に関する各
自治体への出前講座
の開催
・ダム見学会を通じて
ダム操作等に関する説
明を開催。

H29年
度か
ら実
施

・要請があったコミュニ
ティ協議会、自治会、
市議会等へ説明会・見
学会を実施

引き
続き
実施

【R4.3末現在】
・消防学校職員へ水防
災に関する講義を1回
（12.4）実施（河管課）
・新潟市の小学校（臼
井小学校他3校）、五泉
市の小学校（五泉南小
学校他5校）、阿賀野市
の小学校1校の計11校
に早出川ダムへの見
学会時にダム・河川・
災害等についての説明
を実施（新津）

引き
続き
実施

・自主防災組織や住民
向けに、出前講座や勉
強会を実施。（啓発ＤＶ
Ｄや豪雨・台風動画の
視聴、マイ・タイムライ
ンの作成、職員による
講演など）

引き
続き
実施

阿賀野川洪水時の浸
水想定区域の自治会
等に対し、防災塾（防
災講座・訓練）を実施。

引き
続き
実施

・出前講座を各所で実
施。
・ハザードマップ作成
後、住民説明会を実
施。

引き
続き
実施

区長会議において、ハ
ザードマップを活用した
勉強会を実施。

引き
続き
検討

自主防災組織へ出前
講座を実施。（ハザード
マップ等の説明）

引き
続き
実施

・津川地区振興事務所
との情報交換会を実
施。【R3.11　書面開催】

・ダム見学会を通じて
ダム操作等に関する説
明を実施。

引き
続き
実施

①自治会や
地域住民が
参加した水
害に対するリ
スクの高い
箇所の共同
点検の実施

Ａ
順次毎
年実施

重要水防箇所の共
同点検

・新潟県防災教育プロ
グラム【洪水災害編】を
作成済み。
・市町の要請により、出
前講座等を積極的に
行っていく。

引き
続き
実施

【R3.9.9】新潟市横越小
学校で防災の出前講
座を実施。
【R3.11.1・25】五泉川北
小学校で防災の出前
講座を実施。
【R3.12.2】五泉南小学
校で防災の出前講座
を実施。

【R4.3末現在】
・新潟市立新津第二小
学校（R3.6.25）、新潟市
立結小学校（R3.6.24）、
五泉市立大蒲原小学
校小学校（R3.11.12）に
河川・水害・ダム等の
出前講座を実施（新
津）
・阿賀町立三川小学
校・三川中学校
(R3.11.10)に洪水防災
教室の出前講座を実
施（津川）

引き
続き
実施

・新潟県防災教育プログ
ラムに基づき全小中学校
の各学年で、防災教育
（洪水災害）を実施。
（H27-R1）
・各校の特徴、地域特性
に応じて新潟県防災教
育プログラムの自校化を
進めている。
・R2以降、「防災教育」学
校・地域連携事業指定校
における防災教育プラン
の見直し。
・防災士や消防署・消防
団等と連携した体験型の
防災学習を実施
・学校と家庭や地域が連
携した実践的な防災教育
を実施

引き
続き
実施

引き
続き
実施

・小中学校で防災教育
を実施する。

引き
続き
実施

引き
続き
実施

・新潟県防災教育プロ
グラムに基づき全小中
学校の各学年で、防災
教育（洪水災害）を実
施する
・各校の特徴、地域特
性に応じて新潟県防災
教育プログラムの自校
化を進める。
・防災士や消防署・消
防団等と連携した体験
型の防災学習を実施
・学校と家庭や地域が
連携した実践的な防災
教育を実施。

H27年
度か
ら実
施

・市内の小学高学年の
水防災副教材を作成
する。

H28年
度か
ら実
施

・小中学校での水害教
育を実施している。

二葉小学校などで防災
授業を実施。

教育委員会との連
携・効果的な対応の
検討

③出前講座
等を活用し、
水防災等に
関する説明
会を開催

Ａ
引き続き

実施

説明会・見学会の実
施

R3.5に小学5年生を対
象に防災ハンドブック
を配布。
R3.7.15に神山小学校
で防災学習を実施。

引き
続き
実施

市内小中学校等にお
いて防災学習を実施。

引き
続き
実施

阿賀町社会福祉協議
会と合同で町内小学校
（2校）において、防災
学習を実施。※非常食
「新潟ごはん」の試食
など

引続
き実
施

②小中学校
等における
水災害教育
を実施

Ａ
引き続き

実施

出前講座（水害教
育）の実施

・市町の要請により、出
前講座等を積極的に
行っていく。
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※上段：平成28年6月 取組方針策定時の実施内容と時期　　　下段：令和3年1月段階の取組状況（進捗）　令和4年1月段階の取組状況（進捗）　※随時更新する。
（様式1-取組一覧）　取組状況確認様式 ※「課題の対応（A～W）」は減災対策についての現状の課題であり、各取組がどの課題(詳細は「阿賀野川流域の減災に係る取組方針H28.6.4」参照)に対応したものかを指す。

項
目

事
項

カテゴリ
課題
の

対応

目標
時期

内容 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期

新発田市 東北電力株式会社新潟地方気象台 新潟県 新潟市 阿賀野市 五泉市 阿賀町
減災のための取組方針

（概ね５年間）
北陸地整

・関係機関と連携し、効
果的な対応を検討す
る。

H28年
度か
ら実
施

関係機関の出前講座
を活用するなどの連携

引き
続き
実施

【R04.01現在】
出前講座等の機会に
水防災に関する防災
気象情報を説明
[R02.9.10]
・県主催令和２年度防
災気象研修と連携した
出前講座の実施

引き
続き
実施

防災士対象の研修で
関係機関と連携した研
修会の実施

引き
続き
実施

・市町が作成するまる
ごとまちごとハザード
マップへの情報提供

順次
実施

・ハザードマップの基礎
資料となる浸水想定区
域図の作成と公表

引き
続き
実施

・下里自治会で取組み
を実施

H28年
度か
ら実
施

・ハザードマップの見直
しの際に検討する。

H29年
度
以降
実施

「水防災意識社会」の
再構築に役立つ広報
や資料を作成・配布

H28年
度
から
実施

「水防災意識社会」の
再構築に役立つ広報
や資料を作成・配布

H28年
度
から
実施

・洪水時の情報収集や
避難の判断基準等を
一般住民に理解しても
らえる家庭向けのチラ
シを作成し、ホーム
ページで公表
・チラシを市町村や県
地域整備部へ配布

引き
続き
実施

「水防災意識社会」の
再構築に役立つ広報
や資料を作成・配布

新潟
県か
らの
情報
提供
後に
検討

「水防災意識社会」の
再構築に役立つ広報
や資料を作成・配布

H29年
度か
ら検
討

「水防災意識社会」の
再構築に役立つ広報
や資料を作成・配布

H29年
度か
ら検
討

「水防災意識社会」の
再構築に役立つ広報
や資料を作成・配布

H29年
度か
ら検
討

H28年度からまるごとま
ちごとハザードマップを
設置。（R3年度は1自
治会に設置予定。）
R1年度からは、電柱へ
の洪水ハザードマーク
の取付けを実施。

関係機関との連携・
効果的な対応の検
討

④まるごとま
ちごとハザー
ドマップを整
備

D,F
I

順次実
施

洪水ハザードマップ
の検討・整備支援

【H29.3】阿賀野市下里
地区にハザードマップ
整備。
【H30.3】法柳、深堀、
京ヶ島及び下里の4自
治会で設置
【R1.6、R1.7】窪川原、
粕島の2自治会で設置
【R2.8、R2.11】小浮新
田、新保、久保、嘉瀬
島の４自治会で設置
【R3年度】小口・大関地
区、小松地区にて設置
検討中

引き
続き
実施

引き
続き
実施

【R3.1末現在】
・H28年度から継続的
にクリアファイル「洪水
から命を守る」をほぼ
配布済（新発田・新潟・
新津・津川）
・洪水時の避難に役立
つ情報をまとめた地域
版洪水対応ポケット
ブックを作成（新津）
・出前講座・ダムへの
見学者・R3年度阿賀野
川・早出川総合水防演
習時等で配布する「阿
賀野川水系早出川洪
水浸水想定区域図」や
河川に関する情報につ
いてを記載したクリア
ファイルをR2.2月に作
成（新津）

済

引き
続き
実施

・河川管理者が作成
した水防災に関する
パンフレットを危機
管理防災局及び区役
所の窓口に設置し、
市民へ配布。

引き
続き
実施⑤効果的な

「水防災意識
社会」の再構
築に役立つ
広報や資料
（浸水実績含
む）を作成・
配布

H
順次実

施

「水防災意識社会」
の再構築に役立つ
広報や資料を作成・
配布

水防災に関するパンフ
レットを作成、記者発
表、ＨＰでの公表、市役
所等へ配布（一般配布
用）を実施

引き
続き
実施

引き
続き
実施

検討中 引き
続き
検討

【H29.6】早出川洪水浸
水想定区域図（L2）公
表（新津）
【H30.6】常浪川洪水浸
水想定区域図（L2）公
表（津川）
【R1.7】安野川洪水浸
水想定区域図（L2）公
表（新発田）
【R1.11.15】新谷川・姥
堂川洪水浸水想定区
域図（L2）公表（津川）
【R4.3末現在】
・新井郷川水系で洪水
浸水想定区域図(L2)を
R4に作成予定

済

済

済

済

引き
続き
実施・
検討

振興局作成の水防に
関するパンフレットを窓
口へ設置。

引き
続き
検討

パンフレットを窓口に設
置。

引き
続き
実施

随時広報紙及び市主
催のイベント等におい
て防災啓発を実施。

引き
続き
実施

水防に関するパンフ
レットを窓口へ設置。

引き
続き
検討

【R04.01現在】
水防災に関する防災
気象情報の資料を作
成し、出前講座等で使
用
・大雨に対する備えを
記したパンフレットを発
行し、必要に応じて配
布実施
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※上段：平成28年6月 取組方針策定時の実施内容と時期　　　下段：令和3年1月段階の取組状況（進捗）　令和4年1月段階の取組状況（進捗）　※随時更新する。
（様式1-取組一覧）　取組状況確認様式 ※「課題の対応（A～W）」は減災対策についての現状の課題であり、各取組がどの課題(詳細は「阿賀野川流域の減災に係る取組方針H28.6.4」参照)に対応したものかを指す。

項
目

事
項

カテゴリ
課題
の

対応

目標
時期

内容 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期

新発田市 東北電力株式会社新潟地方気象台 新潟県 新潟市 阿賀野市 五泉市 阿賀町
減災のための取組方針

（概ね５年間）
北陸地整

・住民の防災意識を高
めるための研修を実施

引き
続き
実施

・自主防災のあり方、
役割の（再）啓発を実
施

・自主防災のあり方、
役割の（再）啓発を実
施

H28年
度か
ら順
次
実施

・自主防災のあり方、
役割の（再）啓発を実
施

H28年
度か
ら順
次実
施・自主防災組織や住民

向けに、出前講座や勉
強会を実施。（啓発ＤＶ
Ｄや豪雨・台風動画の
視聴、マイ・タイムライ
ンの作成、職員による
講演など）

引き
続き
実施

住民の防災意識・地域
の防災力を向上させる
ため、防災塾（講座・訓
練）を実施。

引き
続き
実施

・自主防災組織設立
後、資器材整備や活動
等に対し補助金を支
給。
・各所で出前講座を実
施。
・市より希望する団体
へ啓発DVDや資料等
の貸し出しや配布を
行った。

引き
続き
実施

自主防災組織の設立、
防災訓練の呼びかけ、
実施による地域防災力
の向上を図った。

引続
き実
施

自主防災組織設立後、
資器材整備や活動等
に対し補助金を支給。

自主防災組織や住民
へ向け出前講座の実
施。

自主防災組織の活動
を支援（費用助成・市
水嶼訓練の設置）

引き
続き
実施

・実際の災害時に機能
するよう実践的な研
修・訓練の実施

H28年
度か
ら順
次
実施

・実際の災害時に機能
するよう実践的な研
修・訓練の実施

H28年
度か
ら順
次
実施

・実際の災害時に機能
するよう実践的な研
修・訓練の実施

H28年
度か
ら順
次実
施

自主防災組織の活動
を支援（費用助成・市
水嶼訓練の設置）

引き
続き
実施

防災塾として訓練を実
施。

引き
続き
実施

検討中 引き
続き
検討

内水対応地区での現
地確認及び樋門操作、
情報伝達等の水防訓
練を検討。

引続
き検
討

各自主防災組織にて
防災訓練等の実施

引き
続き
実施

・自主防災組織の結成
率の向上を図る。

引き
続き
実施

・自主防災組織の要と
なる防災士の養成

H28年
度か
ら順
次
実施

・自主防災組織率が低
いため、引続き設立の
支援を行う。

H28年
度か
ら順
次
実施

・自主防災組織や消防
団など住民向けに出前
講座や勉強会を実施。
・新規結成助成や防災
訓練を実施した際の助
成金の整備を実施。
・防災士資格取得費用
の助成

引き
続き
実施

【R3.11.21】新潟県と共
催で自主防災シンポジ
ウムを実施。

引き
続き
実施

・引き続き支援を行う。
・新潟県と共催で、町
内会関係者等を対象と
した自主防災シンポジ
ウムをR2.1.25に実施。

引き
続き
実施

未組織自治会へのア
ンケート文書の送付。
設置までの具体的な方
法についての指導等。

検討を行う。 順次
検討

出前講座にて土砂災
害警戒区域の指定さ
れている地域には、危
険性を伝え、マイ・タイ
ムラインの作成を推奨
している。

・防災教育等の場を活
用し、想定最大の洪水
浸水想定区域図の説
明

防災士を対象に、防災
知識や技術を習得する
ためのスキルアップ研
修会を実施する。

引き
続き
実施

・防災士スキルアップ
研修会を実施
・女性防災リーダー育
成講座を実施

引き
続き
実施

・地域防災力向上等を
目的とした五泉市防災
リーダー養成講座を実
施

市防災協会で防災リー
ダー育成の研修や訓
練を実施。

浸水想定区域図などを
活用し、リスク情報を
周知

重要水防箇所等の合
同点検時に合流部の
内水被害発生箇所を
確認し状況把握と情報
共有を実施。

実践的な研修・訓練
の実施

自主防災組織の設
立支援・防災士の養
成

⑦土砂災害
に関する行
動計画策定
の支援

⑥住民の防
災意識を高
め、地域の
防災力の向
上を図るた
めの自主防
災組織の充
実

K
順次実

施

自主防災のあり方・
役割の（再）啓発

⑧地域防災
力の向上の
ための人材
育成

K

⑨本川と支
川の合流部
等の対策（リ
スク情報の
共有）

H,I

参－１－13



※上段：平成28年6月 取組方針策定時の実施内容と時期　　　下段：令和3年1月段階の取組状況（進捗）　令和4年1月段階の取組状況（進捗）　※随時更新する。
（様式1-取組一覧）　取組状況確認様式 ※「課題の対応（A～W）」は減災対策についての現状の課題であり、各取組がどの課題(詳細は「阿賀野川流域の減災に係る取組方針H28.6.4」参照)に対応したものかを指す。

項
目

事
項

カテゴリ
課題
の

対応

目標
時期

内容 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期

新発田市 東北電力株式会社新潟地方気象台 新潟県 新潟市 阿賀野市 五泉市 阿賀町
減災のための取組方針

（概ね５年間）
北陸地整

要請に応じて、気象部
門の訓練支援を実施

適宜
実施

【R04.01現在】
R03年度支援要請実績
はないが要請に応じ
て、適宜支援を実施。

引き
続き
実施

避難情報を活用し、自
治会単位の防災訓練
を実施。

引き
続き
実施

・国・県・市等の共催に
より実施した阿賀野
川・早出川総合水防演
習で住民参加型の避
難訓練を実施。

検討中。 Lアラート、エリアメー
ル等を用いた総合防災
訓練を実施【10月3日】

要請に応じて、気象部
門の訓練支援を実施

適宜
実施

【R04.01現在】
R03年度支援要請実績
はないが要請に応じ
て、適宜支援を実施。

引き
続き
実施

検討中。 引き
続き
実施

検討中。

要請に応じて、気象部
門の訓練支援を実施

適宜
実施

【R04.01現在】
R03年度支援要請実績
はないが要請に応じ
て、適宜支援を実施。

引き
続き
実施

検討中。 引き
続き
実施

検討中。

要請に応じて、気象部
門の訓練支援を実施

適宜
実施

【R04.01現在】
R03年度支援要請実績
はないが要請に応じ
て、適宜支援を実施。

引き
続き
実施

検討中。 引き
続き
実施

検討中。

要請に応じて、気象部
門の訓練支援を実施

適宜
実施

【R04.01現在】
R03年度支援要請実績
はないが要請に応じ
て、適宜支援を実施。

引き
続き
実施

自治会単位の防災訓
練において、避難所へ
の避難訓練を実施

引き
続き
実施

自治会単位の防災訓
練において、避難場所
への避難訓練を実施。

引き
続き
実施

・国・県・市等の共催に
より実施した阿賀野
川・早出川総合水防演
習で住民参加型の避
難訓練を実施。

検討中。 地域住民が参加した避
難場所への避難訓練
実施【10月3日】

⑩関係機関
が連携して、
自治体の避
難情報、河
川やダム等
の防災情報
等を活用した
住民参加型
の避難訓練
や、避難場
所への避難
訓練の実施

引き続き
実施

自治体の避難情報
を活用した住民参加
型の避難訓練

河川の防災情報を
活用した住民参加型
の避難訓練

ダムの防災情報を活
用した住民参加型の
避難訓練

その他の防災情報
を活用した住民参加
型の避難訓練

避難場所への避難
訓練
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※上段：平成28年6月 取組方針策定時の実施内容と時期　　　下段：令和3年1月段階の取組状況（進捗）　令和4年1月段階の取組状況（進捗）　※随時更新する。
（様式1-取組一覧）　取組状況確認様式 ※「課題の対応（A～W）」は減災対策についての現状の課題であり、各取組がどの課題(詳細は「阿賀野川流域の減災に係る取組方針H28.6.4」参照)に対応したものかを指す。

項
目

事
項

カテゴリ
課題
の

対応

目標
時期

内容 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期

新発田市 東北電力株式会社新潟地方気象台 新潟県 新潟市 阿賀野市 五泉市 阿賀町
減災のための取組方針

（概ね５年間）
北陸地整

２．ソフト対策の主な取組　②氾濫被害の軽減や避難時間確保のための水防や流域対策の取組
■水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する取組

・水防連絡会にて連絡
体制の確認を行う。

引き
続き
毎年
実施

・出水時における連絡
体制の確認

引き
続き
毎年
実施

・水防連絡会にて連絡
体制の確認を行う。

引き
続き
毎年
実施

・河川管理者と市、消
防本部、水防団の連絡
体制を確認する。

引き
続き
毎年
実施

・水防連絡会で連絡体
制を確認する。

引き
続き
毎年
実施

・水防連絡会で連絡体
制を確認する。
・水防団への連絡網を
確認する。

引き
続き
毎年
実施

・出水期間前の「阿賀
野川洪水対策連絡協
議会」開催による連絡
体制の確認

引き
続き
毎年
実施

【R3.3.17】水防連絡会
にて確認

引き
続き
毎年
実施

【R3.3.17】
水防連絡会にて確認
（新発田・新潟・新津・
津川）

引き
続き
毎年
実施

・阿賀野川水防連絡
会にて連絡体制を確
認

引き
続き
毎年
実施

水防連絡会で確認。 引き
続き
実施

水防連絡会にて確認 引き
続き
毎年
実施

水防連絡会にて確認 引き
続き
毎年
実施

水防連絡会にて確認 引き
続き
毎年
実施

「阿賀野川洪水対策連
絡協議会」にて連絡体
制を確認【R3.6 書面開
催】

引き
続き
毎年
実施

県・市・町と共同で情報
伝達訓練を実施する。

引き
続き
毎年
実施

・情報伝達訓練への支
援

引き
続き
毎年
実施

・情報伝達訓練の実施 引き
続き
毎年
実施

河川管理者が行う情報
伝達訓練に参加する

引き
続き
毎年
実施

河川管理者が行う情報
伝達訓練に参加する。

引き
続き
毎年
実施

・河川管理者が行う情
報伝達訓練に参加す
る。
・水防訓練、防災訓練
を通じて、情報伝達訓
練を検討する

引き
続き
毎年
実施

河川管理者が行う情報
伝達訓練に参加する

引き
続き
毎年
実施

・河川管理者が実施す
る実践的な訓練に参加
・全国ダム管理演習を
通じての情報伝達訓練
の実施

引き
続き
毎年
実施

【R3.4.20】洪水対応演
習を実施

引き
続き
毎年
実施

【R03.4.20】
洪水対応演習を実施

引き
続き
毎年
実施

【R3.4.20】
洪水対応演習を実施
(新発田・新潟・新津・
津川）

引き
続き
毎年
実施

・河川管理者が行う情
報伝達訓練に参加

引き
続き
毎年
実施

【R3.4.20】洪水対応演
習に参加。

引き
続き
実施

・関係機関が連携した
洪水対応演習に参加。

引き
続き
実施

情報伝達訓練に参加 引き
続き
実施

河川管理者が行う情報
伝達訓練に参加【4月
20日】

引き
続き
毎年
実施

「全国ダム管理演習(情
報伝達訓練)」に参加
【R3.4】

引き
続き
毎年
実施

・重要水防箇所等の合
同巡視を実施

引き
続き
毎年
実施

・出水期前に市町村や
水防団等と重要水防
箇所の合同巡視を実
施

引き
続き
毎年
実施

・河川管理者と水防関
係機関で重要水防箇
所等の合同巡視を実
施する。

引き
続き
毎年
実施

・河川管理者と水防関
係機関で重要水防箇
所等の合同巡視を実
施する。

引き
続き
毎年
実施

・河川管理者と水防関
係機関で重要水防箇
所等の合同巡視を実
施する。

引き
続き
毎年
実施

・河川管理者と水防関
係機関で重要水防箇
所等の合同巡視を実
施する。

引き
続き
毎年
実施

・重要水防個所の点
検・巡視への参加

引き
続き
毎年
実施

新型コロナウイルス拡
大防止のため規模を
縮小して、自治体関係
機関と共同で重要水防
箇所等の点検を行っ
た。
【R3.6.20】

引き
続き
毎年
実施

【R3.6.22】
・阿賀野川河川事務
所、沿川市町、東北電
力と合同で重要水防箇
所、および各機関管理
の水防倉庫の備蓄資
材等の確認を実施（新
発田・新潟・新津・津
川）

引き
続き
毎年
実施

・河川管理者と実施
した阿賀野川重要水
防箇所の合同巡視に
参加

引き
続き
毎年
実施

【R3.6.22】河川管理者
主催の阿賀野川重要
水防箇所等巡視に参
加。

引き
続き
実施

・河川管理者が主催す
る重要水防箇所等の
共同点検に参加。
・河川管理者と自治体
で重要水防箇所の共
同点検を実施。

引き
続き
実施

河川管理者が主催す
る重要水防箇所の合
同巡視に参加

引き
続き
実施

新発田地域振興局地
域整備部と重要水防
箇所合同巡視を実施。
【5月20日】

引き
続き
実施

阿賀野川重要水防箇
所等の巡視に参加【満
願寺管内 R1.5.15　2
名】　　※R3年度コロナ
感染拡大防止のため
欠席

引き
続き
毎年
実施

検討中。 引き
続き
実施

・出水期前に水防団を
集めて連絡体制等の
確認を実施。

無線、消防団メールを
活用した連絡体制の強
化

・水防管理団体が行う
訓練への参加
・水防工法講習会の支
援等を行う。

引き
続き
毎年
実施

・関係機関等の要請に
より、訓練への支援

引き
続き
実施

・水防管理団体が行う
訓練への参加
・水防工法講習会の支
援等を行う。

引き
続き
毎年
実施

・毎年、出水期前に水
防訓練を実施
・毎年行っている水防
訓練の内容を見直し、
実働水防訓練を実施

引き
続き
毎年
実施

・毎年、出水期前に水
防訓練を実施
・毎年行っている水防
訓練の内容を見直し、
実働水防訓練を実施

引き
続き
毎年
実施

・毎年、出水期前に水
防訓練を実施
・水防訓練、防災訓練
の内容を検討する。

引き
続き
毎年
実施

・毎年、出水期前に水
防訓練を実施
・毎年行っている水防
訓練の内容を見直し、
実働水防訓練を検討
する。

引き
続き
毎年
実施

①水防団等
への連絡体
制の確認と
首長も参加し
た実践的な
情報伝達訓
練の実施

N
引き続き
毎年実

施

出水時連絡体制の
確認

情報伝達訓練の実
施・参加・支援

②自治体関
係機関や水
防団が参加
した洪水に
対するリスク
の高い箇所
の合同巡視
の実施

L,M
N

引き続き
毎年実

施

重要水防箇所の合
同巡視

③水防団間
での連携、協
力に関する
検討、調整

O,Q
引き続き

検討

水防団間での連携、
協力に関する検討、
調整

・国・県・市等の共催に
より、阿賀野川・早出
川総合水防演習を実
施。

引き
続き
毎年
実施

【R04.01現在】
要請に応じ適宜支援

引き
続き
実施

【R4.3末現在】
・流域市町の開催する水
防訓練に例年参加する
・R3年度阿賀野川・早出
川総合水防演習に参
加。（河管課・新発田・新
潟・新津。・津川）

④毎年、関
係機関が連
携した水防
実働訓練等
を実施

P,Q
引き続き
毎年実

施

出水期前の水防訓
練の実施・参加・支
援

【H30.8.27】古川樋門で
新潟県、阿賀野市と共
同で災害対策車両の
訓練を実施。
各自治体の水防訓練
に参加。
【R1.5.9】太田川排水機
場で排水ポンプ車の実
働訓練を実施
【R2.5.13】太田川排水
機場で阿賀野川災害
対策車等訓練を実施

引き
続き
実施

阿賀野川・早出川総合
水防演習に参加。

引き
続き
毎年
実施

加治川水防工法演習
に参加【R3コロナ禍に
より中止】

引き
続き
実施

引き
続き
毎年
実施

阿賀野川・早出川総
合水防演習に参加

引き
続き
毎年
実施

【R3.5.30】阿賀野川・早
出川総合水防演習に
参加。

引き
続き
実施
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※上段：平成28年6月 取組方針策定時の実施内容と時期　　　下段：令和3年1月段階の取組状況（進捗）　令和4年1月段階の取組状況（進捗）　※随時更新する。
（様式1-取組一覧）　取組状況確認様式 ※「課題の対応（A～W）」は減災対策についての現状の課題であり、各取組がどの課題(詳細は「阿賀野川流域の減災に係る取組方針H28.6.4」参照)に対応したものかを指す。

項
目

事
項

カテゴリ
課題
の

対応

目標
時期

内容 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期

新発田市 東北電力株式会社新潟地方気象台 新潟県 新潟市 阿賀野市 五泉市 阿賀町
減災のための取組方針

（概ね５年間）
北陸地整

・水防活動の担い手と
なる消防団員の募集を
促進する。

引き
続き
毎年
実施

・広報誌やホームペー
ジで水防協力団体を募
るページを作成し、募
集を実施

H28年
度
から
実施

・広報誌やホームペー
ジで水防協力団体を募
るページを作成し、募
集を実施

・市内参加企業による
団員の優遇措置

引続
き毎
年実
施

引き
続き
実施

・広報誌やホームペー
ジで水防協力団体を募
るページを作成し、募
集を実施

引き
続き
毎年
実施

・各種イベント等あらゆ
る機会をとらえ、消防
団員の入団促進活動
を実施。

引き
続き
実施

消防団作成の会報に
団員募集の記事を掲
載。
市ホームページに消防
団・消防団協力事業所
募集のページを掲載。

引き
続き
実施

・広報・HP、地元消防
団を通じ募集中。

引き
続き
実施

広報、ポスター、町
ホームページで消防団
員を募集した。

引き
続き
毎年
実施

ポスターの掲示などで
消防団を募集。

引き
続き
実施

・堤防が著しく低いJR
羽越本線橋梁右岸部
の水防に関して、毎
年、関係機関等等との
連絡体制の確認
・タイムライン作成に必
要な水位情報等の提
供

H28年
度か
ら実
施

・JR羽越本線橋梁右岸
部の水防活動手順・時
間を再確認し、タイムラ
インを整備する。

H28年
度か
ら実
施

JR・阿賀野市と現地で
連絡体制を確認【H30】
【R1.10】台風19号出水
時、水防対応
【R2.5.29】覚書締結

引き
続き
実施

河川管理者、市（危機
管理課・消防本部・消
防団）で現地確認を実
施。

引き
続き
実施

・水防技術講習会に参
加

引き
続き
実施

・水防技術講習会に参
加

引き
続き
実施

・水防技術講習会に
参加

引き
続き
実施

・水防技術講習会に参
加

引き
続き
実施

・水防技術講習会に参
加

引き
続き
実施

・水防技術講習会に参
加

引き
続き
実施

水防技術講習会に参
加

引き
続き
実施

【R3.1末現在】
・職員が3回（R2.10.27、
11.10、11.24）参加（津
川）

引き
続き
実施

・国土交通省主催水防
技術講習会に参加

引き
続き
実施

R3年度参加者なし。 引き
続き
実施

・R3年度は参加者な
し。

引き
続き
実施

不参加
今後参加を検討。

引き
続き
実施

検討中 引き
続き
実施

・復旧活動の拠点等配
置計画を検討

H28年
度か
ら検
討

・復旧活動の拠点等配
置計画を検討

H28年
度か
ら実
施

検討中【R3.4現在】 引き
続き
実施

【R3.1末現在】
検討中（河管課）

引き
続き
検討

⑥洪水に対
するリスクが
特に高いＪＲ
羽越本線橋
梁右岸部の
水防活動に
着目したタイ
ムラインの整
備

U H28年度
タイムラインの整備・
支援

⑤水防活動
の担い手と
なる水防協
力団体の募
集・指定を促
進

O,Q
引き続き

実施
水防団員の募集促
進

⑦国・県・自
治体職員等
を対象に、水
防技術講習
会を実施

P
引き続き

実施
水防技術講習会へ
の参加

⑧大規模災
害時の復旧
活動の拠点
等配置計画
の検討を実
施

R
H28年度
から検討

復旧活動の拠点等
配置計画の検討
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※上段：平成28年6月 取組方針策定時の実施内容と時期　　　下段：令和3年1月段階の取組状況（進捗）　令和4年1月段階の取組状況（進捗）　※随時更新する。
（様式1-取組一覧）　取組状況確認様式 ※「課題の対応（A～W）」は減災対策についての現状の課題であり、各取組がどの課題(詳細は「阿賀野川流域の減災に係る取組方針H28.6.4」参照)に対応したものかを指す。

項
目

事
項

カテゴリ
課題
の

対応

目標
時期

内容 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期

新発田市 東北電力株式会社新潟地方気象台 新潟県 新潟市 阿賀野市 五泉市 阿賀町
減災のための取組方針

（概ね５年間）
北陸地整

■流域対策に関する取組
浸水被害軽減地区の
指定に参考となる情報
の市町への提供

順次
実施

浸水被害軽減地区の
検討を実施

－

立地適正化計画策定
済（H29.3月）

H28年
度

防災指針の追加や居
住誘導区域の見直しを
含めた立地適正化計
画の改定の検討

R3年
度より
検討
着手

■要配慮者利用施設や大規模工場等の自衛水防の推進に関する取組
・要配慮者利用施設に
よる避難確保計画等の
作成を行おうとする際
の技術的な助言を行う

引き
続き
実施

・要配慮者利用施設に
よる避難確保計画等の
作成を行おうとする際
の技術的な助言を行う

引き
続き
実施

・要配慮者利用施設に
ついて、説明会の実施
やお知らせの送付など
により避難計画策定の
推進を行う。

H28年
度か
ら実
施

・想定最大規模での浸
水深により避難計画の
見直し整理

H28年
度か
ら順
次
実施

・要配慮者施設におけ
る避難計画策定の推
進を行う。

H28年
度か
ら実
施

・要配慮者利用施設に
おける計画策定の推
進を行う。

H28年
度か
ら実
施

引き
続き
推進

　提出件数1,157件　対
象施設1,291件
【R4年1月末】

【R4.1現在】38/45施設
作成済み

・【R4.3現在】44/55施
設作成済み

【R4.1現在】1/16施設
作成済み。

対象施設68施設中68
施設が策定済み
※県立高校等を新たに
地域防災計画上に追
加

要配慮者施設において
策定している避難計画
の対象災害の中に水
害も位置づけ、避難訓
練等を支援

H28年
度
から
順次
実施

避難確保計画を策定し
た施設に対して、避難
訓練の支援を検討。

引き
続き
実施

・大規模工場等への浸
水リスクの説明や水害
対策など技術的な助言
を行う

引き
続き
実施

・大規模工場へ浸水リ
スクの説明や水害対策
等の啓発活動を行う。

H28年
度か
ら実
施

・自治体、施設管理者
等からの要請に基づ
き、技術的な助言等を
実施。

引き
続き
実施

・平成29年度申請1件
・平成30年度申請0件
・令和１年度申請0件
・令和２年度申請0件

・引き
続き
実施

・協議会等において要
配慮者利用施設による
避難確保計画等の作
成状況を共有

①浸水被害
軽減地区の
指定のため
の情報提供
及び複数市
町村に影響
が想定され
る場合の共
有、連携

D,E
引き続き

実施

水被害軽減地区の
指定のための情報
提供及び複数市町
村に影響が想定され
る場合の共有

②立地適正
化計画の作
成

避難確保計画作成
状況

要配慮者利用施設
における避難訓練の
支援

引き
続き
実施

②大規模工
場等への浸
水リスクの説
明と水害対
策等の啓発
活動

I
H28年度
から実施

浸水リスクの説明・
水害対策等の啓発
活動

引き
続き
実施

・要配慮者利用施設に
対し必要な情報提供を
行い、避難確保計画策
定の呼びかけを実施。

引き
続き
実施

要配慮者利用施設に
対し周知を進め、未策
定施設へ作成を呼び
かけ。

【R3.1末現在】
・施設管理者に対して
水害時の避難に役立
つ情報提供（チラシ配
布）を行った（R2.10）
【R4.3末現在】
・施設管理者に対して
計画の作成を促す通
知を行った（R3.7.30）。
・市町村に対して、計
画の作成状況の調査
を実施し、関係機関と
共有した（計画策定済
み施設数：2,246/2,770
（81.1%）R3.9.30時点）
（河管課）
・県が主体となり施設
管理者向けの講習会
を開催した（加茂市、佐
渡市）（河管課）

引き
続き
実施

・要配慮者利用対象施
設へ避難確保計画策定
の依頼を実施【H30年6
月～】

・未提出の施設に対し
て、提出を促す。

要配慮者施設に対し、
避難確保計画の策定
を促進。
相談を受けた施設には
対応済み。
未提出施設に対し、提
出を促す。

引き
続き
実施

・要配慮者利用施設に
対し必要な情報提供を
行い、避難計画策定を
促す。

①要配慮者
利用施設に
よる避難確
保計画の作
成に向けた
支援を実施

K
H28年度
から順次

実施

避難計画策定の推
進

③早期復興
を支援する
事前の準備
（民間企業
BCP策定支
援）

I
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※上段：平成28年6月 取組方針策定時の実施内容と時期　　　下段：令和3年1月段階の取組状況（進捗）　令和4年1月段階の取組状況（進捗）　※随時更新する。
（様式1-取組一覧）　取組状況確認様式 ※「課題の対応（A～W）」は減災対策についての現状の課題であり、各取組がどの課題(詳細は「阿賀野川流域の減災に係る取組方針H28.6.4」参照)に対応したものかを指す。

項
目

事
項

カテゴリ
課題
の

対応

目標
時期

内容 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期

新発田市 東北電力株式会社新潟地方気象台 新潟県 新潟市 阿賀野市 五泉市 阿賀町
減災のための取組方針

（概ね５年間）
北陸地整

２．ソフト対策の主な取組　③一刻も早く社会・経済活動等を回復させるための排水活動や協働の取組
■救援・救助活動の効率化に関する取組

・広域支援拠点等の検
討支援

H28年
度
から
検討

・広域支援拠点等の検
討支援

H28年
度
から
実施

・広域支援拠点等の配
置等を検討

H29年
度か
ら検
討

・広域支援拠点等の配
置等を検討

H28年
度
から
検討

・広域支援拠点等の配
置等を検討

H28年
度
から
検討

検討を実施 引き
続き
実施

【R3.1末現在】
検討中（河管課）

引き
続き
検討

検討中。 引き
続き
検討

検討中 引き
続き
検討

検討中 引き
続き
実施

検討中 引き
続き
実施

■排水計画（案）の作成及び排水訓練の実施
・排水機場、樋門、排
水路等の情報を踏まえ
排水ポンプ車の適切な
配置計画などを検討

H28年
度か
ら検
討

引き
続き
毎年
実施

・排水施設等の情報を
確認・共有し、排水ポン
プの設置箇所の選定

H29年
度か
ら検
討

・排水施設等の情報を
確認・共有し、排水ポン
プの設置箇所の選定

H29年
度か
ら検
討

・排水施設等の情報を
確認・共有し、排水ポン
プの設置箇所の選定

H29年
度か
ら検
討

・排水ポンプの設置箇
所の選定

H28年
度か
ら検
討

L1・R1ブロックの排水
計画(案)の検討を実施
手引きに基づき、L1.R1
ブロック見直し中。
R2.R3ブロックの検討を
実施中【R3.1現在】

引き
続き
実施

引き
続き
実施

検討中 引き
続き
検討

H30年度に、国が古川
樋門に堤防乗り越し管
を、県と市が排水ポン
プ格納施設を設置。

済 検討中 引き
続き
検討

内水排除の必要な樋
門を選定し排水ポンプ
設置応援業者の選定
と大型排水ポンプ車等
の配備を検討。

引き
続き
実施

・毎年、出水期前に県・
市・町と連携して連絡
体制の整備を行い、情
報共有を図る。

引き
続き
毎年
実施

・連絡体制の確認 引き
続き
毎年
実施

・排水ポンプ車出動要
請の連絡体制の確認
を行う。

引き
続き
毎年
実施

・河川管理者と連携を
図り、連絡体制の整備
を行い毎年確認する。

引き
続き
毎年
実施

・河川管理者と連携を
図り、連絡体制の整備
を行い毎年確認する。

引き
続き
毎年
実施

・河川管理者と連携を
図り、連絡体制の整備
を行い毎年確認する。

引き
続き
毎年
実施

【H30.8.27】古川樋門で
新潟県、阿賀野市と共
同で災害対策車両の
訓練を実施。
【R1.5.9】太田川排水機
場で排水ポンプ車の実
働訓練を実施
【R2.5.13】太田川排水
機場で阿賀野川災害
対策車等訓練を実施

引き
続き
毎年
実施

排水ポンプ出動要請時
の連絡体制を確認。

引き
続き
毎年
実施

・実践的な操作訓練や
排水計画に基づく排水
訓練の検討及び実施

H28年
度か
ら実
施

・排水ポンプ車の実働
訓練の実施

引き
続き
毎年
実施

・水防訓練と合同で実
施
・河川管理者が行う定
期的な操作訓練に参
加を検討

H29年
度か
ら実
施

・水防訓練と合同で実
施を検討
・河川管理者が行う定
期的な操作訓練に参
加

H28年
度
から
実施

・水防訓練と合同で実
施を検討
・河川管理者が行う定
期的な操作訓練に参
加

H29年
度
から
実施

・水防訓練と合同で実
施を検討
・河川管理者が行う定
期的な操作訓練に参
加

引き
続き
毎年
実施

【H30.8.27】古川樋門で
新潟県、阿賀野市と共
同で災害対策車両の
訓練を実施。
【R1.5.9】太田川排水機
場で排水ポンプ車の実
働訓練を実施
【R2.5.13】太田川排水
機場で阿賀野川災害
対策車等訓練を実施

引き
続き
毎年
実施

【R3.5.30】
・阿賀野川早出川総合
水防演習で排水ポンプ
車の実働訓練に参加。

引き
続き
実施

河川管理者が行う操作
訓練に参加する予定

引き
続き
毎年
実施

【R3.5.30】阿賀野川・早
出川総合水防演習に
参加。

引き
続き
実施

・阿賀野川・早出川総
合水防演習で参加

引き
続き
毎年
実施

河川管理者が行う操作
訓練に参加する予定。

引き
続き
実施

・運転調整基準及び方
法の検討

・検討中 引き
続き
検討

運転調整基準及び方法
を検討

引き
続き
検討

検討中。 引き
続き
実施

－

①大規模災
害時の救援・
救助活動等
支援のため
の拠点等配
置計画の検
討を実施

E,S
H28年度
から検討

広域支援拠点等の
検討・支援

①大規模水
害を想定した
阿賀野川排
水計画（案）
の検討を実
施

S,T
H28年度
から検討

排水計画の検討

②排水ポン
プ車の出動
要請の連絡
体制等を整
備

T
引き続き
毎年実

施

出水時連絡体制の
確認・整備

④内水排水
ポンプの運
転調整の検
討

T,U,
V

引き続き
検討

内水排水ポンプの運
転調整基準及び方
法の検討

③関係機関
が連携した
排水実働訓
練の実施

U
順次実

施

排水実働訓練・水防
管理団体が行う水防
訓練への参加

・洪水対応演習にて排水
ポンプ車出動要請の連
絡体制の確認を行った。
　

引き続
き毎年
実施

排水ポンプ出動要請時
の連絡体制を確認。

引き
続き
実施

・排水ポンプ車出動要
請時の連絡体制を確
認。

引き
続き
毎年
実施

【R4.3末現在】
・整備局へR3.6.14に連絡
体制の確認及び実働訓
練の協力依頼（河管課）
・阿賀野川河川事務所、
阿賀町職員と合同で重
要箇所、要請時の排水
ポンプ車の配置箇所確
認（津川）

引き
続き
毎年
実施・
参加
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※上段：平成28年6月 取組方針策定時の実施内容と時期　　　下段：令和3年1月段階の取組状況（進捗）　令和4年1月段階の取組状況（進捗）　※随時更新する。
（様式1-取組一覧）　取組状況確認様式 ※「課題の対応（A～W）」は減災対策についての現状の課題であり、各取組がどの課題(詳細は「阿賀野川流域の減災に係る取組方針H28.6.4」参照)に対応したものかを指す。

項
目

事
項

カテゴリ
課題
の

対応

目標
時期

内容 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期 取組状況 時期

新発田市 東北電力株式会社新潟地方気象台 新潟県 新潟市 阿賀野市 五泉市 阿賀町
減災のための取組方針

（概ね５年間）
北陸地整

■水防団等による避難時の声かけ等の取組

地域へのハザードマッ
プに関する勉強会を開
催する予定

区長を対象としたハ
ザードマップに関する
勉強会を開催。

協議会の情報を関係
機関に情報提供する。

■水害からの高齢者の避難行動の理解促進に向けた取組

・市町村の高齢者福祉
部局へも防災部局を通
じ、協議会の参加をお
願いしている。
・調整が必要。

高齢者福祉部局へ本
協議会に関する情報
提供を行うとともに、協
議会への関わり方を検
討中。

引き
続き
検討

必要に応じて高齢福祉
部局と情報共有。

引き
続き
実施

高齢福祉課と協議会
の情報を共有する。

引き
続き
実施

福祉部局へ当協議会
関にする情報を提供す
る。

福祉部局へ当協議会
に関する情報を提供す
る。

市内の地域包括支援セ
ンターにハザードマップ
の掲示について依頼を
し、全29か所に設置済
み。

地域包括支援センター
が入る市役所庁舎に
ハザードマップを掲示
（出水期期間中）。

引き
続き
実施

地域包括支援センター
にハザードマップを設
置予定

地域包括支援センター
に従前の洪水ハザード
マップを掲示してもらう
よう依頼する。

福祉部局を通じ、地域
包括支援センターへ情
報提供を行い、高齢者
の意識啓発を行う。

③－2要請を受け、説
明を実施【R1.6】
③－3要請により協力
を積極的に行っていく

③-1：情報共有の方法を
検討する
③-2：要配慮者避難確保
計画の作成を依頼する
にあたり、各施設にハ
ザードマップのデータを
提供し。情報の共有を
図った。
③-3：実施可能な取り組
みについて検討を行う。
③-4：実施可能な取り組
みについて検討を行う。

引き
続き
検討

R1.6.18にケアマネ
ジャーや介護事業所職
員等を対象に、洪水の
危険性やハザードマッ
プ等に関する説明会を
実施。

引き
続き
実施

③-2：ケアマネー
ジャーの研修会におい
て、当該地域に係るハ
ザードマップ等を説明
予定

③-4：地域包括支援セ
ンターへ洪水ハザード
マップを提供及び情報
共有を実施。

福祉部局を通じ、地域
包括センター、ケアマ
ネジャーへ情報提供。

②地域包括
支援センター
にハザード
マップの掲示
や避難訓練
のお知らせ
等の防災関
連のパンフ
レット等を設
置

③協議会毎
に地域包括
支援セン
ター・ケアマ
ネジャーと連
携した水害
からの高齢
者の避難行
動の理解促
進に向けた
取組の実施
およびその
状況を共有

③-1 大規模氾濫減
災協議会において、
地域包括支援セン
ター・ケアマネジャー
等の日常業務にお
ける防災に関する取
組事例を共有する
③-2 ケアマネジャー
の職能団体の災害
対応研修の場等を
活用し、ケアマネ
ジャーへハザード
マップ等を説明する
③-3 大規模氾濫減
災協議会の構成員
による地域包括支援
センターの住民向け
講座等の機会を活
用した最新の防災・
減災施策の説明や
高齢者自身の災害・
避難カードの作成に
対する協力を行う
③-4 その他、地域
包括支援センター・
ケアマネジャーと連
携した取組

①協議会等
の場を活用
して、自主防
災組織、福
祉関係者、
水防団、水
防協力団体
等による避
難時の声か
けや避難誘
導を含む訓
練及び出水
時における
実際の事例
の情報を共
有

①市町村の
防災部局だ
けでなく高齢
者福祉部局
についても、
協議会等へ
の参加や防
災部局から
当該協議会
等に関する
情報提供を
受けるなどに
より情報共有
を実施
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第８回　阿賀野川大規模氾濫に関する減災対策協議会
第３回　阿賀野川水系(阿賀野川)流域治水会議

参考資料－2
流域治水プロジェクトにおける各機関の取組状況について



＜１＞ 令和４年３月現在

区分

・ 堤防整備、ダム建設・再生等の加速化
・ 「粘り強い堤防」を目指した堤防強化

・ 都市浸水対策の強化 （下水道浸水被害軽減総合事業の拡充等）

・ 砂防関係施設の整備
・ 地すべり対策

・ 気候変動等を踏まえた海岸保全対策の推進

・ 利水ダム等による事前放流の更なる推進 （協議会の創設等）

・ 流域の関係者による雨水貯留浸透対策の強化（貯留機能保全区域の創設、雨水貯留浸透施設整備の支援制度の充実）
・ 水田の貯留機能の向上
・ 森林整備、治山対策 ＜凡　　例＞
・ 雨水貯留浸透施設の整備　（民間企業等による整備、未活用の国有地の活用） 整備・調整期間

実施・運用期間
該当番号 短期 中期 長期

① 支川合流点処理

① 横断工作物改築

① 堤防強化（水衝部対策）

① 堤防強化（浸透対策）

① 河道掘削、堤防整備

⑤ 利水ダムの洪水調節機能強化（阿賀野川水系治水協定R2.5.29締結）

砂防 ③ 実川・馬取川流域

地すべり対策 ③ 滝坂地すべり対策事業

⑤ 利水ダムの洪水調節機能強化（阿賀野川水系治水協定R2.5.29締結）

⑥
○山地災害危険地区等における森林整備対策（国土強靭化5か年対策）
山地災害危険地区や重要なインフラ周辺等のうち特に緊要度の高いエリアや氾濫した河川上流域等において、森林の防
災・保水機能を発揮させる再造林や間伐等の森林整備を実施する。

⑥
○森林整備の実施
○林道整備の推進
○治山対策

⑥ 流域内の水源林造成事業地における森林整備

①

・支川は新井郷川、大通川（新潟）、福島潟（新発田・新潟）、駒林川（新発田）の工事を実施
・阿賀野川の工事を実施（津川）
・H30年度～令和2年度で防災・減災・国土強靱化関係予算（緊急対策）等による河床掘削工事・伐木業務委託等を実施（新
発田・新潟・新津・津川）
・R3年度は緊急浚渫推進事業債を活用した河床掘削工事・伐木業務委託等を実施（新発田。新潟、新津、津川）
・宅地嵩上げを河川整備計画に基づき、実施可能性を検討（津川）

①
・堤防天端の保護
・福島潟で一部実施済（新発田）
・阿賀野川（白崎、吉津工区）、中ノ沢川（岡沢工区）を実施済（津川）

⑤ 利水ダムの洪水調節機能強化（阿賀野川水系治水協定R2.5.29締結）

砂防 ③ 砂防関係施設の整備

⑥
水田の貯留機能の向上
地域の自発的な共同活動として行う流出抑制の「田んぼダム」の取組について、市町村と連携し普及啓発に取り組んでいる

①
・桑山川の工事を実施
・Ｈ２９年度～令和５年度（予定）で県営湛水防除事業による排水機場新設工事を実施

①
・安野川・大荒川の工事を実施
・Ｈ１０年度～令和８年度（予定）で県営湛水防除事業による河川拡幅工事を実施

①
・塚田川の工事を実施
・Ｈ２１年度～令和９年度（予定）で県営かんがい排水事業と併せ行う農地防災排水事業による河川拡幅工事を実施

⑥ 間伐等の森林整備の実施

⑥ 治山：荒廃森林の整備、渓間工、山腹工等の実施

⑥ ・雨水浸透ますの設置に助成金の交付。

⑥ ・雨水貯留タンクの設置に助成金の交付。

⑥ ・学校グラウンドに設置した貯留浸透施設について、適切な管理を実施。

⑥ ・概ね10年に1回発生する降雨（最大で約50㎜/hの計画降雨)に対し、雨水貯留施設の整備。

⑥ ・整備した田んぼダム(東区:66ha)について農地関係者と連携し、適切な管理を実施。

② ・概ね10年に1回発生する降雨（最大で約50㎜/hの計画降雨)に対し、雨水管、雨水ポンプ場の整備。

② ・防水板設置工事、住宅嵩上げ工事、駐車場嵩上げ工事に対し助成金の交付。

⑥
農家の協力による田んぼダムの取組みを支援。
※「新潟市農業構想」では、Ｒ４年度までに田んぼダムの面積を６，５００ｈａまで拡大することが目標。

⑥
農地、農業用施設の適正な保全管理による多面的機能（防災機能の向上）の発揮。
※「新潟市農業構想」では、Ｒ４年度までに多面的機能支払の取り組み率を９５％まで拡大することが目標。

② H30年度に、国が古川樋門に堤防乗り越し管を、県と市が排水ポンプ格納施設を設置

② 小松大沢川、海老漉樋門、古川樋門、安野川水門等の水門開閉調整を委託管理者が実施

都市整備
まちづくり

⑥ 都市計画法に基づく開発行為の許可時に、要件となる防災施設（雨水貯留・洪水調整施設等）を確認

下水道 ② ・内水対策として雨水路の整備及び維持管理を社会資本整備総合交付金にて実施中

都市整備
まちづくり

⑥ ・都市計画法に基づく開発行為の許可時に、要件となる防災施設（雨水貯留・洪水調整施設等）を確認。

土木・建築 ⑦ 阿賀野川圏域河川整備計画の早期完了を目指した要望活動の実施

下水道 ② 治水計画に伴う内水問題への注視

都市整備
まちづくり

⑥ ・都市計画法に基づく開発行為の許可時に、要件となる防災施設（雨水貯留・洪水調整施設等）を確認。

⑤ 利水ダムの洪水調節機能強化（阿賀野川水系治水協定R2.5.29締結）

区分

・ リスクが高い区域における立地抑制、 移転誘導（浸水被害防止区域の創設）
・ 高台まちづくりの推進 （線的・面的につながった高台・建物群の創出）
・ まちづくりと一体となった土砂災害対策の推進
・ 都市浸水対策の強化 （下水道浸水被害軽減総合事業の拡充等）

・ 開発の規制や居住の誘導に有効な 多段階な浸水リスク情報の充実
＜凡　　例＞

・ 二線堤の整備や自然堤防の保全 整備・調整期間
実施・運用期間

該当番号 短期 中期 長期

阿賀野市
都市整備
まちづくり

① 立地適正化計画策定中。

①
立地適正化計画の策定（Ｈ29.3）。基本的な考え方として、洪水浸水想定区域など災害発生の恐れのある区域は居住誘導
区域としないことを明記。

①
ただし、すでに市街化していて洪水浸水想定区域に含まれる区域においては、今後の浸水対策やソフト対策でリスク軽減が
図られるものとして居住誘導区域を設定している。

阿賀町 土木・建築 ④ 利水事業者に対する河積断面確保に向けた協力の要請

※本資料は、令和４年３月時点での各機関の取組み内容を集計したものであり、今後の調査、検討により変更となる場合がある。

北陸地方整備局
阿賀野川

河川事務所

③ 浸水範囲の限定・氾濫水の制御

④ その他

五泉市
都市整備
まちづくり

阿賀町

東北電力(株)

流域治水対策整理表 被害対象を軽減させるための対策

機関名 分野

分類 工程表

① 水災害ハザードエリアにおける 土地利用・住まい方の工夫

② まちづくりでの活用を視野にした 土地の水災害リスク情報の充実

五泉市

北陸農政局

関東森林管理局
下越森林管理署

新潟水源林整備事務所

新潟県

河川

農政（新潟）

農政（新発田）

治山・林業

新潟市

下水道

農林

阿賀野市

土木・建築

河川

阿賀野川水系（阿賀野川）流域治水プロジェクト 流域治水対策取組み一覧

流域治水対策整理表 氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

機関名 分野

分類 工程表

① 洪水氾濫対策 【短期】（おおむね３～５年）
氾濫被害が甚大となる低平地での重大災害を防ぐため、堤防整備や

河道掘削を実施。

【中期】（おおむね１０年）
扇頂部での流下能力解消、低平地での氾濫対策を図るため、横断工

作物の改築や河道掘削を実施。

【中長期】（おおむね３０年）
阿賀野川での堤防強化、山地部での治山対策・森林整備、低平地で
の河川事業を実施し、流域全体の安全度向上を図る。

② 内水氾濫対策

③ 土砂災害対策

④ 高潮・津波対策

⑤ 流水の貯留機能の拡大

⑥ 流域の雨水貯留機能の向上

⑦ その他
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＜２＞

区分

・ 水災害リスク情報空白地帯の解消

・ 土地等の購入に当たっての水災害リスク情報の提供

・ 洪水・高潮予測の高度化

・ ハザードマップやマイ・タイムライン等の策定

・ 学校及びスポーツ施設の浸水対策による 避難所機能の維持

・ 要配慮者利用施設の浸水対策　（医療機関、社会福祉施設等）

・ 工場や建築物の浸水対策、BCPの策定

・ 渡河部の橋梁や河川に隣接する道路構造物の 流失防止対策

・ 地下駅等の浸水対策、鉄道橋梁の流出等防止対策

・ 建築構造の工夫
＜凡　　例＞

・ 被災自治体に対する支援の充実 （権限代行の対象を拡大し、準用河川、 　災害で堆積した土砂の撤去を追加） 整備・調整期間
実施・運用期間

該当番号 短期 中期 長期

③
・危機管理型水位計１３基の設置済
・簡易型カメラ５基の設置済【R2年度運用開始、R3.3 新規1台追加設置】【R4.3 現在】

③
【H28.3】より川の防災情報システムのスマートフォン向け機能を追加し、運用開始。HPにて公表済み
Twitterを用いた情報提供を運用中【R4.3 現在】

③ 信濃川下流域との防災情報を一元化し、共有・閲覧できるシステム（プラットホーム）を構築。HPにて公表済み

③
プッシュ型の洪水予報等の情報発信として、国土交通省発信で携帯電話事業者提供の「緊急速報メール」サービスを平成29年5月
より開始

③ CCTVカメラの画像をHP上で公開済

③
・阿賀野川洪水浸水想定区域図の策定・公表、早出川洪水浸水想定区域図の策定・公表
・家屋倒壊等氾濫想定区域図を作成し自治体へ提供　【H28.5】HPにて公表済み

③
・想定最大規模降雨の阿賀野川氾濫シミュレーションの公表、想定最大規模降雨の早出川氾濫シミュレーションの公表
平成29年より公表。(浸水ナビ)

⑥
市町の要請により、出前講座・防災塾・説明会を実施
令和3年度　実施機関数：4回

⑥ 水防災に関するパンフレットを作成、記者発表、ＨＰでの公表、市役所等へ配布（一般配布用）を実施

⑥ JR羽越本線橋梁右岸部の水防活動について、河川管理者、市（危機管理課・消防本部・消防団）で現地確認を実施

⑥
・沿川市町、沿川自治会と共同で重要水防箇所等の点検を実施
・津川地区振興事務所、阿賀町職員と合同で重要箇所、要請時の排水ポンプ車の配置箇所確認
・阿賀野川災害対策車設置訓練を実施

⑥ ・関係機関と円滑かつ効果的な情報共有方法の構築

⑥

・「JETT」による自治体支援（災害時）
市町村等の防災対応の支援を強化すべく、大規模な災害が発生した（又は発生が予想される）場合に、市町村の災害対策本部等
へ気象台からＪＥＴＴ（JMA Emergency Task Team　気象庁防災対応支援チーム）として職員を派遣。現場のニーズや各機関の活動
状況を踏まえ、気象等のきめ細かな解説を行うことにより、各関係機関の防災対応を支援する。

⑥

・「あなたの町の予報官」による自治体支援（主に平時）
平時からの自治体支援のため気象台に、地域毎の担当チーム「あなたの町の予報官」を編成し、平時から気象台長による首長訪

問、支援チームによる担当者打合せを実施し、市町村の円滑な防災対応支援を実施、市町村等との「顔の見える関係」を構築、さら
に、災害時の対応の振り返り等を進め、平時・緊急時の業務にフィードバックし防災支援を充実する。

⑥ 国有林所在市町への年度初めの事業説明等情報共有の実施(H31まで実施、R2、R3未実施_※コロナ影響による。)

③

【R2.8末現在】
・危機管理型水位計を18河川18箇所に設置済（新発田9・新潟2・新津2・津川5）
・簡易型カメラを8河川14箇所に設置（新発田4・新潟1・新津1・津川8）
・柴倉川水系に新設の丸淵雨量局、合川水位局（阿賀町 常浪川）をR1.6月に設置済（津川）

③
新潟県河川防災情報システム
【H29.4】スマートフォン向け画面を公開（河管課）
【R1.6】河川防災情報システムの改良を実施（河管課）

③

【H29.3】隣県水位局の情報を新潟県河川防災情報システムで公開（河管課）
【R1.6】危機管理型水位計の水位情報を河川防災情報システムにて公開（河管課）
【R1.7】河川情報のプッシュ型配信サービスを開始（河管課）
【R2.8末現在】簡易型河川監視カメラの画像情報を河川防災情報システムにてR2.7公開（河管課）

③

【H29.6】早出川洪水浸水想定区域図（L2）公表（新津）
【H30.6】常浪川洪水浸水想定区域図（L2）公表（津川）
【R1.7】安野川洪水浸水想定区域図（L2）公表（新発田）
【R1.11】新谷川・姥堂川洪水浸水想定区域図（L2）公表（津川）
【R3.1末現在】
・新井郷川水系で洪水浸水想定区域図（L2）をR4に作成予定（新発田）

③
計画規模洪水・想定最大規模洪水に対する広域避難計画の検討・策定・支援・H27.11及びH28.6に広域避難検討地区の抽出や課
題・対応について意見交換会を実施（河管課）

⑥

【R4.3末現在】
・小学生を対象に河川・水害・ダム等の出前講座を実施。令和２年度　3校、令和３年度　3校実施。に出前講座を実施（新津）
・新発田市立加治川中学校（R1.12.17とR2.12.10）に洪水災害防災の出前講座を実施（新発田）
・阿賀町市立上川小学校（R1.9.5）、阿賀町立津川小学校（R1.9.24）、阿賀町立三川小学校（R1.9.30）に河川・水害・等の出前講座を
実施（津川）
・阿賀町立三川小学校・三川中学校(R3.11.10)に洪水防災教室の出前講座を実施（津川）

⑥

【R3.1末現在】
・消防学校職員へ水防災に関する講義を（R1年度　5.13・6.10・12.20・R2年度　12.4）実施（河管課）
・早出川ダムへの見学会時にダム・河川・災害等についての説明を小学生に実施

令和２年度　５校、令和３年度　１１校（新津）

⑥

【R3.1末現在】
・H28年度から継続的にクリアファイル「洪水から命を守る」をほぼ配布済（新発田・新潟・新津・津川）
・出前講座・ダムへの見学者・R3年度阿賀野川・早出川総合水防演習時等で配布する「阿賀野川水系早出川洪水浸水想定区域
図」や河川に関する情報についてを記載したクリアファイルをR2.2月に作成（新津）

③ 避難計画策定の推進・要配慮者利用施設向け啓発チラシを作成・配布

⑥
【R2.1末現在】
・阿賀野川河川事務所、阿賀町職員と合同で重要箇所、要請時の排水ポンプ車の配置箇所確認（津川）

⑥
【R２.5.13】五泉市で阿賀野川河川事務所、阿賀野市、阿賀町と排水ポンプ車の実動訓練に参加（新発田）
【R3.5.30】阿賀野川・早出川総合水防演習にて排水ポンプ車の実働訓練に参加（新発田、新潟、新津、津川）

③ 避難に資する情報の周知

③ ソフト対策のための整備

農政（新潟） ⑥ 小学校において、農業や生活を守るための排水機場の重要性や田んぼの多面的機能に関する出前講座等を継続して行っていく

※本資料は、令和３年３月時点での各機関の取組み内容を集計したものであり、今後の調査、検討により変更となる場合がある。

③ 避難体制等の強化

④ 経済被害の軽減

⑤ 関係者と連携した 早期復旧・復興の体制強化

⑥ その他

北陸地方整備局
阿賀野川

河川事務所
河川

気象庁
新潟気象台

関東森林管理局
下越森林管理署

新潟県

河川

砂防

阿賀野川水系（阿賀野川）流域治水プロジェクト 流域治水対策取組み一覧

流域治水対策整理表 被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

機関名 分野

分類 工程表

① 土地の水災害リスク情報の充実 【短期】（おおむね３～５年）
氾濫被害が甚大となる低平地での重大災害を防ぐため、堤防整備や
河道掘削を実施。

【中期】（おおむね１０年）
扇頂部での流下能力解消、低平地での氾濫対策を図るため、横断工
作物の改築や河道掘削を実施。

【中長期】（おおむね３０年）
阿賀野川での堤防強化、山地部での治山対策・森林整備、低平地で
の河川事業を実施し、流域全体の安全度向上を図る。

② あらゆる機会を活用した水災害リスク情報の提供
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区分

該当番号 短期 中期 長期

③
「にいがた防災アプリ」について、市民の利便性向上のため、同アプリの令和元年度末での廃止と新潟県の防災アプリへ移行を促
す情報を市HPに掲載し市民に周知。

③ 緊急告知FMラジオについて、市HP及び市報にいがた掲載し市民に周知

③ 津波用として設置してある同報無線について河川洪水用としても活用している

③
阿賀野川流域において、家屋倒壊等氾濫想定区域内にある避難所について、避難所を開設しないこととしている。（北区：１箇所
江南区2箇所　秋葉区1箇所　）

③ 新潟市総合ハザードマップ作成・全戸配布（Ｈ31年3月末）を行い、市民に周知

⑥ 新潟県防災教育プログラムに基づき全小中学校の各学年で、防災教育（洪水災害）を実施

⑥ 各校の特徴、地域特性に応じて新潟県防災教育プログラムの自校化を進めている

⑥ 防災士や消防署・消防団等と連携した体験型の防災学習を実施

⑥ 学校と家庭や地域が連携した実践的な防災教育を実施

⑥ 自主防災組織や住民向けに、出前講座や勉強会を実施。（啓発ＤＶＤや豪雨・台風動画の視聴、職員による講演など）

⑥ 河川管理者が作成した水防災に関するパンフレットを危機管理防災局及び区役所の窓口に設置し、市民へ配布

⑥ 阿賀野川水防訓練等を実施

③
要配慮者利用対象施設へ避難確保計画策定の依頼を実施、未提出の施設へ提出を促す
提出件数1,157件　対象施設1,291件【R4年1月末】

⑥
大規模工場へ浸水リスクの説明や水害対策等の啓発活動を行う
　平成29年度申請1件・平成30年度申請0件・平成31年度申請0件・令和2年度申請0件

③ 市内の地域包括支援センターにハザードマップの掲示について依頼をし、全29か所に設置済み

③ 要配慮者避難確保計画の作成を依頼するにあたり、各施設にハザードマップのデータを提供し。情報の共有を図った

③
「マイ・タイムライン」の普及に向けて、新潟市独自のひな形を作成し、ＨＰへ掲載するとともに、「にいがた防災メール」やチラシの配
布（各自主防災会、区役所窓口）を実施

③ 北，東，中央，江南，南，秋葉，西の7区において内水ハザードマップを作成し、配布及びHP上で公表し、市民へ周知。

⑤ 大都市(21市)及び中部ブロック(10県4市)間において、下水道事業における災害時支援に関するルールに基づき、相互支援を行う。

⑤
新潟市と日本下水道事業団で、災害時支援協定を締結。
災害状況の現地確認、災害報告に必要な資料作成、被災下水道施設の維持又は修繕に関する工事　等。

⑤
新潟市と３管路協会と災害時の応援協定を締結。
 管路施設の被災状況調査、応急対策及び災害復旧のための調査、分析、対策工の検討。

都市整備
まちづくり

④
古町通7番町地区第一種市街地再開発事業において、再開発組合が整備する施設建築物（古町ルフル）の電気室、機械室、自家
発電施設、備蓄倉庫、一時避難施設等を、浸水予想高さより上層階に設置した。（国と市により施設整備費の内、共同施設整備費
の一部を補助）

農林 ③
防災重点ため池について、ハザードマップの作成・公表
※次期、新潟市地域防計画の改定時に登載予定

③
登録制である阿賀野市安全安心メールについて、更なる普及のため周知・広報を実施。広報紙やホームページへの記事掲載、防
災塾等におけるチラシの配布による周知を実施

③ H31.1から緊急告知FMラジオ配付事業を実施

③ 想定浸水深や家屋倒壊等氾濫想定区域を示した洪水ハザードマップを作成。H30.5に全世帯へ配布。防災塾で説明を実施

③ ハザードマップの説明の際に、垂直避難等、柔軟な避難方法について説明を実施。

③
H30.5に配布した洪水ハザードマップに、各避難所の洪水時の利用可能判定を掲載。ハザードマップの説明と併せて、利用可能判
定についても説明を実施

⑥
自主防災組織の育成・強化のため、防災塾（講座・訓練）を実施。阿賀野川洪水時の浸水想定区域の自治会等に対し、防災塾（防
災講座・訓練）を実施。住民の防災意識・地域の防災力を向上させるため、防災塾（講座・訓練）を実施

⑥ 防災塾として訓練を実施。

⑥ 自治体の避難情報を活用し、小学校区単位の地域防災訓練や自治会単位の防災訓練を実施

⑥ 小学校区単位の防災訓練や自治会単位の防災訓練において、避難場所への避難訓練を実施

⑥ 避難指示等発令の判断において、流域雨量指数についても確認

③ R1.7から小学5年生を対象に防災ハンドブックを配布

③ H28年度からまるごとまちごとハザードマップを設置

③ R1年度からは、電柱への洪水ハザードマークの取付けを実施

⑥ 消防団作成の会報に団員募集の記事を掲載

⑥ JR羽越本線橋梁右岸部の水防活動について、河川管理者、市（危機管理課・消防本部・消防団）で現地確認を実施

③ 要配慮者施設に対し、避難確保計画の策定を促進。相談を受けた施設には対応済み。未提出施設に対し、提出を促す。

⑥ 排水ポンプ出動要請時の連絡体制を確認

③ 地域包括支援センターが入る市役所庁舎にハザードマップを掲示

土木・建築 ⑥ 毎年、出水時前に発電機を古川樋門付近に設置し稼働の確認を実施

④ 災害対策本部が設置される庁舎について、非常用電源の高さ対策を実施済み

③
携帯電話やパソコンのメールを利用した五泉あんしんメールについて、更なる普及のため周知・広報を実施する。出水期前の市広
報誌での周知に加え、出前講座や移動市長室、催事での周知を実施

③
家屋倒壊等氾濫想定区域等を表示したハザードマップ作成と全世帯への配布がH30.4で完了
浸水深3ｍ以上・家屋倒壊等氾濫想定区域については、早期立ち退き避難区域として指定し、ハザードマップへ記載した

③ 避難所ごとの想定浸水深を確認して、避難の可否を確認する。地域防災計画の変更及びハザードマップへ記載した

⑥ 国・県・市等の共催により阿賀野川・早出川総合水防演習を実施

⑥ 市内小中学校等において防災学習を実施

⑥ 出前講座を各所で実施。ハザードマップ作成後、住民説明会を実施。

⑥ 随時広報紙及び市主催のイベント等において防災啓発を実施。

⑥
自主防災組織設立後、資器材整備や活動等に対し補助金を支給
各所で出前講座を実施。市より希望する団体へ啓発DVDや資料等の貸し出しや配布を行った

⑥
自主防災組織率が低いため、引続き設立の支援を行う。
新潟県と共催で、町内会関係者等を対象とした自主防災シンポジウムを開催した【R2.2現在】

⑥ 国・県・市等の共催により実施した阿賀野川・早出川総合水防演習で住民参加型の避難訓練を実施

③ ハザードマップに家屋倒壊等氾濫想定区域など、早期立退き避難区域を設定・明示

③ 要配慮者利用施設に対し必要な情報提供を行い、避難計画策定を促す

③ 避難確保計画作成状況【R4.3現在】44/55施設作成済み

⑥ 地域防災力向上等を目的とした五泉市防災リーダー養成講座を実施

⑥ 排水ポンプ車出動要請時の連絡体制を確認

⑥ 阿賀野川・早出川総合水防演習で排水ポンプ車の実働訓練に参加

農林 ⑥ 多面的機能支払交付金事業に取組み、農用地の保全に努めた。

五泉市

※本資料は、令和４年３月時点での各機関の取組み内容を集計したものであり、今後の調査、検討により変更となる場合がある。

防災・危機管理

土木・建築

新潟市

防災・危機管理

下水道

阿賀野市
防災・危機管理

流域治水対策整理表 被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

機関名 分野
分類 工程表
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区分

該当番号 短期 中期 長期

④ 本庁舎（災害対策本部設置庁舎）浸水想定なし。受水槽を上階に設置し、生活用水として確保

③ 新発田あんしんメールの登録者増加に向けた周知・広報の実施

③ 災害発生のおそれがある地域の住民や避難行動要支援者、自治会などへの緊急告知FMラジオの貸与

③ 新発田市版マイタイムラインの作成・周知

③ ハザードマップ（想定最大規模の降雨による洪水浸水想定）の全戸配布及び市民公開GISでの公開

③ 水害時に使用できない場合がある避難所の周知

⑥ 自主防災組織の育成・強化に向け、職員による出前講座を実施。早期避難の重要性などの周知

⑥ 大雨による洪水などを想定した新発田市総合防災訓練の実施

⑥ エリアメール、新発田あんしんメール、緊急告知FMラジオなどを用いた情報伝達訓練の実施

⑥ 小学生を対象とした防災教育の実施

⑥ 自主防災組織の支援　活動や資機材整備への補助金支給など

③ 避難確保計画の作成促進　対象施設62施設中62施設が策定済み

③ 地域防災計画の適切な見直し（参集基準、発令基準など）

⑤ 民間事業者等との災害時救援協定締結　42企業・団体

⑤ 県内外の自治体との災害時相互応援協定締結　48自治体

③ 福祉避難所の追加指定　5箇所

③ 地域住民主体の避難所運営組織「避難所運営委員会」設立の促進

③ 避難所担当職員の指名、担当職員による避難施設の現状確認

③ 洪水時のダム放流情報や水位情報等をTV電話（告知情報端末）で随時情報発信を行った

③ 阿賀町水災害情報共有システム（ARIS)の活用。

⑥ 防災学習や避難訓練等の教材として、水災害再現ＶＲを作成

③ 阿賀野川、常浪川のタイムラインを整備した。阿賀野川タイムラインの改善を検討。

③ 想定最大規模降雨の洪水浸水想定区域と示した、洪水ハザードマップを作成し全戸配布及びＨＰで公開

③ 自主防災組織の設立、防災訓練の呼びかけ、実施による地域防災力の向上を図った

⑥ 内水対応地区での現地確認及び樋門操作、情報伝達等の水防訓練を検討

③ 要配慮者利用施設における計画策定の推進を行う。相談を受けた施設は対応済み。引き続き計画策定を促す

⑤ 内水排除の必要な樋門を選定し排水ポンプ設置応援業者を選定した。大型排水ポンプ車等の配備を検討

⑥ 排水ポンプ出動要請時の連絡体制を確認

③ 地域包括支援センターに洪水ハザードマップを掲示してもらうよう依頼する

③ 地域包括支援センター担当者にL2に対応した洪水ハザードマップ更新計画（H31～32）の情報共有を実施する

⑥
過去の水害の検証結果から、内水処理及び孤立集落の解消が重点項目である。今後、関係機関の協力を得ながら問題解決に取り
組む。また、今後は「阿賀町国土強靭化地域計画」に沿った事業に取り組む

③ 【R2.3】阿賀町業務継続計画を策定

③ 福祉部局へ当協議会に関する情報を提供

⑥ 洪水ハザードマップを活用した勉強会の開催

⑥ 洪水発生時の迅速かつ安全な救出救助等に備え、自衛隊と合同巡視を実施

③ 行政区単位で避難場所への避難訓練を実施

⑥ 排水ポンプ車等の整備を検討

⑥ 水防資機材点検及び非常招集訓練等を実施

土木・建築 ③ 避難路となる国・県道の浸水対策の早期着手を求める要望活動を実施

下水道 ③ 地域防災計画に基づく下水道事業BCPを策定

③
・「阿賀野川洪水対策連絡協議会」を活用し，ダムの運用方法やホームページの見方・使用方法などを説明(要望があれば出向いて
説明)
・各自治体広報誌へのダム放流警報に関する説明を掲載

⑥
・ダム操作に関する各自治体への出前講座の開催
・ダム見学会者を通じてダム操作等に関する説明を開催

※本資料は、令和４年３月時点での各機関の取組み内容を集計したものであり、今後の調査、検討により変更となる場合がある。

新発田市 防災・危機管理

東北電力（(株)

防災・危機管理

阿賀町

流域治水対策整理表 被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

機関名 分野
分類 工程表
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＜GI＞

区分

・ 阿賀野川の原風景でありレキ河原の再生

・ 魚類のゆりかごとなるワンドの再生

・ ハクチョウのねくら、サギ類の採餌場となる浅場の創出

・ 餌場環境となる堤内地との連続性の確保

・ 生態系ネットワークと連携しら観光振興

・ 多様な生物の成育環境の保全・創出

・ 河川景観の保全

・ 子供を対象とした河川環境学習

・ 地域住民と協働した水生生物調査

・ 地元団体と協働した河川美化活動 ＜凡　　例＞

・ 水辺プラザ周辺の利用促進 整備・調整期間

・ 森林・林業教育の実施 実施・運用期間

該当番号 短期 中期 長期

① レキ河原の再生、浅場の再生

② トキ・ハクチョウを指標とする生態系ネットワークの形成

③ 海浜植物の保全

④ 子供を対象とした河川環境学習、地域住民と協働した水生生物調査の実施

② 森林における除間伐の実施

④ 森林・林業教育の実施

河川 ③
阿賀野川河川改修事業において、治水・利水機能を確保しつつ、本来河川が有している生物の良好な生息・生育環境の保全・創出
を目指す。

新潟県 農政（新発田） ① 安野川の水際環境の創出

※本資料は、令和４年３月時点での各機関の取組み内容を集計したものであり、今後の調査、検討により変更となる場合がある。

③　治水対策における多自然川づくり

④　自然環境が有する多様な機能活用の取り組み

新潟県

林業

阿賀野川河川事務所 河川

阿賀野川水系（阿賀野川）流域治水プロジェクト 流域治水対策取組み一覧

流域治水対策整理表 グリーンインフラの取組

機関名 分野

分類 工程表

①　自然環境の保全・復元などの自然再生 【短期】（おおむね３～５年）
氾濫被害が甚大となる低平地での重大災害を防ぐため、堤防整備や
河道掘削を実施。

【中期】（おおむね１０年）
扇頂部での流下能力解消、低平地での氾濫対策を図るため、横断工
作物の改築や河道掘削を実施。

【中長期】（おおむね３０年）
阿賀野川での堤防強化、山地部での治山対策・森林整備、低平地で
の河川事業を実施し、流域全体の安全度向上を図る。

②　生物の多様な生息・生育環境の創出による生態系ネットワークの形成
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